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令和３年第１回大木町議会定例会会議録（第１号） 

１．招集年月日   令和３年３月３日（水）  午前９時３０分開議 

 

２．招集場所    大木町役場議会議場 

 

３．出席議員  １番  馬 場 高 志   ８番  菰 方 英 二 

        ２番  野 口 裕 子   ９番  德 永 伸 行 

        ３番  原 田   勝  １０番  古 賀 知 文 

        ５番  古 賀 靖 子  １１番  小 畠 裕 司 

        ６番  北 島 好 昭  １２番  中 島 宗 昭 

        ７番  益 田 隆 一  １３番  中 島 和 正 

 

４．欠席議員  なし 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 境   公 雄 こども未来課長 的 場 哲 也 

副 町 長 益 田 富 啓 健康兼福祉課長 田 中 美和子 

教 育 長 北 原 孝 德 産業振興課長 広 松 栄 冶 

総 務 課 長 池 末 行 成 建設水道課長 荒 巻 尊 己 

企画兼環境課長 野 田 昌 志 学校教育課長 内 藤 智 之 

会 計 課 長 川 村 九州生 生涯学習課長 中 村 和 也 

税務町民課長 杉   康 則   
 

６．本会議に職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長  山口 龍也 

 

７．議案の題目 

 

①会期の決定について 

②町長の施政方針について 

③専決処分の承認を求めることについて（令和２年度大木町一般会計補正予算 

 第９号） 

④大木町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

⑤大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

⑥大木町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
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⑦大木町地域振興基金条例の一部を改正する条例の制定について 

⑧大木町自治総合計画条例の制定について 

⑨大木町自治総合計画基本構想の策定について 

 

追加日程 

①大木町自治総合計画基本構想の策定についての撤回の件 

 

⑩令和２年度大木町一般会計補正予算（第１０号）について 

⑪令和２年度大木町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）について 

⑫令和２年度大木町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 

⑬令和２年度大木町水道事業会計補正予算（第４号）について 

⑭令和３年度大木町一般会計予算について 

⑮令和３年度大木町国民健康保険特別会計予算について 

⑯令和３年度大木町後期高齢者医療特別会計予算について 

⑰令和３年度大木町水道事業会計予算について 

⑱大木町健康福祉センターの指定管理者の指定について 

⑲大木町農産物加工販売施設の指定管理者の指定について 

⑳おおき循環センター「くるるん」内道の駅おおきの指定管理者の指定につい 

 て 

㉑大木町地域創業・交流支援センターの指定管理者の指定について 

㉒福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び福岡 

 県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

㉓大木町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

㉔大木町公平委員会委員の選任について 

㉕大木町公平委員会委員の選任について 

㉖人権擁護委員候補者の推薦について 

㉗一般質問 

㉘大木町議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出について 

㉙大木町議会常任委員会の閉会中の継続調査の申出について 

㉚諸般の報告 

㉛会議録署名議員の指名について 

 

８．議事 
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議長  皆さん、おはようございます。 

 定刻になりましたので、開会を宣言いたしますが、暫時休憩いたします。 

 

 

休憩     ９時３０分 

再開     ９時４０分 

 

 

議長  それでは、再開いたします。 

 令和３年３月第１回町議会定例会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 新型コロナウイルスの発生確認から１年以上が経過をいたしました。新様式

での生活も定着し、ワクチンの先行接種等も始まり、福岡県に発出されており

ました緊急事態宣言も解除をされております。しかし、本町におきましても、

依然として、卒業・入園式や入学式等も縮小した開催、集会、イベント等の自

粛にも迫られており、議会におきましても本年度の報告会を中止させていただ

くなど、感染の封じ込めにご協力をいただき、町民の皆様にも大変なご不自由

をおかけしております。引き続き、気を緩めることなく、町民一丸となって万

全の感染対策を取り、この危機を乗り越えてまいりたいと考えております。 

 さて、皆様ご承知のとおり、小川洋福岡県知事が病気により辞意を表明され

ております。小川知事におかれましては、本町に多大なるご支援を賜っており

ましただけに、残念でなりません。今は一日も早い病気のご快癒を祈念申し上

げます。 
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 また、本年は東日本大震災から発生から来週で１０年を迎えます。防潮・防

波堤の建設、新しいまちづくりなど、着実に成果を上げているものの、依然と

して人が戻らず、被災自治体や住民の皆さんのご苦労はいかばかりかと拝察

をいたします。その後も日本全国では、地震や豪雨など、自然災害が毎年のよ

うに頻発しており、今年こそは穏やかな１年となるよう心から願ってやみませ

ん。 

 そうした中、議員各位におかれましては、公私とも大変ご多忙のところ、全

員元気にご出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 今定例会には、議案第１号から第２３号、諮問第１号まで、多岐にわたる議

案が提出されております。その中でも、特に今後の大木町を左右する自治総合

計画基本構想の策定、また、新年度予算を審議する重要な議会でもあります。 

 町政運営の方針につきましては、この後、町長から説明がありますが、議案

の内容につきましては、それぞれ担当課長から詳しく説明がなされます。 

 いずれの議案も、町政運営上重要なものであり、町政発展、住民福祉の向上

につながるものと期待をいたしております。十分なる議論を尽くし、円滑に議

事を進められるようご協力をお願いし、挨拶といたします。 

 ただいまの出席議員１２名、したがいまして、定足数に達し、定刻を過ぎま

したので、議会は成立いたします。 

 ただいまから令和３年第１回大木町議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 なお、本日は、安藤代表監査委員に出席をお願いしております。 

 日程第１、会期の決定についてを議題といたします。 

 去る２月２６日、議会運営委員会が開催されましたので、委員長の報告を求

めます。小畠裕司委員長。 
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小畠委員長  皆さん、おはようございます。 

 去る２月２６日、議会運営委員会を開催し、令和３年第１回大木町議会定例

会の会期、日程等について協議した結果、会期を本日から３月１９日までの１

７日間と決定しておりますので、ご協力をお願いし、委員長の報告といたしま

す。 

 

議長  お諮りいたします。委員長の報告のとおり、会期を本日から３月１９

日までの１７日間と決定することにご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、日程第１、会期の決定について

は、本日から３月１９日までの１７日間と決定いたしました。委員長、報告あ

りがとうございました。 

 日程第２、町長の施政方針についてを議題といたします。 

 町長の施政方針を求めます。境町長。 

 

境町長  皆様、おはようございます。 

 本日ここに令和３年第１回大木町議会定例会を招集いたしましたところ、議

員の皆様方におかれましては、公私とも何かとご多用の中、ご出席を賜り、厚

くお礼を申し上げます。 

 昨年末から１月にかけて、寒波の襲来による雪景色が何度か見られましたが、

３月に入り、日増しに春の気配が感じられるようになりました。議員各位にお
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かれましては、ますますご健勝のこととお喜びを申し上げます。 

 今年度は、新型コロナウイルス感染症感染拡大により、町民の皆様の暮らし

や学校生活、飲食店など事業活動に甚大な影響を及ぼしました。福岡県では、

感染拡大の第３波は現在縮小しつつあり、１月に発出された緊急事態宣言は２

月末で解除されました。しかし、まだ収束の見通しは立たず、しばらくはウィ

ズコロナの中で、感染予防対策をしっかりと講じながら、徐々に社会経済活動

を復活させていく必要があります。 

 そのような中、ワクチン接種に対する住民の皆さんの期待は大きく、大木町

医会の先生方のご協力を得ながら、できるだけ早く円滑にワクチン接種を開始

したいと考えております。しかし、全国的にワクチン確保の見通しが立たず、

具体的に日程が定まらないなど、先行きが見通せない状況です。 

 コロナ感染症は、これまでの社会を見直すきっかけになり、働き方改革やＩ

ＣＴ環境整備が加速する一方、都市一極集中の危うさを浮き彫りにし、地方が

見直され始めました。大木町の田舎暮らしの豊かさを磨き上げ、発信していく

好機だと考えています。また、コロナ禍を乗り越え、元の社会に戻るのではな

く、様々なリスクに対応できる柔軟で足腰の強いまちづくり、地域づくりを進

めていくことが肝要だと考えています。 

 さて、本定例会には、令和３年度から実施予定である大木町自治総合計画基

本構想や基本構想を具現化するための令和３年度一般会計予算、特別会計予算

を上程いたしております。したがいまして、若干時間をいただき、令和３年度

の町政運営の基本的な方針と主要施策につきまして、所信の一端を述べさせて

いただき、議員各位及び町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 まず、本定例会には、大木町自治総合計画基本構想を議案として上程させて

いただきました。これまでの総合計画は行政計画として策定しておりましたが、
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今回の計画では、町民と行政が協働し、共にまちづくりの主体を担っていくこ

とを肝としており、新たに自治総合計画としてスタートさせるものであります。 

 少子高齢化や人口減少など、本町を取り巻く社会環境が急速に変化する中で、

地域と行政の自立と自治を目指す自治体経営の最上位の計画として、また、職

員総出でつくり上げた戦略的な自治体経営の指示書として位置づけております。 

 基本構想には、基本理念として「住み続けたいと思える 持続可能な循環の

まち おおき」を掲げ、その創生力、復元力の源となる３つの普遍的価値「循

環・協働・自治」を掲げています。また、基本理念を具現化するために６つの

町の将来像、２つの経営ビジョン、その象徴的指標としての２５項目の目指す

町の姿とその検証のための数値目標を設定いたしました。さらに、基本構想を

具現化するための行政経営計画には、２９の政策と７３施策を位置づけ、その

実現のためにゼロ予算事業を含めた２７２の事業を体系的に実施することとい

たしております。 

 あわせて、これまでばらばら感があった各種個別計画や財政計画、行政評価、

目標管理、人事評価などの各種行政システムを自治総合計画を最上位として統

合し、効果的な自治体経営の仕組みとして構築していくことを目指しています。

また、職員の意識改革を促し、行政組織の生産性向上を図るために、新年度か

ら組織機構改革を実施させていただく予定であります。 

 自治総合計画は、住民と行政の協働を基本とし、地域と自治体の自立と自治

を確立することを目指しています。 

 基本計画では、行政が責任を持って取り組むべき政策・施策などを定めた行

政経営計画と、住民や団体等の様々な主体が連携協働し、いつまでも安心して

暮らせる地域づくりを推進していくための校区づくり計画によって構成してい

ます。校区づくり計画は、各校区の住民など多様な主体が自らつくる計画と位
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置づけており、これまで新型コロナウイルス感染症の影響で協議の場がなかな

か持てない状況でありましたが、これから地域の中で自分たちにできる地域づ

くりを話し合っていただきたいというふうに考えています。 

 誰もが安心していつまでも住み続けられる地域づくりを実現するためには、

地域の困り事を自ら解決し、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する

地域運営組織の確立が重要であり、校区まちづくり協議会による校区活動と各

地域自治活動の活性化を支援してまいります。 

 また、近年では、気候変動の影響による極端な気象現象や災害が頻発し、

年々深刻化しています。災害がいつ、どこで発生するか分からない、そんな時

代に突入し、高齢化や核家族化などによる自助力の低下が顕著になりつつある

中、地域扶助力を強化し、補完することも重要になっています。気候変動への

危機感は世界中で共有されるようになり、国においても、昨年９月、菅首相が

２０５０年までに温室効果ガスゼロを目指すことを表明し、全国で自然エネル

ギーの普及などの対策が急速に進み始めました。 

 本町においては、一昨年１２月、気候非常事態宣言を議会でご承認いただき、

公表いたしました。本町においても、町民の皆さんのご理解を得ながら、気候

変動対策の取組を加速する必要がございますが、現在、２０５０年カーボンゼ

ロ社会を目指したロードマップを作成しているところであり、計画に掲げた事

業を議会のご理解をいただきながら推進してまいります。 

 さて、行財政改革を着実に推進するため、既存事業の徹底した見直しと併せ

て予算編成を行ったところでありますが、本定例会に上程しております大木町

自治総合計画基本構想に掲げる６つの町の将来像、２つの経営ビジョンに従い

まして、当初予算事業の概要を申し上げます。 

 令和３年度大木町一般会計当初予算は、総額６０億１，４００万円となり、
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前年度当初比１億６，５００万円、２．７％の減となっております。また、繰

入金は、財政調整基金から１億１，５００万円、公共施設整備基金から２，３

００万円、大木町夢あふれるまちづくり基金から６８２万５，０００円の合計

１億４，４８２万５，０００円とし、前年度当初比２億７，０３７万５，００

０円、６５．１％の減となっております。 

 まず、町の将来像Ⅰ「未来につなぐ環境先進のまち」についてであります。 

 ゼロウエイストの推進では、これまでの施策をさらに推し進め、次世代に自

信を持って引き継げる循環のまちづくりを追求してまいります。平成３０年４

月より本格稼働を始めましたプラスチックの一次選別及び資源化施設であるＹ

Ｋクリーンにおいては、稼働から３年が経過し、プラスチックの回収量は、令

和２年度は当初目標であった１，０００トンを上回り、安定した事業運営を行

っております。令和３年度からは広川町が新たに加わる予定でございます。 

 令和３年度は、高品質のプラスチックリサイクルの実現に向けて、九州大学

を中心に、再生メーカー、流通、自治体が参画して実証研究を行う予定で、今

回の取組が材料レベルでの循環イノベーションとなることで、複合化する環境、

経済、社会の諸問題を同時に解決していくことを目指しております。また、一

般社団法人サスティナブルおおきを指定管理者として、バイオマスセンターと

環境プラザの運営管理を行わせるため、指定管理料として、それぞれ７，７４

８万３，０００円、１，５６１万円を計上しております。 

 気候非常事態宣言の取組では、今年度策定した２０５０年温室効果ガス排出

量実質ゼロ社会の実現に向けたロードマップに基づき、近年の気候変動の状況

を町民の皆さんと共有し、自分事としてライフスタイルなどの見直しなどを推

進していく町民会議を引き続き開催していくとともに、役場庁舎及びその周辺

の公共施設のエネルギーを再生可能エネルギー１００％で賄える仕組みを検討
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いたします。また、全町に再生可能エネルギーを普及させていくための推進体

制を整えていきます。これらの取組を強力に進めていくため、総務省の地域お

こし企業人交流事業を活用し、専門的知識やノウハウを持つ人材を配置したい

と考えております。地域おこし企業人交流事業負担金として５６０万円を計上

いたしております。 

 環境負荷の少ない暮らしづくりを支援していくため、これまで行ってきた住

宅用太陽光発電設備や蓄電池、電気自動車等充給電システム設備（Ｖ２Ｈ）を

住宅へ設置する際の補助金のほか、電気自動車の購入費に対して新たな補助す

るメニューを追加し、地球温暖化防止対策支援事業として３３０万円を計上し、

脱炭素社会に向けて加速させてまいります。 

 次に、町の将来像Ⅱ「人と経済の好循環で活力のある産業が育つまち」につ

いてでございます。 

 地産地消と消費循環の推進では、「環のめぐみ」や「環のかおり」の地域内

消費喚起と多子世帯を応援する事業費として３００万円の予算を計上している

ほか、地域ポイント事業費５１９万９，０００円、商工会で実施されますプレ

ミアム商品券発行を支援するための補助金５００万円を計上しており、地産地

消や地域内経済循環を推進してまいります。また、道の駅おおきの指定管理料

１，３１３万円のほか、同施設に整備しております外灯の更新工事費として２

００万円などの予算を計上いたしております。 

 地域農業の振興では、土地利用型農業の振興事業費１，２４１万６，０００

円、施設園芸型農業の振興事業費は８，６００万円などで、基幹産業でありま

す農業の振興を図るとともに、新規就農者の支援及び定着、認定農業者の支援

を行うための事業費４，８９０万４，０００円の予算を計上いたしております。

また、土地改良施設維持管理事業費３，１４１万８，０００円、多面的機能支
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払交付金として農村環境保全事業費５，６５９万７，０００円を計上いたして

おります。 

 商工の振興では、商工振興費１億１，８３７万８，０００円及び創業支援費

３０万円の予算を計上し、商工会と連携して町内事業者の支援を行ってまいり

ます。また、地域創業・交流支援センターにプロジェクトマネジャーを配置し、

地域の稼ぐ力を創生、強化し、雇用の確保に向けた事業展開を進めるための事

業費として１，７５３万８，０００円の予算を計上いたしております。 

 移住、関係人口創出の促進の取組として、ＷＡＫＫＡの指定管理料９０５万

８，０００円など、ＷＡＫＫＡを拠点に地域資源を活用した産業の振興、創業

の促進及び多様な交流の推進による地域経済の活性化に努めてまいります。 

 また、新規事業として、町の新たな魅力や楽しみ方を来訪者とともに発掘、

ブラッシュアップしていく取組として、１人乗りの超小型ＥＶを６台導入する

こととしております。環境に負荷をかけない交通手段としてＰＲしつつ、自転

車よりも行動範囲が広がる利点を生かして、町内だけにとどまらず、近隣自治

体を含めて周遊できる仕組みづくりをつくっていきたいと考えております。 

 町の将来像Ⅲ「子育てしやすく子どもが元気に輝くまち」についてでありま

す。 

 子育て支援体制の充実につきましては、妊娠、出産、発達段階においての育

児に関する不安や悩みを解消する取組により、安心して子育てができる環境整

備を引き続き行います。 

 主な内容といたしましては、令和２年度に設置した子育て世代包括支援セン

ターを中心に、専門職を配置し、切れ目のない総合的な子育ての支援として、

産前・産後サポート事業の充実を図るための妊婦健診診査委託料１，１９９万

９，０００円、産婦健康診査助成金１２０万円を計上しております。 
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 また、子育て家庭の経済的負担の軽減策として、こども医療費の自己負担を

中学３年生まで無料とする費用を含めたこども医療対策費６，９４０万３，０

００円を計上し、そのほか、令和元年１０月からは子育て世帯転入ポイント、

出生ポイントの進呈、令和２年度からは、ふるさと納税寄附金を活用した夢あ

ふれるまちづくり事業の一環として、本町で生まれた赤ちゃんに町内事業所か

ら取り寄せた木製プレート食器など祝いの品を届ける赤ちゃんギフト事業費と

して、今年度も２４０万円を計上いたしております。 

 また、学童保育所運営につきましては、町内全ての学童保育所施設の充実を

図り、運営のＮＰＯ法人「ほっとかん」へ、３学童６クラブの運営費として、

指定管理委託料４，７３６万４，０００を計上いたしております。 

 保育の充実につきましては、保育所の待機児童問題や保育士不足問題に対応

するため、多様な保育事業として１，３５７万８，０００円、保育士の負担軽

減、資質向上、保育士の確保を支援する補助事業費として５３４万７，０００

円を計上いたしております。 

 学校教育の充実の取組では、社会背景の変化により教育へのニーズが多様化、

複雑化しており、学校教育のＩＣＴ化の促進、活用、さらには不登校児童・生

徒などの学習機会の保障についても、家庭教育支援員やスクールライフサポー

ターなどの人材を活用して様々な可能性を検討し、具体化してまいります。ま

た、英語授業ＡＬＴを業務委託から令和３年度は町の会計年度任用職員として

持続的な指導ができるような配置といたします。 

 ＧＩＧＡスクール構想を一層推進するために、有識者等における助言、支援

の実施による教師のＩＣＴ活用指導力の向上や情報教育の充実を図るＩＣＴ支

援員配置事業委託として８３１万６，０００円を計上いたしております。 

 経済的に困窮している保護者に対する就学援助奨励事業では、就学援助費と



13 

して小・中学校合わせて１，７９０万３，０００円を計上いたしております。 

 また、学校給食費補助事業につきましては、給食費の見直しが必要な状況と

なっておりますが、令和３年度につきましては、学校給食助成金のうち中学生

の助成金を月１人２００円増額して９０万円増の８１４万円を計上いたしてお

ります。学校給食調理場管理事業では、老朽化しております蒸気ボイラーの取

替工事として５２８万円を計上いたしております。 

 子供の育成活動の充実では、学校を核とした地域づくりに取り組む地域学校

協働活動事業を町内全域に広げるため、地域学校協働活動推進員を各校区へ配

置し、全地域と学校が相互に連携・協働して取り組むための費用として２４１

万４，０００円を計上いたしております。 

 続きまして、町の将来像Ⅳ「だれもがいつまでも幸せに暮らせる健幸長寿の

まち」についてでございます。 

 健康寿命の延伸では、疾病の早期発見、早期予防のため、がん検診、歯周疾

患検診等に関する費用として１，４６１万円、保険の種別関係なく受けること

ができ、特に早期発見による効果が高いと言われる胃がん、乳がん、子宮がん、

大腸がん、前立腺がんを対象としたがん検診・結核検診委託料１，３２１万５，

０００円、新型コロナウイルス予防接種に係る接種委託料で、１回分の接種費

用を全町民の９割の２回分として５，７８５万５，０００円を計上いたしてお

ります。また、令和３年度から３か年、健康福祉センターを町民の健康・長寿

の駅として事業展開を行うための予算として、健康福祉センター指定管理運営

委託料３，５４３万２，０００円を計上いたしております。 

 高齢者支援体制の充実では、地域包括支援センターの運営費、介護保険広域

連合への負担金、介護予防事業・認知症施策の推進等の予算として２億３，４

９７万３，０００円、福岡県介護予防補助事業を活用し、ケアトランポリン協
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会に委託する介護予防教室年３０回分と体力測定を実施前後と中間に１回の計

３回分３５０万７，０００円を計上いたしております。また、生活支援体制整

備事業委託料として１，６２３万３，０００円、新規事業としては、高齢者の

就労的活動の場を提供するため、民間企業、団体、事業者等とをマッチングし、

高齢者個人の特性や希望に合った活動をコーディネートすることにより、高齢

者の社会参加等を促進する事業として、シルバー人材センターに委託就労支援

コーディネーター等委託料３７０万円を計上いたしております。 

 障がい者福祉の充実では、障害のある人が、住み慣れた地域で必要な支援を

受けながら、できる限り自立し、自分らしい生活を送ることができるよう、自

立支援給付や更生医療給付、相談支援をはじめ、日常生活用具の給付、移動支

援や日中一時支援など、地域生活支援を要する予算として４億１６１万５，０

００円を計上いたしております。 

 総合福祉支援体制の充実では、高齢者の社会参加と生きがいづくり事業では、

老人クラブ助成金といたしまして２４７万７，０００円、シルバー人材センタ

ー運営事業負担金といたしまして８００万円などを予算計上いたしております。 

 次に、町の将来像Ⅴ「まちの個性が光る暮らしと文化が育つまち」について

であります。 

 まちの資源を生かした地域づくり、人づくりでは、地域資源を再発見したり、

まち磨きをしたりする取組として、本年で１６回を迎える「さるこいフェス

タ」を大莞校区において行う予算として８２万５，０００円、国際感覚と広い

視野を持つ地域づくりの担い手人材を育成していく取組をひしのみ国際交流セ

ンターと共同で行うための補助金として２００万円を計上いたしております。 

 人権教育・啓発、男女共同参画の推進では、女性の割合を定めるクオーター

制度の導入も視野に入れながら、野心的な目標を掲げて各種委員会等の委員の
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女性登用を積極的に進めていくため、関連する予算として１８万６，０００円

を計上いたしております。 

 安全・安心のまちづくりの推進では、犯罪や事故が少なく治安のよい安全・

安心なまちづくりに向けて、町民意識の高揚と自主的な活動の促進を基本に、

防犯体制の充実として防犯体制推進事業費７８万６，０００円、防犯設備整備

事業３７１万８，０００円の計上のほか、交通安全啓発事業の推進として交通

安全啓発事業に１７２万１，０００円、高齢者事故抑制事業に６０万３，００

０円を計上するとともに、水難事故防止対策の推進に努めてまいります。 

 消防・防災体制の整備では、災害に対する備えが整い、安心して暮らせるま

ちづくりを進めるために、久留米広域市町村圏事務組合を構成する４市２町を

管轄する久留米広域消防本部負担金として１億６，０７１万円を、経年劣化し

た小型動力ポンプ付積載車更新費８７０万５，０００円などを計上し、消防団

の充実、強化に努めてまいります。 

 また、防災情報の伝達手段の多重化、多様化など防災情報の啓発を推進する

とともに、民間企業などとの災害協定を進めるなど大規模災害を想定した対策

を推進していくために、防災体制推進事業に１９０万円、防災設備等整備管理

事業に２１３万８，０００円、耐震対策事業に２３５万円を計上いたしており

ます。さらに、地域の防災力を高めるため、地域の防災リーダーの育成を行う

防災士資格取得助成金１１万５，０００円の計上をはじめ、定期的な訓練、研

修を通して校区や自主防災会の活動支援を実施してまいります。また、平地ダ

ムとしての堀の治水機能を最大限に生かした豪雨被害の軽減対策にも取り組ん

でまいります。 

 生涯学習の推進と文化・スポーツ活動の充実では、図書・情報センターや子

育て交流センター、総合体育館など、数多くの町民の皆さんが繰り返し訪れる
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出会いの広場「こっぽーと」において、新たな出会いや交流が生まれ、そこか

ら新しい学びへとつなげるための空間づくりに、屋外用ベンチテーブルや椅子

等を購入する費用として１５７万３，０００円を計上いたしております。また、

これまでの４か月健診時でのブックスタートに加え、２歳、３歳、５歳時にお

ける子供の成長に合わせた絵本の配布など、切れ目のない子育て支援としての

親子のコミュニケーションを図るブックスタート推進事業に要する費用として

９３万円を計上いたしております。 

 町民スポーツ支援では、令和３年度に法人格を取得する体育協会への補助金

１，５１４万８，０００円を計上いたしております。人口減少、少子高齢化社

会が迫る中、町民の皆さんのさらなる健康増進を図り、いつまでも幸せに暮ら

せる健康長寿のまちづくりを築いていくためには、長期的視野に立ち、参加し

やすいスポーツ事業の展開が必要であり、体育協会を法人化することで体制を

強化し、計画的かつ効率的にスポーツ事業を展開することで、町民の皆さんの

健康増進に寄与するものでございます。 

 次に、町の将来像Ⅵ「堀と自然が調和した暮らしの基盤が整ったまち」につ

いてでございます。 

 総合的な堀の環境保全と機能の維持管理では、地域住民が行政との共有財産

である堀の維持管理に参画をし、総合的な堀の環境保全と機能の維持管理を図

っていくための事業予算として９８８万２，０００円を計上いたしております。 

 生活排水機能の堀の環境保全と合併処理浄化槽の普及・維持保全では、堀の

再生に向けた合併処理浄化槽の普及促進に当たり、合併処理浄化槽設置補助金

３，５７５万１，０００円を、また、発足から７年が経過し、合併処理浄化槽

設置者の９４％の加入を得ている一般社団法人大木町合併処理浄化槽維持管理

協会に対する助成金１，９９８万２，０００円を計上いたしております。合併
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処理浄化槽維持管理協会では、設置者負担の軽減対策や設置者による適正な維

持管理を支援し、堀の水質の保全管理を図ってまいります。 

 生活・活動を支える都市基盤の維持・整備では、道路舗装補修並びに道路冠

水対策としてのかさ上げ工事費として５，５２０万円、町道１０号線自転車歩

行者道整備事業の主なものとして、公有財産購入費３５０万円、用地購入費及

び物件等移転補償費１，６００万円、狭あい道路整備事業では、町内７か所の

整備工事費４，１００万円、支障電柱の移転補償費等２，２００万円を計上い

たしております。ほかに、山ノ井川浸水対策重点地域緊急事業の正原橋の架け

替えに伴う拡幅分の負担金として５，０００万円、公園広場維持管理費として

８７３万８，０００円などを計上いたしております。また、主要地方道久留米

柳川線道路改良、国道４４２号の４車線化、県道水田大川線の歩道設置の事業

促進など、生活、活動を支える道路整備の推進を要望してまいります。 

 次に、地域経営ビジョンでございます。 

 「住民自治が育ち地域の力でまちづくりが推進されるまち」についてであり

ます。 

 本格的な高齢化社会、人口減少社会を迎える中で、いつまでも住み続けられ

る活力のある地域社会を築いていくためには、地域の自治活動や校区活動が活

性化し、自分たちの困り事は自分たちで解決できる自立した地域づくりが欠か

せません。令和３年度をスタート年度とする自治総合計画では、基本計画にお

いて行政経営計画と並んで校区づくり計画を位置づけており、行政と地域・住

民を両輪とした協働のまちづくりを目指します。令和３年度は、各校区に職員

を配置し、（仮称）校区づくり協議会を立ち上げるとともに、校区づくり計画

の策定などを支援してまいります。また、行政区長に集中する地域運営業務を

組織全体で分担して行うために、地域自治組織の整備を要請するとともに、地
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域の自立に向けて必要な支援を行ってまいります。 

 地域経営ビジョン「高い経営意識のもと健全な行政経営が行われるまち」に

ついてでございます。 

 組織力・職員力の強化による生産性の向上では、社会情勢に応じた機動的・

効果的な組織とするため、行政組織機構を見直し、グループ・チーム制の導入

により、職員が柔軟に活躍できる体制を取り、業務が効率的に行われることで

生産性を向上させてまいります。また、多様化する町民ニーズに対して質の高

い行政サービスを提供するために、専門研修等を計画的に実施し、職員の能力

向上と意識改革に取り組んでまいります。 

 適正な財産管理と活用では、町民サービスの向上と行政改革の視点で適正な

財産管理運営を行っていくとともに、財産の有効活用を推進してまいります。 

 また、庁舎施設機器類の更新と改修について、ランニングコストの削減と環

境に配慮した取組を踏まえて施設を効果的・継続的に運用するため、ＺＥＢ改

修可能性調査業務委託料として３０２万５，０００円を予算計上し、令和３年

度から庁舎等ＺＥＢ化事業に取り組んでまいります。また、平成３０年度に整

備が完了いたしましたみんなの広場のトイレ設置工事に係る費用として１，３

９９万２，０００円、大木中学校屋内運動場改修の設計業務委託料として３０

０万円を計上いたしております。 

 行政システムの運用とトータルシステム化では、これまで各分野における個

別計画や評価管理システムは、それぞれの目的に応じて個別に運用されていた

ものを最上位計画である自治総合計画と統合させ、トータルシステム化して機

能させていくために、制度や仕組みを設計するとともに、試行錯誤を繰り返し

ながらシステムの構築を図ってまいります。 

 適正な公金収受と財源確保では、大木町自治総合計画の策定に際し、政策・
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施策を実現する手段として活動事業を位置づけ、計画期間内の活動事業量を定

めました。併せて策定する中期財政計画を財政規律にのっとり運用し、明確に

財源の裏づけがある実効性の高いものにする道筋をつけました。しかし、これ

はあくまでスタート地点に立ったにすぎず、今から、それもできるだけ早期に、

政策規律を確立し、年度ごとに行政評価をベースとした事業の見直しを不断に

行い、事業の必要性、優先度に応じた取捨選択を通した行政の効率化を追求し

続ける必要がございます。 

 計画期間内で「高い経営意識のもと健全な行政経営が行われるまち」に生ま

れ変わるために、職員全員で、この自治総合計画の趣旨を理解、共有し、職員

一丸となって取り組んでまいります。 

 また、本町の貴重な財源の一つになっているふるさと納税につきましては、

寄附者への返礼品の新たな発掘や開発に注力した結果、令和２年度も５億円を

突破いたしましたが、令和３年度においても５億円を想定し、関連予算を計上

させていただいております。 

 情報共有と情報システムの強化では、これまで行ってきた広報紙、ホームペ

ージを使った情報発信に加えて、公式ＬＩＮＥを活用して新型コロナウイルス

感染や災害などの緊急情報をプッシュ型で広報を行うほか、子育て情報やごみ

の検索など暮らしの情報をいつでも検索できるような常設メニューを設けるな

どして、町民の皆さんとのコミュニケーションを図っていくことにいたしてお

ります。 

 また、情報システムの強化と利活用の推進につきましては、現在の総合行政

システムのリース期間終了に伴い、新たに令和４年２月の本格稼働に向け、総

合行政システム等リプレースに関するシステム開発導入委託料３，２８６万５，

０００円を計上するとともに、リモートワークやビデオ会議等新たな情報基盤
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の整備及び文書管理の電子化導入、行政手続等における押印見直しの取組を進

め、情報通信技術の活用と行政手続等に係る利便性の向上並びに行政運営の簡

素化及び効率化に努めてまいります。 

 以上、令和３年度の町政運営に臨む私の所信の一端と主要施策の概要につい

て申し上げましたが、本格的な少子高齢化・人口減少社会を前に、効率的な行

政運営を徹底するとともに、町民の皆様との協働の取組を進めながら、本町の

強みを生かした持続可能なまちづくりを進めてまいりますので、議員各位並び

に町民の皆様の一層のご支援とご協力を切にお願い申し上げるものでございま

す。 

 なお、今回の定例町議会に提案させていただきます議案は、専決処分の承認

を求めること１件、条例の一部を改正するもの４件、新たな条例の制定１件、

自治総合計画基本構想の策定について１件、予算関係といたしまして、令和２

年度一般会計などの補正予算案が４件、令和３年度当初予算案として一般会計

及び２つの特別会計と水道事業会計の合計４件、指定管理の指定については４

件、委員の選任についてなど４件の総計２３議案及び委員候補者の推薦１件と

なっております。いずれの案件も町政運営上緊要なものでございますので、慎

重なるご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶とさせて

いただきます。どうもありがとうございました。 

 

議長  町長の施政方針を終わります。 

 暫時休憩いたします。再開を１０時３０分といたします。 

 

 

休憩    １０時２０分 
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再開    １０時３０分 

 

 

議長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第３、議案第１号専決処分の承認を求めることについてを議題といたし

ます。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第１号専決処分の承認を求めることについての提案理由を申し

上げます。 

 本案は、新型コロナウイルスワクチン接種に関し、国からの補助金を受けて、

接種券の作成や発送などを行うために経費を新たに支出する必要が生じたこと

から、これを補正予算として計上することとし、令和３年１月１４日付で専決

第１号として、令和２年度大木町一般会計歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ３１５万３，０００円を追加し、それぞれの合計を８３億９，５３０万９，

０００円として計上する専決処分を行ったものでございます。 

 その主なものといたしまして、歳入では、新型コロナウイルスワクチン接種

体制確保事業費補助金として３１５万３，０００円の増、歳出では、新型コロ

ナウイルスワクチン接種体制確保事業委託料として３１５万８，０００円の増

を計上したものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議いただき、ご承

認賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 
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 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。歳出から歳入と続けて説明を願い

ます。川村会計課長。 

 

会計課長  それでは、議案第１号について説明いたします。 

 本案は、新型コロナウイルス感染症対策、特に接種体制を確保するために早

期に委託契約を締結する必要があったこと、そのための予算を定める必要があ

ったことから、専決処分を行ったものです。 

 歳出予算補正予算書１１ページ、１２ページをお開きください。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費で３１５万３，０００円の補正で

す。 

 内容は、全額、予防接種事業において新型コロナウイルスワクチンの接種体

制を速やかに、より確実に確保するため、ワクチン接種事業の運営管理システ

ムの改修及び接種用チケットの作成業務への委託費として計上いたしておりま

す。 

 次に、歳入予算を説明いたします。 

 戻りまして、９ページ、１０ページをお願いします。 

 今回の歳出補正分については、全額国費で賄われるため、同額の歳入予算補

正を計上いたしております。 

 以上で終わります。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 
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議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第１号については、会議規則第３８条第３項の規定

によって、委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第１号については委員会の

付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 日程第３、議案第１号専決処分の承認を求めることについては、原案のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。 

 

    起立多数 
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議長  起立多数です。したがって、議案第１号本案については、原案のとお

り承認されました。 

 日程第４、議案第２号大木町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第２号大木町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついての提案理由を申し上げます。 

 本案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律（令

和３年法律第５号）の施行に伴い、大木町国民健康保険条例の一部を改正する

ものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決

賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。田中健康課長。 

 

健康課長  議案第２号大木町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

についてご説明申し上げます。 

 参考資料、改正条例の新旧対照表等の１ページをご覧ください。 

 本案は、本年２月３日に新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改

正する法律が公布され、２月１３日から施行されたことに伴い、大木町国民健

康保険条例附則第４条に規定する傷病手当金の中の下線部分、新型コロナウイ

ルス感染症の記述を改めたものでございます。 
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 以上で説明を終わります。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第２号については、会議規則第３８条第３項の規定

により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第２号については委員会の

付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 
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議長  ご異議なしと認めます。 

 日程第４、議案第２号大木町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第２号本案については、原案のとお

り可決されました。 

 日程第５、議案第３号大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第３号大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、農業委員会等に関する法律の改正により、農業委員の必須業務とな

った農地利用の最適化業務である担い手への農地集積・集約、遊休農地の発生

防止・解消、新規農業者参入の促進等に関わる活動に応じて支給される国から

の交付金、委員活動報酬の上乗せ制度創設に伴い、本条例の一部を改正するも

のでございます。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決

賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。広松産業振興課長。 
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産業振興課長  議案第３号大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 

 参考資料、改正条例の新旧対照表２ページから３ページをご覧ください。 

 農業委員会に会長、副会長及び委員の区分により報酬の額が定められており、

それぞれの区分において、加算額として農地利用の最適化の推進に係る業務分

を上乗せ報酬として、予算の範囲内で町長が別に定める額で支給することとし

ております。 

 予算の範囲内で町長が別に定める額で支給するための規定については、また

別に定めることになりますが、第１条においては趣旨、農業委員会委員等に対

し、町長が別に定める額の支給について、必要な事項を定めることを規定し、

第２条においては、加算する報酬額は、国が定めております農業委員会交付金

要綱及び農地利用最適化交付金事業実施要綱に基づく額を加算する報酬とする

ことを規定します。また、第３条では、報酬の支給時期について、町が国から

交付金の交付を受けた後に支給するとする規定を定めることとしております。 

 ４ページの農地利用最適化交付金事業の概要についてをご覧ください。 

 事業内容として、資料中央部に記載されている箇所でございます。 

 農地利用の最適化に係る活動及び実績に応じて、国からの交付金が交付され

ることが記載されておりまして、１の活動実績と２の成果実績に応じた２種類

の事業交付金の内容となってございます。本町におきましては、当面、１の活

動実績に応じた交付金の活動を行い、その活動状況を見ながら、２の成果実績

に応じた交付金活動を行うか否かを判断したいというふうに考えております。 

 説明は以上で終わります。 
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議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第３号については、会議規則第３８条第３項の規定

により委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第３号については委員会の

付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 日程第５、議案第３号大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁
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償に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第３号本案については、原案のとお

り可決されました。 

 日程第６、議案第４号大木町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第４号大木町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例の制定についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、行政組織機構改革の実施に伴い、地方公営企業法（昭和２７年法律

第２９２号）の規定に基づき、水道事業の設置について必要な事項を定める必

要があるので、この条例を制定しようとするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決

賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。荒巻建設水道課長。 

 

建設水道課長  議案第４号大木町水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について説明します。 
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 条例案及び参考資料５ページに新旧対照表を添付していますので、併せてご

覧ください。 

 本案は、行政組織機構改革の実施に伴い、地方公営企業法（昭和２７年法律

第２９２号）の規定に基づき、水道事業の設置について所要の規定の整備を行

う必要があるので、本条例の一部を改正しようとするものです。 

 改正の内容は、行政組織機構改革による係の廃止に伴い、水道係を建設水道

課に改めるものです。 

 以上で説明を終わります。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第４号については、会議規則第３８条第３項の規定

により委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第４号については委員会の

付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 
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    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 日程第６、議案第４号大木町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第４号本案については、原案のとお

り可決されました。 

 日程第７、議案第５号大木町地域振興基金条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第５号大木町地域振興基金条例の一部を改正する条例の制定に

ついての提案理由を申し上げます。 

 本案は、久留米広域市町村圏事務組合の構成団体に対して分配される債券を

基金として組み入れるため、大木町地域振興基金条例の一部につき、所要の改
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正を行うものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議いただき、ご承

認賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。川村会計課長。 

 

会計課長  それでは、議案第５号大木町地域振興基金条例の一部を改正する

条例の制定について説明いたします。 

 議案書の次のページ、改正条例案をご覧ください。 

 また、参考資料６ページには、新旧対照表をつけておりますので、併せてご

参照ください。 

 本案は、久留米広域市町村圏事務組合が実施してきたふるさと振興事業を令

和３年３月末で廃止し、当組合が所有する財産について、構成団体の出資割合

で帰属させることが決定したことを受け、本町では、大木町地域振興基金で受

け入れるために、当該基金条例に附則第２条として分配された財産のうち、国

債によって分配された分についても分配を受けた日において組み入れる旨、加

えるものです。 

 なお、久留米広域市町村圏事務組合がふるさと振興基金によって保有する財

産のうち、出資割合によって算出した本町への帰属分については５，６５２万

４，７６３円となります。そのうち５，３２５万円が国債で分配され、本町側

で公有財産として受け入れ、残りの現金は一般会計にて歳入し、同時に基金へ

の積立金として歳出処理を分配日にて行うこととなります。 

 以上で説明を終わります。 
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議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第５号については、会議規則第３８条第３項の規定

により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第５号については委員会の

付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 
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 日程第７、議案第５号大木町地域振興基金条例の一部を改正する条例の制定

については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第５号本案については、原案のとお

り可決されました。 

 日程第８、議案第６号大木町自治総合計画条例の制定についてを議題といた

します。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第６号大木町自治総合計画条例の制定についての提案理由を申

し上げます。 

 本案は、令和３年度を開始年度とする大木町自治総合計画について、町の最

上位計画に位置づけるとともに、自治体経営の指針として総合的、戦略的に遂

行していくことを明文化するために、この条例を制定しようとするものでござ

います。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決

賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。野田企画課長。 

 

企画課長  議案第６号大木町自治総合計画条例の制定についてご説明いたし



35 

ます。 

 本案は、これまでの市町村の総合計画について、旧自治法において、基本理

念や目指すビジョン、重要な成果指標など計画の肝となる基本構想は、議会の

議決を得て定めることが義務づけられておりましたが、平成２３年の法改正に

より、基本構想の法的な策定義務がなくなり、策定及び議会の議決を得るかど

うかは市町村の独自の判断に委ねられることになりました。 

 このたび策定作業を行ってきました自治総合計画については、これまで策定

してきた第１次から第５次までの総合計画と同様に、大木町の最上位計画と位

置づけ、自治体経営の遂行を図っていくこととしております。 

 つきましては、計画自体に町の最上位計画であることを法的に根拠づけると

ともに、策定することを町に義務を課し、基本構想については、議会の議決を

得ることを義務づけるために条例を制定しようとするものです。 

 条文のページをお開きください。 

 第１条では、本条例の目的について、総合的及び計画的並びに戦略的な自治

体経営の遂行を図るということを規定しております。 

 第２条では、用語の意義について、第１号の自治総合計画から第５号の校区

づくり計画まで、それぞれ規定しております。これまでの総合計画と異なり、

今回の大きな特徴の一つとして、基本計画について行政経営計画と校区づくり

計画で構成し、行政と地域住民でそれぞれに計画を定めることとし、自治体運

営を行っていくような枠組みとしております。 

 第３条第１項では、町に自治総合計画の策定を義務づけていくことについて、

同第２項では、同計画が町の最上位計画であることについて、それぞれ規定し

ております。同第３項では、社会情勢の変化等に合わせて同計画を変更してい

くことを、同第４項では、同計画を策定または変更するときは町民の意見を聞
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くことについて、それぞれ規定しております。 

 次のページをお願いいたします。 

 第４条では、基本構想を策定または変更するときは議会の議決を得ることに

ついて規定しております。 

 第５条では、当計画の進捗状況や効果等の検証を継続的に行うことについて

規定しております。 

 第６条第１項では、審議会を置くことについて、同第２項では、審議会の委

員の数を１０名以内とすることについて、それぞれ規定しております。同第３

項については、審議会の組織や運営などの必要な事項は規則で定めることを規

定しております。 

 第７条では、同計画を策定または変更、検証したときは公表する旨を、最後

に、第８条では、委任に関する事項について、それぞれ規定しております。 

 なお、附則において、この条例の施行期日を令和３年４月１日とするほか、

この条例の施行と併せて不要となる条例の廃止または一部を改正するものを定

めております。 

 以上で説明を終わります。 

 

議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。１１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  ちょっと２つほど質問させていただきたいのですが、先ほど

の条例案の中で、第２条第５項で、校区づくりで小学校校区を単位とするとい

うことが出てまいっております。本町には、大莞、木佐木、大溝という３校区

があるかと思うんですけれども、地域単位ですると地域での格差が出てくるの
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ではないかと、ちょっと懸念材料があります。その辺をどういうふうに調整さ

れるのか。 

 それから、また、第３条の第４項の中で、町民の意見を聞くものとすると。

この町民の意見の聞き方なんですけれども、各種団体に意見を聞きましたよと

いうことで終わっちゃうんですけれども、なかなか各種団体で出てこられる方

というのは、非常にメンバーが毎回同じような顔をされた方がお見受けされる

かと思いますので、幅広い町民の意見をどうやってお聞きになられるのか、そ

こをもう一つお尋ねしたいと思っております。 

 それから、先ほどの校区づくりで、単位でその差が出るかと思っております

が、次のページの第６条、審議会は１０人以内の委員をもって組織すると。や

はり、ここの１０人というと、各校区３・３・３で出てこられて９人になるの

か、有識者を入れられてするのか。でないと、その人数に合わせて、この審議

会の委員を選任されてしまうと、やっぱりどうしても人数の少ないところが弱

小化してしまうと。この辺のちょっと懸念がありますので、その辺をどういう

ふうに今後進められていくのか。まだまだこれは条例の段階なので、そこまで

ご計画されていらっしゃらないのか分かりませんが、どのような進め方をする

のか、町長にお聞きしたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

 

議長  それでは、答弁を許します。境町長。 

 

境町長  小畠議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 校区づくり計画で格差ができる懸念があるということでご質問をいただいて

います。 

 各校区、本当に違いがあると思うんです。その違いをどう見ていくのか。そ
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れぞれ強み、弱みがあって、基本的に各校区同じレベルで、何でも全て同じ形

で校区づくりを進めていくということではなくて、やっぱり大莞校区、木佐木

校区、大溝校区それぞれ特徴がありますので、本当に特徴に合わせたところで

の校区づくりというような形をやっぱり考えていく必要が、そういう意味では、

違いというのは当然出てくるし、違いというのは、やっぱりそれぞれの特徴を

出していくということは必要だと思っています。 

 格差というところで、例えば校区協議会等を通じて、行政サービスをある程

度委任する場合の格差はあってはいけないので、この部分については、やっぱ

りしっかり、どこに住んでおっても同じサービスが受けられるような対応とい

うか、それは当然必要だと思いますので、議員ご心配の格差の面については、

再度、校区づくりの中に、そういうことがないということをしっかりと位置づ

けながら、進めさせていただきたいというふうに思っております。 

 それと、町民の意見を聞くということはどういうことかということ、これは、

正直申し上げて、この問題だけじゃなかですよね。全てにおいて、やっぱりこ

れからのまちづくりにおいて、町民の意見をどうしっかり反映させていくのか。

もっと言えば、もっとフラットに町民の皆さんと話し合いながら、まちづくり

を進めていくのか。そういうことが本当に求められているというふうに思いま

す。それが不足しているというのは、議員ご指摘のとおりだと思います。 

 私もそれは全く力不足かというか、十分な取組になっていないという、そう

いうことも実際感じておりますので、今回、自治総合計画に関して、もしくは

地域づくりのことに関して、まずは地域の人たちとしっかり話し合っていく必

要があるというふうに考えていますので、その場においては、私を含めて町の

管理職あたりが、しっかりと地域に出向いて、まちづくりについての意見交換

を膝詰めでできないかな、しないといけないなということは、ちょっと強く思
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っているところであります。 

 私自身も環境課のときに、いろいろごみの分別とかそういうときに、広報で

知らせてもほとんど伝わりませんけれども、やっぱり地域に出向いて膝詰めで

説明することで伝わる部分はありますので、そういう取組を今後ぜひとも強め

ていかなければならないなというふうに思っております。 

 審議会の人数が１０人というところで、委員構成がどうなのかというところ

でご質問いただいています。実際、委員構成をどうするかというのは、まだ決

めておりません。この自治総合計画に関して、もちろん地域の意見も反映する

必要がありますので、各校区から何名出ていただくのか、あと、識者なり、ど

ういう形で構成をしていくのか。これについては、本当にまちづくりの最上位

計画でありますので、行政運営の部分、地域経営の部分、その部分を両方とも

しっかり反映できるような人選をさせていただく。それと、その人選について

は、決まり次第というか、どういう考え方かというのは、決まり次第、また議

会のほうにもご報告をさせていただきたいというところで、一応ご了承願いた

いと思います。 

 以上でございます。 

 

議長  町長、答弁をするときに、これを触ると、がさがさいうて聞き取りが

大変やけん、後で。 

 小畠委員長、よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。１０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  すみません。それでは、まず第５条なんですけれども、町長

は、自治総合計画の実効性を確保するため、総合計画の進捗状況、効果等の検
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証を継続的に行うものとするというふうになっています。これは、９月の決算、

それから３月の予算に、結局予算とのひもづけになっていますから、当然関連

してくると思うんですけれども、なかなか忙しいというか、それを検証するの

が、いわゆる前のまち・ひと・しごとのときも、とてもちょっと大変だったな

という感じがしているんです。 

 だけど、ここに書いてあるんですけれども、これの検証がうまくいくのかな、

大変なんじゃないかなというふうにですね。その時期、ほら、いろんな行事が

いっぱい詰まってくるじゃないですか。だから、むしろちょっと大丈夫かなと

いうような懸念を持っているもので、そこいらはちょっと説明願いたい。 

 それから、第７条の自治総合計画を策定し、もしくは変更し、検証して公表

する。これは、校区づくり計画については非常に大事なんじゃないかなと思う

んです。だから、これは広報お渡しでは、ちょっと分かりづらいかなというふ

うにも思ったりするので、もしその方法を今考えておられるようでしたら、分

かる範囲で結構ですから、説明願います。 

 以上です。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  じゃ、すみません、私のほうで、古賀議員のご質問に対する答弁を

させていただきたいと思います。 

 本当に、今までいろいろ計画をつくって、数値目標なりをつけて、それを検

証するという作業をやってきましたけれども、なかなか実態に合った検証が本

当にできたかどうかというのは、議員も恐らく感じられているところであろう

と思いますし、じゃ、本当にその検証したことがしっかり後に反映されている
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か、その作業をするのに時間を取ってやるだけのことがあるのかとか、そうい

うところも議員お感じのところだと思っています。 

 私も実はそういうところを感じておりますし、あと、やっぱり検証したやつ

が施策の成果に、じゃ、十分に反映されているかとか、次の施策の展開に反映

されているかとか、そこら辺の系統的な取組がなかなかできていないというと

ころもあります。本当に、おっしゃられるように、時間をかけてやるからには、

やるだけのＰＤＣＡという次のつながりをつくらないと意味がないわけであり

ますので、これもしっかり課題として捉えさせていただきたいと思います。 

 そういうことをしっかり念頭に置きながら、検証作業もできるだけ時間をか

けずに、二重になるような検証作業はやらない。それを次にどうつなげるのか。

さらに、それを変えたときにどう公表していくのか。もちろん特に校区づくり

計画あたりは校区民の人たちに議論していただいて変えていくということにな

ってくると思うので、そういう変えるときのプロセス、あと変えた後の結果の

公表の仕方をどうしっかり公表していくのか。単に広報で公表するとかホーム

ページで公表するだけではもう伝わらないというのは、先ほどの小畠議員の質

問にも関連してくるところだと思いますけれども、本当にやっぱり住民の皆さ

んとしっかり情報共有するということが、協働のまちづくりにとって一番肝の

部分であります。それに関連してくる部分だと思いますので、そこのところは

しっかり検討させていただきたいと思っていますし、それは都度、議員各位か

らもご指摘いただければというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお

願いしたいと思います。 

 

議長  知文議員、よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。続けていいんですか。じゃ、１０番、古賀知文
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議員。 

 

古賀知文議員  いや、違うのになりますから、もしあれだったら。 

 

議長  よろしいですか。 

 

古賀知文議員  はい、いいです。 

 

議長  じゃ、失礼しました。１２番、中島宗昭議員。 

 

中島宗昭議員  自治総合計画の条例、これに付随して、校区の人、地域の

人々、町民と一緒に協働のまちづくり、地域づくりということで考えていくと

いうことであれば、それはまた住民自治基本条例になるものをつくるというこ

とになりはしないかと思いますが、いかがですか。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  ご指摘ありがとうございます。 

 住民自治基本条例ですよね、そういう本当にまちづくりの根幹に関わる住民

参画の下でやっていくようなところは、本当はやっぱり条例で定めたほうがい

いと思います。 

 ですから、校区づくりの計画あたりがしっかり根づいて、地域住民の方の役

割あたりがしっかり整理されて、そういう時点で、じゃ、それをしっかり条例

化して、さらに、みんなで協働のまちづくりを進めていこうという、一つの基
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本的な条例ですから、そういうルールづくりというのは、議員おっしゃるとお

りに必要というか、目指すべきだというふうに思っています。 

 ただ、今の時点でつくる、つくらないという判断ができるかというと、そう

いう状況ではありませんので、議員のご意見に関しましては、そういう方向性

で考えるべきだというところで受け止めさせていただいて、できればそういう

方向につないでいくようなところでのまちづくりを進めていきたいというふう

に思っております。 

 以上でございます。 

 

議長  よろしいですか。１２番、中島宗昭議員。 

 

中島宗昭議員  個人的には基本条例をつくるのは賛成じゃありません、本当

は。大体この中で本当に住民と一緒に協働の中で地域づくりをやっていくとい

うことが基本的であるけれども、今の状況で人口は減少していく中、そして、

やっぱり今、高校生以下の子が少ない中で、先ほど小畠議員からも言われまし

たが、いろんな意見を言う人、若い人たちがいない。そういった状況の中で協

力をしていただくということになってくると、そういった条例で固めてしまう

ような形にせんといかんとかなと。しかし、それでまたがんじがらめになった

ら、また大変ですから、その辺を十分に検討しながら、本当に住民がまちづく

り、地域づくりに協力できて、一緒に協働の力が働くような形に持っていくと

いうことを基本にお願いしたいと思います。 

 

議長  意見ということで。それじゃ、１０番、古賀知文議員。 
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古賀知文議員  先ほど、第６条なんですけれども、審議会の話が出ていまし

た。この審議会なんですけれども、この行政経営計画と校区づくり計画では性

質が全く違うんじゃないかと思うんです。それで、同じようなメンバーの審議

会でいいのかどうかなということもちょっと懸念がありますので、その部分は

よく検討した上で審議会の構成を考えていただきたいなというふうに思います。

これは意見です。 

 

議長  野田課長、一言何かありますか。 

 答弁を許します。野田企画課長。 

 

企画課長  ご質問にお答えいたします。 

 一応、審議会につきましては、今のところ規則のほうで定めることにしてお

ります。なるべく多様な考え方がそこの中に盛り込まれるよう、各種団体を予

定しているところですけれども、ご指摘の行政経営計画、行政の計画と地域で

つくった計画について、メンバーとして同じでいいのかということについては、

今のところ別立てのことは考えておりませんけれども、確かに校区でつくった

ものについては、基本的には校区のほうで責任を持って進めてもらう性格にな

ろうと思いますので、この審議会のほうで審議するかどうかについてを含めて

も、ちょっと検討させていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

議長  ほかに質疑ございませんか。 

 

    質疑なし 



45 

 

議長  これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第６号については、会議規則第３８条第３項の規定

により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第６号については委員会の

付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 日程第８、議案第６号大木町自治総合計画条例の制定については、原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

 

    起立多数 
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議長  起立多数です。したがって、議案第６号本案については、原案のとお

り可決されました。 

 暫時休憩をいたします。再開を１１時２０分とさせていただきます。 

 

 

休憩    １１時０９分 

再開    １１時２０分 

 

 

議長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第９、議案第７号大木町自治総合計画基本構想の策定についてを議題と

いたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第７号大木町自治総合計画基本構想の策定についての提案理由

を申し上げます。 

 本案は、町の最上位計画であり、令和３年度から令和９年度までの７年間の

自治体経営の指針となる大木町自治総合計画の基本理念や町の将来像、目指す

町の姿等を明記にした基本構想を策定するに当たり、議会の議決を求めるもの

でございます。 

 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議いただき、議決

賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 
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 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。野田企画課長。 

 

企画課長  議案第７号大木町自治総合計画基本構想の策定についてご説明い

たします。 

 このたび策定いたします大木町自治総合計画については、これまで策定して

きた総合計画が行政計画としての性格であったことに対し、本計画は町民と行

政が協働し、共にまちづくりの主体を担っていくことを大きな特徴としており、

公共的な性格を有していることから、そのため、これまでの総合計画を引き継

ぐものではないという意味で、第６次総合計画とはせず、自治総合計画として

新たにスタートさせるものでございます。 

 まず、第１編の序章からご説明いたします。 

 この序章では、基本的な認識、現状認識について示しております。 

 第１章では、計画の目的と果たす役割について、第２章では、計画の体系と

役割について、第３章では、本町を取り巻く情勢と未来予測に基づく課題につ

いて、それぞれ明らかにしております。 

 １ページをお願いいたします。 

 １、自治総合計画の目的においては、これまでの総合計画では、右肩上がり

の人口増加とそれに伴う予算や政策・施策の拡大を前提としてきておりました

が、人口減少や少子高齢化などによる縮小社会への社会環境が大きく変化して

いくことを踏まえて、地域と自治体の自立と自治を目指す自治体経営の最上位

計画として本計画を位置づけるとともに、住民と行政との協働を基本に、地域

づくりの目的と政策・施策手段、担い手、財源を三位一体として体系化したも

のであり、自治体経営の指示書としております。 

 ２ページをお願いします。 
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 次に、２、自治総合計画の果たす役割として、１点目は、未来に責任を持つ

財政基盤、財政規律を促す。２点目は、行政経営のトータルシステムを促す。

３点目は、行政組織の生産性向上を促す。４点目は、住民と多様な主体による

地域づくりを促す。５点目は、行政経営と地域経営の相乗効果を促す。以上、

５点を上げております。 

 この内容については、後ほど詳しく説明いたしたいと思います。 

 ３ページをお願いいたします。 

 第２章の計画の体系と役割についてご説明いたします。 

 １つ目の計画の体系ですが、基本構想と基本計画の２層構造としており、上

層となる基本構想はゴールの設定、下層となる基本計画はゴールに向かうため

の手法、手段といったイメージになるかと思います。 

 （１）基本構想については、自治体経営の価値観や規範となる考え方を示し

た基本理念、基本理念を踏まえた町の将来像、活動に当たっての土台・基礎と

なる経営ビジョン、さらに具体的に目指す方向性や活動状態を示した目指す町

の姿により構成しています。また、目指す町の姿の到達度を図る成果指標を設

定し、評価検証を行うこととしております。 

 計画期間は、町長の政策などとの整合を図るため、町長の任期を考慮し、２

０２１年（令和３年度）から２０２７年（令和９年度）までの７年間としてお

ります。 

 基本構想は、自治体経営に対する政策的な指示書として役割を担います。 

 次に、基本計画については、行政が責任を持って取り組むべき政策・施策な

どを定めた行政経営計画と、住民や多様な主体が連携協働して校区の課題を解

決していくために、それぞれの校区ごとに目指す地域づくりの方向を示した校

区づくり計画により構成します。この校区づくり計画を基本計画の２本柱の一
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つに据えるところが、これまでの総合計画と大きく違っているところであり、

地域と自治体の自立と自治、住民と行政の協働を強力に推し進めていく肝にな

ると考えております。 

 計画期間は、前期３年、後期４年としております。 

 行政経営計画の策定指針として、中長期の課題に対処する政策・施策の在り

方を明らかにし、経営資源の選択と集中を図ることとしております。 

 校区づくり計画の策定指針としては、地域と校区組織との連携の下、校区ご

とに協議会を立ち上げてもらい、目指す方向性を示した校区づくり計画を策定

して、校区全体で課題解決を図っていくことを目指していきます。 

 ２つ目の活動事業計画については、これまでの総合計画で策定してきた実施

計画は策定せず、行政評価機能を持たせた活動事業計画を策定して計画体系に

組み込むこととしております。これにより事務事業の重複を回避するとともに、

行政評価に基づくスクラップ・アンド・ビルド機能と併せて行財政の効率的運

営を図っていくこととしております。 

 計画期間は、基本計画に合わせて前期３年、後期４年とし、毎年ローリング

を行うこととしております。 

 活動事業計画の策定指針としては、中期財政計画との整合を図るとともに、

予算措置を伴わない活動事業もゼロ予算事業として計画に含めることとしてお

ります。 

 次のページをお願いします。 

 イメージ図については、基本構想は目指すゴールを、基本計画は現状スター

トラインからゴールに向かっていくための手法、手段を、活動事業計画は具体

的な方法を、それぞれが担い、関連していることを表現したものとなっており

ます。 
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 ３つ目の自治総合計画と個別計画との整合、連動については、総合計画とは

別にそれぞれの分野において作成されてきた個別計画についてを、自治総合計

画との整合、連動を図るために、それぞれの計画において機能的な役割分担を

図ることとしております。 

 ４つ目の自治総合計画と中期財政計画との連動については、自治総合計画に

盛り込まれている政策・施策が財源の裏づけなどにより担保されているものと

するため、１０年程度の視点に立った中期財政計画を策定することとしており

ます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 第３章、本町を取り巻く情勢と未来予測に基づく課題では、現状認識、つま

りスタートラインに立つに当たって、立たされている現状をきちんと押さえて

おくことが重要であることから、大木町の今について、どのような状態なのか

について明らかにしております。 

 １、縮小時代の到来と社会経済情勢については、これまでも述べたところで

すが、経済成長と人口増加を前提とした社会経済の制度や仕組みに綻びが生じ

てきていること、人口減少、少子高齢化による財源が減少していく一方、社会

保障費などの増加により、町の財政が急速に悪化していく中で、多様化、複雑

化する住民ニーズへの対応に迫られていること、地域コミュニティーにおいて

は担い手不足の問題が徐々に顕在化していること、このような状況においても

将来にわたり安心して幸せに暮らせる地域社会を実現していくためには、危機

的な状況に陥っていない今こそ、未来に責任を持つ自治体経営の筋道を示す必

要があるとしております。 

 ２、現状把握と未来予測からの課題では、（１）アンケート、（２）町民ワ

ークショップ、（３）経営環境診断、それぞれから得た情報を基に、（４）現
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状と未来課題として整理しております。 

 まず、（１）町民アンケートでは、２０２０年２月に町民の方２，０００人

を対象に実施し、７６０人から回答を得ております。 

 アンケート結果からは、町民への愛着心が高い傾向が見られたほか、自治意

識も比較的高いということなどを読み取ることができました。 

 次のページをお願いいたします。 

 （２）町民ワークショップでは、校区ごとの魅力と課題を整理することがで

きております。 

 （３）経営環境診断では、将来人口予測や歳入歳出の推移などのデータに基

づいて診断を行った結果、行政の経営資源や地域資源の劣化が進み、地域も行

政も存続していくことの困難性が顕在化することになりました。 

 そして、次のページ、（４）現状と未来課題では、１）自治体経営資源の現

状と未来課題、２）自治体経営システムの課題、３）地域資源の現状と未来課

題、以上の３項目に整理しております。 

 １）自治体経営資源の現状と未来課題では、①業務量の増加と地方公務員法

改正による人件費等の増加、②健康福祉、子育て需要による扶助費の増加、次

のページをお願いいたします。③公共施設等の最適配置の検討、老朽化による

更新費用の増加、④歳入減少による慢性的な財政逼迫、⑤行政組織単独による

サービスの限界、以上５点を上げております。 

 次のページをお願いいたします。 

 次の自治体経営システムの課題では、①行政システムの統合の必要性、②組

織マネジメント力、コンプライアンスの意識、③縦割り行政の解消、以上３点

を上げております。 

 最後の地域資源の現状と未来課題では、①校区ごと地域活動の停滞、次のペ
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ージをお願いします。②気候変動による影響、③田園景観の保全、維持管理、

④耕作放棄地の増加、以上の４点を上げております。 

 次のページの、３、土地利用の状況においては、堀を中心に農地と一定程度

集約された住宅群が点在し、豊かな田園空間を形成してきたこと、堀や農地が

織りなす食の景観は、今後もその景観を継承していかなければならないこと、

このような認識の下、現行制度は、農業振興地域と準都市計画区域がそれぞれ

全町域に指定されているほか、景観法による筑後川流域景観計画、大木町食の

景観を守り育てる条例が施行されているものの、連携が十分でないことから、

効果的な土地利用政策を推進していく必要があるとしております。 

 以上で第１編序章のご説明を終わります。 

 続いて、第２編基本構想についてご説明いたします。 

 基本構想では、第１編序章の基本認識、現状認識に対し、どのような町にし

ていくかといったゴールの設定や、現状からゴールに向かっていく上での仕組

み、システムなどに関する方針を示したものになります。 

 第１章では、基本構想の構成について、第２章では、自治体経営、行政経営

と地域経営の効果的な推進について、第３章では、住民と行政との協働で実現

する成果指標について、それぞれ明らかにしております。 

 １６ページをお願いいたします。 

 まず、第１章の基本構想の構成については、１、地域づくりの基本理念、２、

町の将来像と経営ビジョン、３、目指す町の姿、４、地域扶助力の維持の４項

目で構成しております。 

 １、地域づくりの基本理念においては、これまでも述べてきたところですが、

縮小社会において持続可能な地域づくりを実現するためには、全ての住民や多

様な主体が協働して取り組むこと、先人が培ってきた文化が織り込まれた食の
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景観は未来に継承する貴重な地域資源であること、未来世代がいつまでもみん

なが幸せに暮らせて将来に夢が持てるまちにしていくこと、以上のことを住民

と行政が協働して実現していくための価値観や規範となる考え方を基本理念と

して「住み続けたいと思える 持続可能な循環のまち おおき」と定めるとと

もに、自立と自治への創生力、復元力の源となる環境・協働・自治の３つのキ

ーワードを位置づけております。 

 次に、町の将来像と経営ビジョンについては、基本理念を踏まえ、６つの町

の将来像と２つの経営ビジョンを設定しております。 

 次のページをお願いいたします。 

 町の将来像１は「未来につなぐ環境先進のまち」とし、次の世代にツケを残

さないまち、世界的なシェアを持つ環境先進のまちを目指すとともに、気候変

動に適応したまちづくり、脱炭素社会の実現に向けた取組を進めることとして

おります。 

 町の将来像２は「人と経済の好循環で活力のある産業が育つまち」として、

地産地消を推進し、交流人口、関係人口、そして定住人口を増やすなどして、

活力ある産業振興が図られるまちを目指します。 

 町の将来像３「子育てしやすく子どもが元気に輝くまち」は、安心して子育

てができ、子供たち一人一人が自立できる質の高い教育環境を整えるなどして、

笑顔があふれる子育てしたくなるまちを目指します。 

 町の将来像４「だれもがいつまでも幸せに暮らせる健幸長寿のまち」は、全

ての町民が主体的に健康づくりに取り組める環境づくりと、活動の場を持ち生

きがいを持って生活できる地域福祉を進めるとともに、支え合いながら住み慣

れた地域で生活できるまちを目指します。 

 町の将来像５「まちの個性が光る暮らしと文化が育つまち」は、地域行事や
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祭り、スポーツ行事などを通して、人のつながりを豊かにするとともに、地域

の個性が光り、優しさにあふれるまちを目指します。 

 町の将来像６「堀と自然が調和した暮らしの基盤が整ったまち」は、先人た

ちから受け継いだ堀と田んぼと鎮守の森がある食の景観を守りながら、町の発

展を見据えつつ、暮らしを支える社会基盤の整備を進め、暮らしと自然が調和

したまちを目指します。 

 次に、６つの町の将来像を追及していく上で土台・基礎となる経営ビジョン

について、地域経営ビジョンと行政経営ビジョンの２つを車の両輪として進め

ていくこととしております。 

 地域経営ビジョンについては、住民自治が育ち、地域の力でまちづくりが推

進されるまちとし、自ら進む地域は自らつくるという意識が浸透し、様々な地

域課題を自らの課題として捉え、自主的、主体的に課題解決に取り組む地域力

あふれる協働のまちを目指すこととし、行政経営ビジョンについては、高い経

営意識のもと健全な行政経営が行われるまちとし、行政情報が住民と共有され

ており、職員の経営意識が高く、課題解決、ニーズに対して効果的な行政施策

が中長期的な財政運営の見通しに基づいて実施される行政組織を目指すことと

しております。 

 次のページをお願いいたします。 

 ３、目指す町の姿においては、町の将来像、経営ビジョンを具現化するため、

象徴的指標として目指す町の姿を設定するとともに、基本構想の進捗管理、達

成具合の評価検証のための数値目標も併せて設定いたします。 

 「未来につなぐ環境先進のまち」では、先進的な環境対策に積極的に取り組

むまちであること、気候変動の緩和策、適応策を推進し、次世代への影響を残

さないまちであることの２つの指標を設定しております。 
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 「人と経済の好循環で活力ある産業が育つまち」では、地域資源を活用した

地域内経済循環ができていることのほか計４指標を設定しております。 

 「子育てしやすく子どもが元気に輝くまち」では、みんなが支え合い、安心

して子育てができることのほか計３指標を、「だれもがいつまでも幸せに暮ら

せる健幸長寿のまち」では、心身ともに健康で元気に自立した生活ができてい

ることのほか計４指標をそれぞれ設定しております。 

 次のページをお願いします。 

 「まちの個性が光る暮らしと文化が育つまち」では、町の資源を生かした地

域づくり、人づくりや歴史文化の継承が行われていることのほか計５指標を、

「堀と自然が調和した暮らしの基盤が整ったまち」では、自然と堀と土地利用

が調和した景観形成ができていることのほか計３指標をそれぞれ設定しており

ます。 

 地域経営ビジョンである「住民自治が育ち地域の力でまちづくりが推進され

るまち」では、住民が自主的、主体的に地域づくりに取り組んでいる町である

こと、行政経営ビジョンである「高い経営意識のもと健全な行政経営が行われ

るまち」では、生産性高い行政経営と健全な財政運営が行われていることのほ

か計３指標をそれぞれ設定しております。 

 次のページをお願いいたします。 

 続きまして、４の地域扶助力の維持をご説明いたします。 

 人口が減少しても安心して暮らせる地域社会を構築するために、元気な高齢

者が地域の担い手として活躍できる環境づくりなどが重要であり、それらを数

値化した指標を地域扶助力で表し、この数値を一定の水準で維持することで地

域社会の機能を保っていくこととしております。 

 地域扶助力を、６５歳以上の高齢者１人当たりの生産年齢人口指数の割合を
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数値化した総合扶助力と要介護認定率を元気な高齢者の割合として引用して数

値化した高齢者扶助力の２つの指標で表しております。これまでの総合計画で

は人口数を目標として設定してきておりましたが、本計画では人口の目標に変

わるものとして地域扶助力を目標としております。２０４０年の長期目標とし

ては、総合扶助力を１．６５以上、高齢者扶助力を１６．５％以下、それぞれ

の水準に維持していくことを目指していきます。 

 次のページをお願いいたします。 

 続いて、第２章、自治体経営、行政経営と地域経営の効果的な推進について

ご説明いたします。 

 この章では、現状からゴールに向かっていく上での仕組み、システムなどに

関する方針について１０項目にまとめております。 

 １、住民と行政との協働による地域経営方針においては、行政と住民との間

に新たな関係の構築が重要となってくることから、次の２点を根底に据えて、

責任の範囲や活動領域などを十分に考慮し、住民の主体的かつ自主的な活動に

対する支援を検討することとしております。 

 １点目は、補完性の原理です。 

 個人や家庭で行う自助によって解決することを前提とし、自助で解決できな

い場合は地域において協力して行う共助によって解決を図り、さらに解決でき

ないことについてを公助として行政が補完支援を行うという考え方です。 

 もう１点は、協働の効果です。 

 行政を含めた様々な主体がお互いの立場や特性を認識、尊重し、パートナー

シップにより相乗効果を上げながら共通の目的を達成していこうというもので

す。 

 次のページをお願いいたします。 
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 ２、行政経営の生産性を高めるシステムの統合化においては、様々な計画群

や評価管理システムを自治総合計画と統合させ、トータルシステムとして機能

させていくために、（１）計画群の総合化、（２）評価管理システムの統合化、

（３）自治総合計画の評価体系に基づく行政評価、（４）トータルシステム化

に向けた移行プログラムの４項目について方針を上げております。 

 （１）計画群の総合化では、各分野ごとに策定された個別計画を自治総合計

画の下に統合化します。 

 （２）評価管理システムの統合化では、主要な施策の成果、事務事業評価、

人事評価などから成る評価管理システムが、システム全体としてより効果的、

効率的に機能させるために統合化を図ります。 

 （３）自治総合計画の評価体系に基づく行政評価では、１、やり方の改善、

２、やることの改善、３、指標の改善について、それぞれ必要に応じて改善を

行い、行政評価の結果による事業のスクラップ・アンド・ビルド機能の強化を

図ります。 

 （４）トータルシステム化に向けた移行プログラムでは、職員の意識改革と

並行して、トータルシステムを運用しながら随時修正や改善を行い、数年かけ

て最善のシステムとして構築していきます。３年をめどに今あるシステム群を

統合化させ、トータルシステム化の移行プログラムを別途策定し、進行管理を

行うこととしております。 

 次のページをお願いいたします。 

 ３、行政組織の生産性向上においては、これから本格化してくる財政逼迫の

中で、行財政改革への対応をこれまでの量的対応から質的対応にシフトする必

要があり、そのためには、新たな行政経営スタイルを確立するとともに、職員

のモチベーションを高め、質の高いワークスタイル改革を推進することが不可
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欠であり、次の４点を方針として進めます。 

 ①明確なビジョンに基づく組織マネジメントでは、ビジョンや経営理念を組

織全体で共有し、町長の政策判断と職員の取組をリンクさせる組織マネジメン

トや組織機構を確立していきます。 

 ②成果志向の行政経営では、事業の継続が目的となってしまったものについ

てをＰＤＣＡサイクルによる行政評価により課題解決型、目標管理型の成果志

向の行政経営にシフトさせていきます。 

 ③効果的な行政経営では、施策の効果とコストのバランスを意識する職員の

経営意識改革を推進していきます。 

 ④説明責任を果たす行政経営では、法令の遵守と情報公開の充実を図り、説

明責任を意識した質の高い行政経営を行っていきます。 

 続いて、４、持続可能な土地利用の方針においては、総合扶助力を維持する

ため、農業や企業による移住者などの受皿としての住宅誘導のほか、雇用創出

の観点から産業集積を促進していくに当たり、個別規制法である農業振興地域

整備計画や準都市計画、筑後川流域景観計画のほか、大木町食の景観を守り創

る条例に基づく計画などを緊密に連携させ、田園環境と調和した持続可能な土

地利用を推進するための（仮称）大木町土地利用計画の策定に向けて検討を進

めます。 

 ５、公共施設等のファシリティーマネジメントに基づく管理運営方針におい

ては、人口規模や人口密度を前提に配置してきた社会基盤や公共施設は、人口

縮小社会において、その維持管理負担はますます増大し、全てを維持保全して

いくことは困難な状況となってきております。人口減少に合わせた社会基盤の

再編、ダウンサイジングなども考慮し、最適化を図るため、公共施設等総合管

理計画を踏まえながらファシリティーマネジメント計画を策定し、財政的に持
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続可能な公共施設等の適正な維持保全に向けた取組を推進します。 

 次のページをお願いします。 

 特に本町の重要な資源である堀については、行政だけによる維持管理は不可

能であり、地域と行政との役割分担による共同維持管理システムを構築してい

きます。 

 ６、組織連携を育む行政経営方針においては、住民ニーズの多様化、様々な

社会問題の発生を想定し、柔軟に対応できる組織機構をつくるとともに、部門

間の施策をパッケージ化して取り組む部門間連携を構築していきます。 

 ７、広域連携と新しい公共の取組方針においては、公共サービスの提供主体

として自治体間の広域連携や指定管理、民間委託などの手法を活用していく上

で、公共サービスの質的向上のほか、効率化と経営負担の妥当性など、多面的

に判断を行うための経営規律を構築していきます。 

 ８、予算に対する政策指標としての自治総合計画においては、自治総合計画

の中で明らかにした達成すべき目標に結びつく活動事業については、限られた

予算の中において、その使途に対して財源を保障する一方で、結びつかない活

動事業については、災害や予測不可能な社会経済の変動等への対応など、緊急

的なものを除いて予算措置を行わないなど、自治総合計画における政策規律、

財政規律との整合を図りながら、政策の仕様書的な役割を果たすこととしてお

ります。 

 また、自治総合計画に関連づいていない新たな事業に予算措置が必要な場合

は、自治総合計画の基本計画を見直すことを原則としております。 

 ９、計画的、総合的な条例政策の確立方針においては、自立と自治を実現す

るための自治体改革は、条例という自治体の最高規範を用いて実現することが

重要であり、自治総合計画の策定に合わせて自治総合計画条例を整備するなど
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して、自治総合計画の下、地域の課題を解決し、地域づくりを推進していくと

いう方向性を明確に打ち出していきます。 

 １０、新型コロナウイルス感染症に対応した地域づくりの方針においては、

リモートワークの進展によるワークスタイルの変化などにより、地方に暮らし

ながら都心と変わらない便利さを追求できるようになったことで、田園環境が

町の強みとして生かしながらニューノーマルに対応した地域づくりを推進して

いきます。 

 次のページをお願いします。 

 最後に、第３章、住民と行政との協働で実現する成果指標についてご説明い

たします。 

 ここでは、１９ページ、２０ページでご説明いたしました象徴的指標として

の目指す町の姿について、基本構想の進捗管理、達成具合の評価検証を行って

いくために、全２５の目指す町の姿に対して、はかり方をそれぞれに設定する

とともに目標値を掲げております。先日実施した町民アンケート結果を現状値

とし、原則、毎年アンケート調査を行い、評価検証を行っていくこととしてお

ります。 

 具体的には、１、先進的な環境対策に積極的に取り組むまちであることにつ

いてのはかり方を「ごみの排出を抑制し、リサイクル分別を適切に行ってい

る」と答える町民の割合とし、現状値が９１．５％で、基本計画前期終了年度

である令和５年度末の目標値を９１．９％、自治総合計画の最終年度である令

和９年度末の目標値を９２．６％にそれぞれ設定しております。 

 その他の項目については、説明を省略させていただきます。 

 以上で説明を終わります。 
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議長  所管課長の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。６番、北島好昭議員。 

 

北島好昭議員  野田課長、長い説明ありがとうございました。 

 町長にちょっとお尋ねします。 

 今回の基本構想において、自治会というものが明文化されておるわけなんで

すが、自治会のありようであったり、自治会の必要性であったりという部分の

審議が、本計画の審議以降に新たにあるものなのか、その審議はもうないよ、

本計画の審議で終わるんだよということなのかをちょっとまずお尋ねをしたい

と思います。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  自治会の件に関しましては、一言で言って説明不足ということで、

議員各位におかれましても、非常に自治会に関しては戸惑いを感じられている

ところだというふうに思っています。 

 自治会については、本当に私たちはしっかり説明をしていかなければいけな

いと思っておりますので、本当は今日までにもう少ししっかりと議論して、あ

る程度自治会についての共同認識を議会議員さん各位、もしくは町民の皆さん

と一定共有できるような、そういうところまで持っていけたらよかったんです

けれども、コロナウイルスの関係もありますし、区長会との協議の中で、やっ

ぱり新しい年度、そういう議論を始めたほうがいいというようなご助言等もい

ただきましたので、基本的には来年度１年かけて、町民の皆さんにも、自治会

の在り方というよりも地域活動の在り方について、しっかり議論をさせていた
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だいて、理解をしていただくということを始めないといけないというふうに思

っております。 

 自治会の今後の協議の在り方についての考え方は、以上であります。 

 

議長  ６番、北島好昭議員。 

 

北島好昭議員  町長のお考え、来年度から、地域活動のありようという部分

について、十分に町民の皆さんとも意見交換し、理解を得ていきたいというこ

とで、今までは何か説明のたびに自治会ありきみたいな説明であったような気

がしたもので、本当に自治会が現在、区長さんを中心として行政区の中には役

員さんがおられて、体育事業であったり、あるいは地域の伝承事業であったり、

いろいろ役員会という形の中で地域活動を展開されておる中で、あえて現在の

組織を否定して、２年ぐらいで自治会に転換させるというのが本当に必要なの

か。 

 要は、自治総合計画にもあるとおり、校区コミュニティーが、より機能を充

実し、活性化し、行政との間で協働するまちづくりができるようになっていく

というのが、到達すべき目標点だろうということで、その下部であるところの

地域の活動体が必ずしも自治会というものじゃなくて、区なら区でもいいじゃ

ないかと。だから、そういうことについて、もうちょっと柔軟な考え方という

のもあっていいんではないかなということをちょっと感じておるところです。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  北島議員のご質問にお答えします。 
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 ご指摘ありがとうございます。 

 自治会ありきと議員ご指摘されましたけれども、まさにそういうような印象

を与えてしまっていることは、本当に私たちの説明不足に尽きるというふうに

考えております。 

 ただ、今までの地域の在り方を否定して自治会をつくるというのは、私たち

の意識と全く違います。基本的に今までの活動を引き継いだ上で、自治会とい

う自治組織を立ち上げていただきたいというところをまずお願いしていくとい

うふうに考えているところです。 

 自治会を考えていく上で、ちょっと整理をしてみると、１つは組織の在り方

についてどうなのかということを考える必要があるのかなと思っています。今、

行政区というのは、ご存じのように町の行政区設置規程の中で、いわゆる町が

行政運営上必要な区割りというか、それを定めているのが行政区。だから、町

が一方的に区割りをしているのが行政区なんだというのが、この条例の中にも

定められている状況でありまして、区長さんというのは、その行政区において、

その中の地域のいろいろ行政運営上の必要なお世話をしていただく。そのため

に、以前は特別公務員として町が区長さんとして委任をして行政運営上必要な

事務をお願いをしていたというような関係、それが続いているということにな

ってくると思います。 

 ただ、ご存じのように、地方公務員法が改正されまして、区長さんが特別公

務員ではなくなった。議会にもご説明したと思いますけれども、その時点で、

町は、いわゆるボランティアの私人として区長さんと業務委託もしくは契約を

しているという型になってきて、これは町としても少し早急に改善せんといか

ん面じゃないかなというふうに考えています。 

 実際、地方公務員法が改正された時点で、行政区長の在り方を見直している
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ところもあります。自治会みたいな組織に見直して、組織と町の関係を新たに

つくっているところもたくさんあります。ただ、この地域では、まだそういう

取組はやっていない。やっぱり区長制度を変えるということになってくると、

議員おっしゃるように、なかなか理解が得られるのが難しいんじゃないかとい

う懸念があって、なかなか踏み出せていないというところが実際あるのだと思

います。 

 ただ、行政区というのは、申し上げましたとおり、町が一方的に決めた区割

り、そこに町が特別公務員を以前は委嘱をして、例えば昔は税の徴収であった

りとか、税を各区ごとに集めてもらったりとか、文書の配布であったりとか、

あと一応、町の伝達事項とかをお願いしたりとか、そういうような町の業務を

お願いしていた。そういう仕組みなんですよね、もともと。ただ、今の行政区

というのは、もともと集落単位で町が指定していますから、もともと集落で地

縁組織として活動をされてきた。それを含めて行政区として今あるので、行政

区が、いわゆる町が区割りしたところではあるけれども、昔からの地縁組織と

しての活動も継続されている。今もほとんど継続されていると思います。です

から、行政区においても、そういう町が事務委任している部分と、その地域地

域でやられている地縁組織としての活動を両方やられているという状況だとい

うふうに思っています。 

 この地縁組織としての活動というのは、実は言い換えれば自治会活動だと思

うんですよ。地域が、自分たちの地域をよくするために、例えば祭りをやった

りとか、いろんなイベントをやったりとか、見回り活動をやったりとか、いろ

いろやられているわけですが、これは本当は自治会活動なんです、公民館活動

も含めて。それが少し曖昧で、しかも組織として、例えば、じゃ、どこどこ行

政区に行政区運営規則があるのか。町から補助金とかもお支払いしていますけ
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れども、経理規則があるのか。役員さんを選ぶときの役員さんの選任規程があ

るのか。あるところももちろんありますけれども、ないところもある。そうい

う意味では、組織としてはまだ不十分なところも見受けられる。 

 だから、いわゆる地縁組織として、地域活動を担う組織として、少なくとも

町が補助金を出したりとか、場合によっては宝くじの助成を申請をして公民館

を建て替えるとかもあるわけですけれども、そういうふうになってくると、当

然、地縁組織として、組織としての形をしっかりつくる必要がある。これが自

治会ということだと考えております。 

 そのほかにも、結局、今、行政区というのは、そういう組織ではないから、

町が地域の防災の仕事をお願いしますというときに、わざわざ地域防災会とい

うのを立ち上げてくれという形になるんです。受ける組織がないからです。見

守り、ささえ隊もそうですし、環境の事業とか、そういうのも結局そういう組

織を町が必要に応じて立ち上げてくれというもんやから、役員は同じばってん、

いっぱい組織が立ち上がるような状況になってしまっている。でも、一つ一つ

組織としてしっかりすれば、例えば、それはもう自治会と言わなくていいと思

うんです。町内会でもいいし、例えば八丁牟田民やったらザ・八丁牟田民でも

いいと思うんです。その組織として、自分たちと地域をよくするための組織と

してしっかりできれば、町はそこと業務委託の契約もできるし、いろんな活動

補助金もしっかりやれる。その分は地域として役員さんをしっかり選んでいた

だいて活動してくださいと。そういうような関係づけができるということにな

りますので、私たちは、そういう意味では、いわゆるそれぞれの地域の地縁組

織としての組織化、これが一般的に自治会と言われるので、自治会という呼び

方をしていますけれども、必ずしも、じゃ、どこどこ地区自治会と言わやんか

というと、そうじゃない。そういう組織の体を持っていておられれば、全然そ
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れで構わないというふうには思っています。ただ、そういう組織化というのは

避けて通れませんよというのが組織の在り方論だと一つ思っています。 

 もう一つ、活動の在り方論としては、今は、特に公民館活動を中心に、それ

ぞれの地域で活動をされております。それは当然引き継ぐべきだと思っていま

す。それはもう絶対引き継ぐべきだと思っています。 

 ただ、今、時代が変わっているんですよね、ご存じのように。もう人口減少、

少子高齢化、とにかく大木町にとって何が一番大事かというと、地域がしっか

り残ることが一番大事なことであって、町が幾ら発展しても地域がどんどん消

えていったら何の意味もないわけですから、そういう意味では、地域でしっか

りこれから活動していくような活動の在り方を今もう少し考える必要があるん

じゃないか。これは一つ活動の在り方として、自治総合計画の中でも提案して

いることだと思うんですよ。これが自治と自立というか、やっぱり自分たちの

地域は自分たちでよくしようよと。そうすることで、住んでいる人たちがその

地域に住んでいてよかったと思えるような、そういう地域づくりをしていかな

いと、やっぱりこれから求められるお互いの協力関係、相互扶助力あたりが育

っていかないという。場合によってはですね。もちろん一生懸命やられている

ところで、そういうところをどんどんつくっているやり方もありますけれども、

ただ、その活動の在り方については、やっぱりこれから一から、自分の地域の

活動としてどうあるべきかというのは、もう一回議論する必要があるんじゃな

いか。ここら辺がちょっとごちゃ混ぜになって、非常に自治会というのがやや

こしいお話になっている。 

 これは、さっき冒頭申し上げましたように、私たちの活動、説明不足であり

まして、この点については、しっかりご説明申し上げたいと思うんですけれど

も、その自治体の活動の在り方として、特に重要だと思っているのは、やっぱ
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り自治会活動の横軸としては、地域防災力が一つ絶対必要だと思っています。

これは本当にいつ何が起こるか分からんから、役場がとか、消防署とかそがん

とこがどれだけできるかって分からんけん、まずは第一歩としては地域で、あ

そこはお年寄り独り暮らしがおらすばってんどげんなっとっとやろうかという

気遣いとか、そういうものがないと、本当に人命は守れない。 

 だから、地域防災力については、自治会活動の横軸として一つしっかり整え

ていく必要があるというふうに考えております。それはしっかりお願いしてい

くことになると思いますし、あと、もう一つは、男女共同参画の視点です。や

っぱり女性が自治、地域づくりにもう少し積極的に参画をするということを共

通理念、横軸に持っていく必要がある。少なくとも、もっといろいろたくさん

重要なことはあると思いますけれども、この２つの横軸は、しっかり串刺しを

して、自治会づくりをやっていかなければいけないというふうに思っています。 

 議員おっしゃるように、本当に私たちの説明不足で、何か自治会ありきで、

今までの行政区を壊して新しい自治会をつくるというのは、何か非常に今まで

の地域づくりを否定するんじゃないかという、そういうイメージをお持ちであ

るかもしれませんけれども、基本的には、少なくともそういうことではない。

今までの活動自体がしっかりとした組織として、体をなしていただければ、そ

れが自治会であるし、町はそこに例えば活動資金であったりとか、いろんな業

務委託であったりとか、そういうことをお願いして、自治会として町といろん

な協働のお付き合いをしていくような関係づくりをしたいということをお願い

していきたいというふうに思っているところですので、まだまだ議論すべきこ

とはたくさんあるかと思いますけれども、ぜひご理解いただきますようにお願

い申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 
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議長  質疑の途中ですが、暫時休憩をいたします。再開を１３時……。 

 

北島好昭議員  町長の答弁に対し、もう一回。 

 

議長  一言だけですか。 

 

北島好昭議員  一言。 

 

議長  それでは、すみません、再開いたします。６番、北島好昭議員。 

 

北島好昭議員  町長の苦しい答弁と思って聞きました。 

 町長が言うには、業務委託、あるいは交付金の交付、こういった要綱の中に、

やっぱり組織であるところの組織の規約であったり、そういったものが整備さ

れていなければ、なかなか相手とすることはできないというお話のようでした

が、じゃ、今、町が進めている自治会というのは、今までお話を聞いていると、

設置規程を条例に置くわけでも何でもない任意の組織であると。任意の組織な

ら指針と何ら変わらんし、町が業務委託であったり、交付金の交付であったり、

そういったものをできる相手ではないだろうと。やっぱりそれは町長に権限が

あるところの地縁団体、地縁団体という認可をいただければ法人格も有するわ

けですから、そういった形できちんと地域の活動団体ができれば、自治会とか、

行政区であるとか、いろいろ他の名称もあるかもしれないが、そういった名称

にこだわるものではないということで、町長の答弁がなされたというふうに理

解していいんでしょうか。 
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議長  回答は昼からにするか。 

 ちょっと冷静に考えてもらって、午後から回答を求めたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 では、暫時休憩いたします。再開を１３時とさせていただきます。 

 

 

休憩    １２時０９分 

再開    １３時００分 

 

 

議長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ６番、北島好昭議員の質疑があっておりましたので、町長の答弁を許します。

境町長。 

 

境町長  北島議員のご質問にお答えいたします。 

 地縁団体として、本当に地域活動の主体を担えるような条件を整えていただ

くということが大事だと思っていますので、そういう条件を整えていただくよ

うな地縁団体をつくっていただくというところで、各集落というか、行政区に

お願いしていくということで考えていきたいというふうに思っています。 

 ちなみに、いいご質問をいただきまして、認可地縁団体という形、いわゆる

地縁団体が認可に適する条件をもって町長に申請をすると、認可地縁団体とい

うことで法人格がもらえると。そうなってくると、例えば公民館であるとか、

地域が所有する土地であるとか、そういうものを地縁団体名で登記することが
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できるようになりますので、そういうことも含めて、ぜひご案内をしていきた

いというふうに思っています。 

 ちなみに、全国のいわゆる地縁団体数は、約３０万団体ほどあるということ

で、総務省の調査で分かっております。その中で、認可地縁団体は平成２５年

の段階で４万４，０００団体ほどあるということでございました。そういう形

で、ぜひ認可地縁団体も含めてお願いしてまいりたいというふうに思います。 

 それと、名称に関しては、先ほども申し上げましたように例えば侍島自治会

であったり侍島町内会であったり、チーム侍島であっても、名称はそれぞれの

地域で決めていただければ、先ほど申し上げましたように地縁団体として地域

活動の主体を担っていただけるような、そういうような条件がそろえればいい

のかなと思っております。 

 以上でございます。 

 

議長  ６番、北島好昭議員、よろしいですか。 

 それでは、ほかに質疑ございませんか。５番、古賀靖子議員。 

 

古賀靖子議員  私の意見でもよろしいんですかね。 

 自治会の話をさせていただきます。 

 実は今、区長さんとおっしゃるのは、ほとんど男性です。ここの議場にいる

女性も３人しかいません。そうなると、やっぱり区長さんで……。いや、話が

違うな。 

 実は、先週、うちの地域で、区長さんを今からどうするかという話合いがあ

ったそうです。それも夫から聞いただけで、実は生きている間に区長が回って

くるかどうか分からないという話をしていると。へえ、自分たちだけで決めて
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いるんだと。何代も先まで決まっているということだったんです。 

 先ほど町長がおっしゃったように、呼び名はどうでもいいんですけれども、

これから新しくそういう活動の場ができるのであれば、昨年、女性団体の話合

いをしたときに、こういう自治会が新しく出るんだったら役員として活動して

いいとおっしゃる方がいらっしゃるんです。そうなると入りやすいと、今の区

長制度よりも新しいものだから。特に町が女性を応援してくださるんだったら、

よりやりやすいと。先ほどおっしゃったように、やっぱり地域防災が今から重

要になるといったら、女性の細やかな目線だったり、気遣いだったり、気配り

だったりができるので、やっぱりそういう視線でぜひ女性をどんどん活用して

いただきたいなというふうに思っております。 

 なかなか女性が発言する場が与えてもらえないので、何か今までのように三

歩下がって従うのが、何かまだまだいいような風潮が残っていると、私は思っ

ていますので、これから先、また新しい行政も変わるのであれば、地域も変わ

って一緒にやっていったほうがいいなというふうな私の意見です。 

 ただ、本当にちゃんと地域に説明、協議、いろんなことを細やかな面で一つ

一つ問題を解決しながらいきたいなと。それはやっぱり誤解をたくさん招くこ

とが多いので、うわさ話で、こういうふうになるという話をやっぱり時々うち

の地域でも話しているのを聞いているので、それはとても残念なことだと思っ

ているので、せっかく今から地域に入っていろんな説明をしていただくのであ

れば、きちんと説明をしていただきたいなと。女性は活躍する場があると思っ

て楽しみにしている方がいらっしゃいますので、ぜひお願いいたします。 

 以上です。 

 

議長  意見ということでございますが、何かございますか。 
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 よろしいですね。答弁じゃなくて、もう意見ということでありましたけれど

も、何か。 

 では、答弁を許します。境町長。 

 

境町長  古賀議員のご質問にお答えいたします。 

 力強いというか、ご意見いただきまして、ありがとうございます。 

 先ほど申し上げましたように、これから地域自治組織をつくって活動してい

く上で、横軸としては、やっぱり女性という視点が欠かせないんだろうという

ふうに思っております。特に、先ほどお話しされたように地域防災を考える上

で、やっぱり女性の目がないと本当に何もできない。例えば、大災害があって、

炊き出しするにしても、いろいろお世話するにしても、やっぱり女性がされる

ので、その目で防災の対応を考えないと、本当にうまくいかないということが、

もう全国で検証されていますし、そういう意味でも、本当に女性の参画という

のが重要だということで考えておりますので、議員各位もぜひご協力いただけ

ればと思っています。 

 おっしゃられましたように、まだまだ説明不足という状況でありますので、

しっかり説明はさせていただきたいというふうに思っています。 

 以上でございます。 

 

議長  次に、１０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  今と関連の話なので、これも意見ということで聞いていただ

きたいんですけれども、実は今の地域の組織づくりなんですけれども、つい先

日、もう次の区長さんが決まっているようなところもあって、お話を聞いたん
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ですけれども、もうノイローゼになると。というのは、今の区長さんがやって

いらっしゃる仕事も結構忙しくて、それにプラスその準備、組織をつくる仕事

もすると。今、説明されているのは、もう区長さんのみ、要するに、この前、

区長会で配られたペーパーをちょっと見せてもらったんですけれども、あれ、

そんなものが回っているのといって初めて聞いたような話だったんですけれど

も。それで、区長さんに私は言ったんですけれども、心配せんでもいいよ、ノ

イローゼになると、だから心配せんでもいいと。 

 自分が要するに応援隊というんですか、いわゆる準備委員会というか、そう

いうのも一回つくって、そして区長さんに支援してというか、区長さんと一緒

に入っていくんですけれども、その中には若い方とか女性とか多様な人材を入

れて、基本的には将来を見据えた人選をして応援していくというような形でで

きたらいいなというふうに思っているんですが、そのときに、実は、本来ボラ

ンティアでやるべきなんですけれども、やはり若干の支援あたりがあれば、い

ろいろお世話かけるにしても話がしやすいかなというふうな気もしないでもな

いんです。 

 どっちにしても、区長さんを一人だけ孤立させるわけにいかんので、責任と

かいろんなものが出てきますので、やはりこの２年間にかけて、そういう準備

委員会みたいなものをつくれよというふうに行政のほうから言っていただくと、

今、はっきり言って区長会のほうは、あまりいい顔していないと思うんです、

この話に対して。そうすると、私はそれにけんかを売るというような形になっ

てしまうものですから、やっぱりお墨つきがあって、そういう方向で進めてい

くと、地区内でもいろいろ動きやすいというか、話が通りやすいものですから、

そういう方向で要するに進めていただけると非常にいいのかなと。 

 これはもう意見ですけれども、そういうふうな意見もあるということで、現
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時点では区長会にけんかを売るような形になるものですから、やっぱりなかな

か個人的には動きづらいというようなこともございますので、その点ひとつよ

ろしくお願いします。 

 

議長  移行期間における行政の支援は何か考えられているかということで、

私自身ちょっと理解したんですが、そういうことでよろしいですか。 

 

古賀知文議員  そういうことでいいです。 

 

議長  じゃ、町長、その辺、何か考え方があれば、答弁を許します。境町長。 

 

境町長  貴重なご意見、どうもありがとうございます。 

 古賀議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 先ほどから申し上げていますように本当に説明不足で、ちょっとうわさで広

まったりとか、そういう形で非常にご心配をおかけしているところがあるのか

なということで、大変申し訳なく思っております。 

 それで、古賀議員が言われるように、本当に進め方については、まず新しい

区長さんにご説明を申し上げて、その分についてはしっかり役場としてサポー

トをしていきたいと思っていますし、できるだけ早く進め方の具体的なところ

についてはお示しをして、本当に一緒に地域づくりについての前向きな協議が

できるような支援を進めていくようにしたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 
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議長  よろしいですか。 

 じゃ、次に、１番、馬場高志議員。 

 

馬場高志議員  議案書２６ページ、５段目のところにある土地利用計画法に

基づいた大木町土地利用計画の策定に向けた検討を進めますというふうに書い

てあるところで、ちょっと質問したいんですが、それこそ、開発なり誘致とい

うか、誘導をするということなんで、かなり難しいというか、課題はいっぱい

多いと思うんですけれども、やっぱり役場の方だけだと、実際の不動産の周辺

地域との価格の差もあるでしょうから、やっぱり広いというか、私的には、町

の中にいらっしゃる不動産関係の業者さんとか、そういった方が一番周辺地域

と比べての情報も持っていると思うので、その辺をぜひ建築業者さんも含めて

検討していただければと思うんですけれども、その点についてどのような感じ

で検討をされていくのか、ざっとでいいので聞かせていただければと思います。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  馬場議員のご質問にお答えしたいと思います。ご質問ありがとうご

ざいます。 

 土地利用計画については、本当に本町における長年の課題というか、なかな

かほがせない課題でございまして、というのも、農業振興地域計画が町全体に

かぶっているので、計画の変更がなかなかできないというような状況で、例え

ば商業施設であるとか企業であるとか、そういうことの誘致というのは、ほと

んどできないような状況である。それではこれからの町の発展は望めないだろ

うと。さらに、遊休農地とかも増えてきますから、本当に土地をもう少ししっ
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かり有効に利用していく必要があるだろうということで、今回の計画を掲載さ

せていただいているところであります。 

 ただ、非常にハードルが高くて、まずは農業振興地域計画と都市計画の取り

合いというか、その分で新たに国土利用計画に基づいた土地利用計画をつくる

ことで、いわゆる農振計画との取り合いを考え直せるというところで、この計

画をぜひつくらないといけないというところで方針を上げているところであり

ます。 

 馬場議員言われるように、開発等をどういうような形でやっていったほうが

いいのかというのは、行政だけでは十分な検討ができませんので、できるだけ

専門家の方たちとか、そういう方たちにも実際計画をつくるときには入ってい

ただいて一緒に、どういうまちづくりをしていくのかとところにもしっかり検

討をさせていただくということは、本当に必要なことだと思いますので、議員

各位におかれましても、ぜひいろいろご支援いただければと思います。よろし

くお願いします。 

 

議長  馬場議員、よろしいですか。 

 ほかに質疑ございますか。１１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  何点かあるんですけれども、あんまりあれですから、ちょっ

と絞って質問させていただきたいと思います。 

 これは個人的な考え方なんですけれども、先ほどから企画課長が説明されま

したこの総合計画の話なんですが、個人的な理解の仕方なんですけれども、今

までは１００メートル走でいうと追い風のところでそこそこタイムを出してい

たと。だけど、人口減少になっていろんなことがあって、今度は向かい風にな
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って、なかなか走ることができませんよ。その前提に立って、じゃ、一人でタ

イムを出すんじゃなくて、みんなで隣で肩を抱き合って一緒に走りましょうよ

というような計画なのかなというところです。 

 先ほど馬場議員も言われました土地利用計画なんですけれども、じゃ、コー

スを変えたらどうなのか。向かい風のほうに走っていくんじゃなくて、ほかの

方向に向かったらどうなのか。あとは、砂ぼこりがして目に入って走れないよ

うであれば、水をまくとかいうのが先に必要な話じゃないのかなという気がし

てならないんです。ですから、先ほど馬場議員が言いました土地利用計画に向

けた検討を進めますというんじゃなくて、これはすぐに実行しなければいけな

い話なんじゃないのかなという気がしてならないんです。検討するんじゃなく

て、もう実行しますというふうに変えていただけたらなというところがありま

す。 

 それと、もう一点だけ、度々出てくるんですけれども、質の高い教育環境、

質の高い田園風景と、なかなか質の高いというのが頻繁に出てくるんです。今、

大木町って質が低いんですか。何をもって質が高いと言われているのかよく分

かりませんけれども、どうやったら質が高くなるのか、その質って何やろうか

と思っているところでした。そこがもうちょっとはっきりさせていただけると、

この内容がもう少し分かるような気がしてならないんですけれども、町長、よ

ろしくお願いします。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  小畠議員のご質問にお答えいたします。 

 貴重なご意見ありがとうございます。 
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 自治総合計画が、何かこう縮小社会の中で、非常に夢が見えないというか、

そういうようなご指摘をしていただくことも確かにあります。もう少し、まち

づくりの夢というか、そういうものをしっかりと具体的に持ったらどうかとい

う、恐らくそういうふうなことも踏まえたところのご指摘だろうというふうに

思っています。 

 確かに、まちづくりの夢を追うために何をすべきか、そういうところについ

ても本当はしっかり考えていかないといけないと思っていますし、そのための

いろいろ仕掛けも考えています。例えば、未来都市予算を特別枠で設けるとか、

重点事業に関してはしっかり予算を確保するとか、行政規律の中にも謳い込ん

でおりますし、そういうことについてもしっかり計画の中で実践していかなけ

ればいけないというふうに思っています。 

 ただ、実際は、今までのように右肩上がりで人口が増えたりという時代じゃ

ないので、それはそれでしっかりと地に足をつけて分析をして、そこからどう

上向きにスタートするのかという、そういう視点はもう欠かせないというふう

に思っています。ただ、それをどう上向きに、どこまで上向きに持っていくの

か。そのときに、議員ご指摘のように土地利用という問題に関しては、一つの

大きなネックになってくるというふうに思っています。 

 ただ今回の農業振興地域整備計画の見直しで、１つは、駅周辺に関しては３

００メートルの範囲で農振から外すことで協議をさせていただいています。ま

ず、これは第一歩だったかなと。ただ、これだけじゃ、やっぱり足りませんの

で、特に国道沿いであるとか、そういうところについて、やっぱり一定必要な

開発等も盛り込んでいくということも考えていかなければならない。 

 ただ、この土地をどうするかというのは、本当に国の法律にどう穴をほがす

かという話になってきますから、非常に大変な作業なので、議員ご指摘のよう
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に、ここで変えておくだけやとずっと先送りになってしまう心配が多分あらし

ゃっとやろう思うとですけれども、そういうことでは、今回グループ・チーム

制でプロジェクトチームという形、予算はつけないけれども、それについて関

係が集まって具体的な方策を議論していくという、そういうようなシステムを

つくっています。 

 非常に課題が多くて、なかなかどこまでやれるか分かりませんけれども、た

だ、やっぱりスタートは、おっしゃるように切っておく必要があるのかなと。

そういうチームをつくって、じゃ、どういうプロセスでその計画がつくれるの

かとか、そういう準備にはかからないと、いつまでたっても絵に描いた餅にな

ってしまうということになると思いますので、まずはスタートラインに着くと

いうところで、そういうチームについては、ちょっと考えさせていただきたい

というふうに思います。 

 それと、質の高いという言葉を随所に使わせていただいているということで、

それなら大木町は質が低いのかというご指摘ではありますけれども、とにかく

向上心を持ってという意味で使わせていただいているというふうにご理解いた

だくしかないのかなと。決して、大木町が質が低いとかということではなくて、

やっぱり１歩も２歩も前に進むという意味で使わせていただいているというふ

うにご理解いただければと思います。とにかく、現状に甘んじることなく、次

のステップ、１つ上の段階に行くためにどうするかということを常に考えない

といけないという、そういうことで使わせていただいているというふうにご理

解いただければと思います。 

 以上でございます。 

 

議長  じゃ、次、どうぞ。小畠裕司議員。 
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小畠裕司議員  よく分かりました。 

 ぜひ土地利用計画、これはたしか農振法よりも都市計画のほうが多分優先す

るだろうと思うんですよね。ですから、都市計画を大木町のほうでちゃんと決

めていただければ、農振はそれに付随するしか方法がないような法体系になっ

ていたのじゃないかと思っている。そこは行政の皆さんのほうがお詳しいでし

ょうから、よくお調べになられて、優先順位をつけられたらいいのかなと思っ

ています。 

 質の高いというのは、よく分かりました。向上心を持ってもっと頑張ろうと

いう話なんでしょうけれども、なかなか、質の高い田園風景というのは分から

なくはないんですけれども、質の高い教育環境となってくると、やっぱりいろ

んな差が出てくるのかなと思いますので、そこは少し言葉遣いに注意されとっ

たほうがいいのかなという気がしてなりません。 

 ほかにもいろんなところが、ちょっと見受けられるところがあるんですけれ

ども、また後ほど。 

 

議長  じゃ、先に３番、原田勝議員。 

 

原田勝議員  今、行政区を自治会という組織に変えようと、この２年間、予

備期間という感じで思っているんですけれども、地域によっては世帯数が格段

に違うと思うんです。その地域地域で、行政のほうから、例えば自治会長とか

体育部長とか防災担当とか環境とか福祉とか、あと会計とか監査とか、その下

に隣組長さん、班長さんという感じで、こういう最低限の役員さんは、これだ

けは要りますよというのを地域に分かるように、広報とか回覧あたりでもして
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もらうと、ああ、何か組織が変わるのかなと、住民の皆さんが分かりやすくな

ると思うので、よろしくお願いします。 

 

議長  答弁を許します。益田副町長。 

 

副町長  原田議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 新年度から校区単位に担当の職員を配置しますので、しっかりとサポートを

させていただきたいというふうに思います。それぞれ、おっしゃるとおり、そ

の地域地域で世帯数も違いますし、運営の仕方も違うと思いますので、役員を

どういうふうな形で整えたほうがいいのか、そのあたりについては、随時個別

にご相談に応じながら一緒に検討させていただければというふうに思います。 

 先ほど町長が申しましたとおり、できれば地縁団体として認可が取れるぐら

いのレベルまで組織をがっちりとつくっていただいて、地域活動を盛り上げて

いただければというふうに考えておりますので、ぜひ一緒に取組をさせていた

だきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

 

議長  よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。１０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  ３ページ、計画期間というところなんですけれども、これに

ついては一般質問でも再度あれしようと思っているんですけれども、計画期間

は、町長の政策などの整合を図るため、町長の任期を考慮し、というふうにあ

ります。まず、町長の任期というのは２０２３年までやないかなと思うんです
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けれども、あとの残りはどうなったんですか。 

 それと、もう一つ、本来ならば、この総合計画というのは、たまたま先ほど

から何回も話が出ていますけれども、住民の住民による住民のためのという、

特に校区づくり計画案ですね、そういう要素を持っていうと思うんです。だか

ら、そういうところからすると、この町長の任期というのはどうも違和感があ

るなというふうに思うんですけれども、この点についてちょっと説明願います。 

 

議長  答弁を許します。野田企画課長。 

 

企画課長  ご質問にお答えしたいと思います。 

 ここについては、行政経営計画であるものの、やはり町民から選ばれた町長

の政策、いわゆる近年ではマニフェストという言葉もよく使われていますけれ

ども、そことの整合を図っていく必要があるだろうということで、そういう意

味で、町長の任期とうまくリンクするような形で、この計画期間を設定させて

いただいております。 

 したがって、いつも任期が１月ぐらいだと思いますので、その年の次の翌年

度から町長の公約と申しましょうか、そういったものが反映できるような形で、

計画期間を設定したということで考えております。 

 以上です。 

 

議長  町長の任期は２月からじゃなかったか。選挙が１月で２月が。 

 補足説明を許します。境町長。 

 

境町長  古賀議員のご質問にお答えいたします。 
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 町長の任期と合わせてということになると、私が７年間町長をするような、

何かそんな捉え方をされると困るなと思って、私も聞いていたんですけれども。

基本的に町長の任期は４年で、それぞれ４年ごとに町長マニフェストを出され

ますので、４年ごとに町長のマニフェストを成功させた形で総合計画も運用し

ていったほうがいいんではないか。ですから、原則は８年ということになるん

だろうと思います。 

 ただ、今回の自治総合計画に関しては、スタートが遅れまして、私の任期の

もう３年目からスタートするわけでして、３年目、４年目と、次の年はそのま

ま次の町長になっても流して、その年で次の町長のマニフェストを反映するよ

うに、この総合計画を見直していただくというようなことで、この計画期間を

設定しているというふうに聞いております。 

 ただ、今までの総合計画は１０年でやっていましたけれども、それを、じゃ、

１２年でするのか、８年でするのかということで検討いたしまして、時代の変

化も早いし、基本的には８年スパンで変えていく中長期的なところの計画とい

う形でやっていったほうがいいだろうというところで、期間設定をさせていた

だいているところでございます。 

 以上です。 

 

議長  １０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  例えば、要はコロナで国も大木町も言われるように財政は逼

迫していますよと。それから、地球温暖化ももう本当にそこまで来ていますよ

ということで、今まで１０年やったけど７年にしましたというんなら、非常に

通りがいいかなと思うんですけれども、どうもそこの町長の任期をどうのこう
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のというのは、住民に理解を得られるかどうか。いや、本来ならば、ワークシ

ョップとかそういうことで住民がつくってきたと思うんです、校区づくり計画

というやつは。今、現時点で、要するにそういうのができていないから、こう

いう話になっても、まあまあ、いいかなという感じではするんですけれども、

本来、住民がつくってきたとしたならば、こういうくだりはないのかなという

ふうに私は思うものですから。 

 

議長  答弁しますか。 

 暫時休憩いたします。 

 

 

休憩    １３時  分 

再開    １３時  分 

 

 

議長  再開いたします。 

 答弁を許します。川村会計課長。 

 

会計課長  ご質問に答える形になるかどうかはちょっと分からないんですが、

今回の総合計画の大きな今までとの違いとして、先ほども説明がありましたが、

活動事業という事業項目を設定して、そこに既にもう予算をつけて、この予算

が財政計画の基になっているわけです。 

 ですから、先ほども少し出ましたが、今回、計画を、いろんな目標とか目指

す姿、施策・政策を実現するために、活動事業を設定していますので、当然そ
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の計画期間内に、突発的なものを除いては、基本的にもうやることを決めてい

るというお話になるわけです。そうなると、先ほどの町長の政策、あるいは新

町長の施策、マニフェスト等にリンクしておかないといけないので、表現的に

は町長の任期に応じてというふうに、それが主体的な話になっているかのよう

に書いてありますが、実際的には財政計画というのをきっちり、今までのある

程度想定ばかりの計画ではなくて、実際に使う金額に基づいた財政計画を今回

立てていますので、そちらのほうのウエートのほうがどちらかというと重いの

かなと。町長の任期で合わせておかないと、政策的な大きい転換等があった場

合に困りますので、今回の今の町長の任期及び未来の町長の任期のところまで

ということで、絵としては、計画としては上げて、ですから新町長になった後

期計画については、また政策に基づいた財政的な裏づけを取り直して、活動事

業の見直し等も出てくるのかなというふうには思っております。 

 それで、書きようとしては、町長の任期に合わせてというふうに、そちらが

主語的になっていますけれども、どちらかといえば、今回、柱としている、要

は、先に活動する事業を決めて、そこにどのぐらいの予算がかかるかというこ

とを明確にして、そして将来の財政の姿というのを出そうという趣旨がござい

ましたので、年数がそういう形に結果的になってしまったというふうにご理解

いただければよろしいのかなと思います。 

 以上です。 

 

議長  １０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  行政の方、もう皆さん一致して、そういう考えでつくられて

おるという理解であれしたいと思うんですけれども、ただ、非常に説明が、な
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かなか難しいなという感じがするところではあります。 

 それでは、ちょっと違う質問。ページ２８、８の予算に対する政策仕様書と

しての自治総合計画というところですけれども、その一番最後です。もう９の

上。自治総合計画に関連づかない個別計画を新規に策定し、新たな事業に予算

措置が必要な場合は、自治総合計画の基本計画を見直すことを原則とし、とい

うふうに書いてあります。これは、ですから実際予算の少額なもの、事柄的に

は細かい活動とか事業、いわゆる個別計画も全て急遽練り直すというかになる

んですか。例えば、枠はある程度決めていますよと。そんなん一々やっておら

れんですわなと。また、議会のあれも要るし、それから変更した場合は公表も

せないかんとか何とかいう話になると、これは大変だなと思って、何かそこい

らの話をちょっと聞かせていただきたいなというふうに思います。 

 

議長  答弁を許します。野田企画課長。 

 

企画課長  ご質問にお答えいたします。 

 基本的には、ご説明したとおり、ある程度もう活動事業計画を立てて、財政

規律を３年間、前期として立てておりますので、それ以外については、大変や

っぱり財政的に厳しいということで、説明したとおり、予算措置については慎

重にしていくと。ただし、今、世の中の流れも大変早い状況でございますので、

そういったものに対応する上では、やはり必要なものも出てくるだろうと。そ

ういったときに対して、先ほど原則として基づかないものは予算措置しないと

いう建前にしていますから、一応この基本計画も見直すということで、活動事

業計画を毎年ローリングしていく中で、基本計画は毎年見直すような、そんな

イメージで今のところは考えております。 
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 ただし、実際に運用していかないと私たちもちょっとイメージが今のところ

つかめていませんので、今後、状況は少しずつ変わってくるかもしれませんが、

原則は毎年見直すというようなスタンスで、今のところ考えております。 

 以上です。 

 

議長  １０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  今のところは、つくっていないというか、要するに今からで

すよという話なので、それはいいんですけれども、校区づくり計画、私はなか

なか、要するに、どっちかといったら主体としては、それこそ自治会というか、

そういうところ主導でつくっていくのかなと思いますし、そこいらは、そうい

うふうな完璧なものというか、できるのかなと逆に心配なところはあるんです

けれども、その点。 

 

議長  答弁を許します。野田企画課長。 

 

企画課長  ご質問にお答えいたします。 

 古賀議員ご指摘の校区づくり計画については、やはり一方の行政経営計画と

違って、初めて取り組んでもらうものということで、計画としてどれぐらいの

ものが出来上がるかというのは、今のところなかなか読めないところはござい

ます。やはり、この校区づくり計画については、先ほども言いましたとおり、

行政経営計画と違うもう一つの柱になっていますので、このことについては、

基本計画の一部ではありますけれども、行政のほうから何か見直すとか、そう

いった立てつけにはならないんじゃないかなと思っています。 
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 したがって、校区でいろいろ考えられたことについては、そちらの分を尊重

して、そして、校区の中でも、きちんと校区の総意でつくって、そして校区の

中で進行、管理もしっかり担ってもらうと。ただ、最初からそれができるかと

いうと、そこら辺については徐々に形を整えていただくと。そんなイメージで

今のところ考えております。 

 以上です。 

 

議長  よろしいですか。 

 じゃ、次、２番、野口裕子議員。 

 

野口裕子議員  １つ目は、この検証になります、成果指標になるアンケート

の取り方についてですけれども、項目の順番が、やはりよく考えないと、少し

操作されたような流れになる、バイアス質問になっているんじゃないかという

ことを思いますので、今後、そのあたりは大事な数字になりますので、アンケ

ートというのは、項目はしっかり考えて取っていただきたいと思います。 

 ２つ目ですけれども、地域づくり、人づくりで、まだまだ人が育っていない

状況があると思うんです。町政にも関心が薄いという状況の中、いきなり自治

会という言葉だけが先走りして、住民がちょっと戸惑っているところがあると

思うんです。それで説明不足とかいう言葉も出てくるかと思うんですけれども、

今、住民が行政に関わる一つのことに協議会とか審議会とか委員会とかそれぞ

れあると思うんですけれども、そちらのほうで今までの協議の在り方が、何か

結論ありきの委員会をされてあったりとか、何のためにしているのか。行事事

になっていて、年に２回だからとか３回だとか、本当に必要なことに対しての

話合いになっているのかなと思うときがあります。住民を育てる第一の大事な、
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住民に行政を分かって理解してもらう、また住民の声を聞く一番分かりやすい

委員会とかになっていると思うんです。その委員会ですから、今後の新しい行

政計画の中で、どのようなイメージというか、どのような進め方を町長は持っ

てあるのかを聞きたいと思います。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  野口議員のご質問にお答えいたします。 

 成果指標の件は、前回もご質問いただきました。ただ、アンケートをお答え

いただいて、自由記述欄が本当にめちゃくちゃ多かったんです。もちろんお叱

りの言葉もたくさんありましたけれども、でも、思った以上に反響が大きくて、

いや、すごいなと思ったところでした。こちらの説明不足とかもいっぱいあり

ましたので、そういうところについては、いろいろ自由にご意見いただいてい

る分について、できるだけ広報とかも通じてお答えをしていきたいなというふ

うに思っているところであります。 

 それと、住民協働で委員会を設置したり審議会を設置したり、いわゆる帳面

消しみたいなことをやっているんじゃないのみたいなお話だろうと思うんです

けれども、それはやっぱり一般的によく言われて、確かに住民参加みたいな名

目でそういうのを開くけれども、結論ありきで、結局、本当に住民の意見を反

映しているというところまで至っていないという、そういうようなこともある

んじゃないかというふうに思います。住民協働、やっぱりこれから住民の皆さ

んとまちづくりを一緒にやっていく上で、そこら辺をどう改善するかというの

が本当に課題なんです。いかに住民の人たちと、最初の段階から、計画の初期

段階から協議しながら、計画なりいろんなものをつくり上げていくというよう
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なことがないと、おっしゃったような単なるそういう事実をつくるだけみたい

な形での委員会とかになってしまうと、本当に住民協働参画にならないので、

そういうところに関しては、今回、校区づくり計画あたりが、しっかり本当に

地域の人たちにつくっていただかないといけない計画になってくるので、そこ

ら辺を一つの契機として、もしくは、あと自治会運営等についても、これから

本当に住民の皆さんにしっかり理解をしていただかないといけないので、そう

いうところの取組に関して、まず行政のほうからしっかり出向いて議論をして

つくり上げていくという、そういうプロセスを私たちも学んでいかなければい

けないのかなと。それも一つ非常に重要な課題なのかなということで捉えてい

ます口だけで言っても仕方ないので、それをどういうふうに実現していくのか、

そこら辺については、しっかり考えさせていただきたいと思います。 

 以上であります。 

 

議長  ２番、野口裕子議員。 

 

野口裕子議員  しっかり考えていただいて、進めていただきたいと思います。

皆さんのほうが、やっぱり行政というか、プロで、いろいろノウハウを持って

あったり、考え方もあると思うので、それで住民を育てるという気持ちで、惜

しまずにいろいろ教えていただいて、育てていただきたいなと思います。それ

もありますし、パブリックコメントも町のほうで募集されて意見が出たものと

か、そういうものはホームページなりに上げていただいて、こういう意見を持

っている人もいるんだという、ほかの住民もこういう考え方の人もいるんだと

いうことで、じゃ、こういう意見も出してよかったんだという流れにつながる

と思うんです。それで、育てるというところも考えていただきながら、じゃな
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いと、どうしても片方だけの車輪が大きくなって、協働のまちというのが難し

くなると思いますので、そのあたりをお願いいたします。 

 以上です。 

 

議長  ほかに質疑ございませんか。１２番、中島宗昭議員。 

 

中島宗昭議員  今の裕子議員の質問に重複すると思いますが、ちょっと２９、

３０ページの目指すまちの姿、住民が自主的、主体的に地域づくりに取り組ん

でいるまちづくりであること。住民による自主的、主体的な地域づくりが行わ

れていると感じる町民の割合が、現状は４７．９％から令和９年は目標値が５

４．７％と微増になっております。 

 実際、今までは年配の方たちが主体的になって、特に６０代の後半から７０

代が町の中心として、青年団活動、４Ｈクラブ、青年クラブ、そういった中で

まちづくりの中心になって、今の農業の築かれた元もそういった方たちが関心

を持って自主的にやってこられたわけです。そういった中で、行政、農協のお

手伝いも少しはありましたが、本当に今、中心になっている方たちが築き上げ

てきたと思います。 

 それと同じように、今、若い人たちがだんだん少なくなっている。町の未来

を自分のこととして考える人たちが少なくなってきていると。そういったとこ

ろが課題になってくるんじゃないかと思います。人ごとではなくて、危機感を

持って住民が、若い人たちがそういった場面にも出くわさないと。そういうこ

とから、誰もが主体的にまちづくりに関われるようなことが持続可能につなが

っていくということで、まず自治体のトップ職員たちが誘い込むことが一番大

切じゃないかと思います。 
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 そうじゃないと、なかなかそういった説明をしても、ただ、行政がやってい

る、上辺だけということで。今は、いろんな各種団体が、今、まちづくり団体

が四十何団体とありましたけれども、そういった方たちの誘い込み、それから

若い世代、学校の教育とか、そういった中でも、そういったことをやっていか

ないと、町長のマニフェストにもあったように、ふるさと教育、そういった中

で、きちんと自分たちの町は自分たちでつくって育てていくんだという関わり

を持たせるようなこと、それにはやっぱり行政のトップとか職員とかが必要と

なってくるので、そういったことも考えながらやっていただきたいと思います

が、いかがですか。 

 

議長  答弁を許します。境町長。 

 

境町長  中島宗昭議員のご質問にお答えいたします。 

 先ほどの野口議員のご質問と同様、やっぱり住民と協働で本当に協働のまち

づくりをどうつくり上げていくのか、それが今問われているんだというような

お話なんだろうというふうに思っています。 

 議員おっしゃるように、昔は４Ｈであったり、青年クラブであったり、その

前は青年団であったり、そういう活動をされた方たちが、本当に町の中心で活

躍されて町をつくってこられたということは、まず間違いないことなので、そ

の次をどうつくっていくのか、どういう形でつくっていくのかというのは、大

変重要なことだというふうに思っています。その際、役場職員の役割、私を含

めて特に管理職の役割というのが重要なんだろうというふうに思っています。 

 具体的に何をしていくかというのは、すぐ幾つも答えられるわけではありま

せんけれども、今度、経営会議とかも立ち上げますし、その中では、例えば地
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域に出向くとか、町の活躍している人に話をいろいろ聞くとか、そういうこと

は積極的にやってみたいなと、まずは思っているところでありますし、あと、

ふるさと教育、若い人たちが本当に大木町での活動や大木町での印象を強く持

って、できれば大木町に住み続けていただく、もしくは出て行っても帰ってき

てもらう、そういうような取組が決定的に欠けているというのは、恐らく皆さ

んとの共通認識だと思います。 

 その辺についても、実はゼロ予算のプロジェクトチームで、高校が大木町に

はありませんから、高校生以上の顔の見える関係がつくれないというのが、や

っぱり非常に課題となっていますので、そこら辺をどういうふうにつくってい

くのか。それも一応プロジェクトとしては、ゼロ予算でチームとして検討する

ようにはしています。 

 本当に重要なことだというふうに重々承知しています。こういうことに関し

ては、当然こういう場を通じてを含めて、議員さんとしっかり議論しながら、

一遍にはいきませんから、一つ一つ積み上げていくしかないので、しっかりと

取り組んでいく必要はあるというふうに思っています。本当に、いろいろ具体

的なご提案も含めて、都度やっぱりいろいろご助言いただければというふうに

思います。 

 すみません、今答えられるのは、その程度のことですけれども、以上で終わ

ります。 

 

議長  よろしいですか。 

 教育長も答弁したいということでございますので、答弁を許します。北原教

育長。 
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教育長  中島議員のご質問にお答えいたします。 

 ふるさと教育の重要性のご指摘ですが、先ほど小畠議員からもご指摘があり

ましたけれども、質の高い教育ですよね。これは一番、私、求められているこ

とで、質の高いというのは何かというと、やっぱり人、物、事です。物という

のは施設や設備、一昨日、木佐木小学校はすばらしい校舎が、それから３小学

校にすばらしいトイレが完成しました。子供たちの学校生活、学習をさせる施

設、教材をそろえていることが大事、これも一つの環境。 

 もう一つは、人的環境として教師です。教師の資質、能力、子供を理解する、

子供を愛する、そして的確な指導力を持った教師を育てる。これも人的環境の

一つと思う。 

 そして、もう一つ大事なのは事です、教育の内容、質の高い授業を提供でき

るような。その中で、今、中島議員おっしゃった子供たちに確かな力をつける。

人格の完成とともに地域社会を担っていく、そういう資質、それから心構え、

意識を持った児童・生徒を育てることが大事だろうと思います。 

 境町長のマニフェストにも、ふるさと教育、やっぱり大木町のすばらしい人、

物、事の財産を教材化して、大木町に誇りを持てるような、大木町のために頑

張ろうと、そして行く行くは大木町で居住して町の担い手として活躍する。そ

ういった子供たちを育てていきたいなと考えているところです。 

 以上です。 

 

議長  １２番、中島宗昭議員。 

 

中島宗昭議員  地域の中で活動する中で、一番支えになるのは、自分たちの

地域にしても役場の職員、うちは副町長もおりますし、役場の職員たちが率先
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して、いろんなことで手伝ってもらって引っ張っていきます。そういったこと

で、町の職員がいる地域は、割とそういった形でリーダー的にやってもらえれ

ば、みんなも理解していく。 

 ですから、お願いで、職員で、大木町住まずによそから来よる、よそにアパ

ート借りて。まず、大木町に住んでほしい。そういったことを、町長、よろし

くお願いしておきます。そして、地域のリーダーとなっていただきたいと思い

ます。 

 

議長  ちょっと暫時休憩します。 

 

 

休憩      時  分 

再開      時  分 

 

 

議長  再開します。 

 答弁を許します。境町長。 

 

境町長  議員ご指摘のように、職員の中には、副町長を筆頭に地域でしっか

り頑張っている職員がいて、職員が地域の信頼を得るということは協働のまち

づくりの基本でありまして、私も本当にそういうことを職員の皆さんには期待

をしたいというふうに思っています。 

 ただ、一方で、職員も人それぞれ環境があって、大木町にどうしても住めな

い方もいらっしゃいますし、それを例えば差をつけるとか、そういうことはち
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ょっと具体的にはできないわけでありまして、じゃ、その中でどうするかとい

うことは、そういう人にもどう地域に関わっていただくのか、地域を支援して

いただくのか、そういうところについては少し考える余地があるのかなという

ふう思っています。これは、実は幹部会の中でも議論になったことがございま

して、地域にそういう職員も含めて張りつけて世話をすることで、地域との交

流を深めるとか、理解をいただくとか、そういうことも積極的にせんといかん

とやないかというのは、実は管理職の中でも意見として出てきていますので、

そういうところを強要するわけにはいかんけん、そこら辺どういうふうな形で

協力をお願いするのかというのは、もう少し検討させていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

 

議長  ほかに質疑ございませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。再開を２時１０分、１５分間の休憩とさせていただき

ます。 

 それと、議員の皆さんちょっとトイレだけ終わったら、また町議室のほうに。

それと、町長と課長はすぐ連絡ができるような状況にしとってください。 

 じゃ、休憩いたします。 
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休憩    １３時５５分 

再開      時  分 

 

 

議長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きますが、先刻の話の中で議案

について若干の調整が必要だということでございますので、ちょっと休憩時間

長くなりますけれども、３０分の休憩を取りたいと思います。再開を２時４５

分とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

休憩      時  分 

再開    １４時４５分 

 

 

議長  お待たせしました。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。議案第７号大木町自治総合計画基本構想の策定について

の撤回の件を日程に追加し、追加日程第１、議案第７号大木町自治総合計画基

本構想の策定についての撤回の件を議題とすることにご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第７号大木町自治総合計画

基本構想の策定についての撤回の件を日程に追加し議題とすることに決定しま

した。 



98 

 議案第７号大木町自治総合計画基本構想の策定については、町長より議案撤

回の請求がありましたので、町長の撤回理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第７号大木町自治総合計画基本構想の策定についての撤回の件

についてご説明を申し上げます。 

 議案第７号として提案をさせていただきました大木町自治総合計画基本構想

の内容について、一部修正をさせていただきたい文言がございますので、議員

各位には大変申し訳ありませんけれども、一度撤回をさせていただきたいとい

うふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議長  これをもって撤回理由の説明を終わります。 

 お諮りいたします。追加日程第１、議案第７号大木町自治総合計画基本構想

の策定についての撤回の件について、撤回することにご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第７号大木町自治総合計画

基本構想の策定については、撤回について承認されました。 

 日程第１０、議案第８号令和２年度大木町一般会計補正予算（第１０号）に

ついてを議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。境町長。 

 

境町長  議案第８号令和２年度大木町一般会計補正予算（第１０号）につい

ての提案理由を申し上げます。 



99 

 本案の内容につきましては、令和２年度大木町一般会計予算について、現時

点における地方交付税や補助金等の交付状況、予算の執行状況などを踏まえ、

その総額から歳入歳出それぞれ１億８，７５７万４，０００円を減額し、それ

ぞれの合計を８２億７７３万５，０００円として計上するものでございます。 

 その主な内容につきましては、歳入では、地方交付税６，４０９万７，００

０円の増、国庫支出金２億６，３２５万４，０００円の増、寄附金９，１５０

万９，０００円の増、繰入金４億３，９００万円の減、事業費の確定などによ

り、町債８，６３９万円の減を計上し、また、歳出では、ふるさと納税返礼品

料４，５００万円の減、活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金４，８４

７万８，０００の減、舗装・補修等工事費２，５００万円の減、総合体育館大

規模改修工事５，０００万円の減など、減額補正分として合計５億５，３９１

万１，０００円の減。財政調整基金積立金１億２，５７０万４，０００円の増、

大木町夢あふれるまちづくり基金積立金１，４６０万円の増、地域振興基金積

立金３２８万円の増、ネットワークインフラ再構築業務委託料１億７５８万円

の増、障害者自立支援給付費２，４００万円の増、私立保育所等施設型給付費

１，７５６万３，０００円の増、福岡県介護保険広域連合負担金５８４万円の

増、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業委託料３，７８０万８，０

００円の増など、増額補正分として合計３億６，６３３万７，０００円の増を

計上するものとなっております。 

 詳細につきましては、それぞれ担当課長に説明させますので、ご審議いただ

き、議決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といたします。 

 

議長  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 詳細にわたる説明を所管課長に求めます。まず、歳出について２５ページ１
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款議会費より４款衛生費まで順次お願いします。川村会計課長。 

 

会計課長  それでは、議案第８号について詳細説明いたします。 

 歳出予算補正１款１項１目議会費３７万円の減額補正を計上しています。 

 内容については、右側説明欄のとおり、議会費において議員の費用弁償１５

万円、一般職員の普通旅費７万円、さらに議会だより印刷製本費を１５万円、

それぞれ不用額が見込まれるため減額するものです。 

 以上です。 

 

総務課長  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費７９９万１，００

０円の減額補正を計上しております。 

 内容につきましては、右側説明欄の事業ごとに説明いたします。 

 一般管理費において、報償費、賞賜金１８万８，０００円の減額は、町政・

社会功労表彰者の確定に伴う減額です。 

 普通旅費７４万５，０００円の減額は、特別職及び一般職員に係る普通旅費

の不用見込額です。 

 需用費、燃料費５０万４，０００円の減額は、公用車の燃料費の不用見込額

です。 

 役務費、町民活動総合補償保険料２０万９，０００円の減額は、額の確定に

よる減額です。 

 バス運転委託料１１７万３，０００円の減額及び通行料１０万円の減額は、

新型コロナウイルス感染症の影響で減額となったものです。 

 使用料、ＡＥＤ賃借料は入札残となった６８万８，０００円の減額で、複写

機賃借料は使用枚数が当初見込みより増大したため１２万円の増額補正をする
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ものです。 

 車両購入費７３万４，０００円の減額は、電気自動車購入の際の入札残によ

る減額です。 

 福岡県市町村福祉協会負担金１５万６，０００円の減額は、負担金額の確定

によるもので、木造戸建て住宅耐震改修事業費補助金は、本年度、要望のなか

った２件分１８０万円の減額です。 

 次に、職員人材育成事業において、講師謝金２万４，０００円の減額、研修

会講師の費用弁償１２万円の減額、職員研修等に係る普通旅費１０７万円の減

額、研修会講師の手数料２７万５，０００円の減額は、新型コロナウイルス感

染症の影響により開催がなかったことによる不用見込額です。 

 次の職員人件費は、職員手当と退職手当組合負担金４１万３，０００円の増

額は職員の中途採用に伴うもので、退職手当組合特別負担金３０１万３，００

０円は職員１名の早期退職に伴う負担金増額となったものです。 

 職員共済組合負担金の１，０００円は、予算不足による増額です。 

 次のパートタイム会計年度任用職員人件費では、会計年度任用職員２名分が

産休・代替分が不要となったことで報酬２４９万５，０００円の減額、期末手

当１２万２，０００円の減額、社会保険料３９万２，０００円の減額となった

ものです。 

 なお、今回の補正予算、人件費につきましては、一般管理費以外にも職員人

件費及び会計年度任用職員人件費の減額など、それぞれの該当費目で計上して

おり、一般会計においては合計１，０９３万４，０００円の減額補正となって

おります。 

 以下、人件費については説明を省略させていただきます。 

 次のページをお願いします。 
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 ２目文書広報費１１７万円の減額補正を計上しております。 

 内容につきましては、説明欄の事業で説明いたします。 

 消耗品費３７万円の減額は、一部書籍の差し替えの中止によるもので、役務

費、通信運搬費８０万円の減額は、後納郵便料金や切手、はがきなどの購入費

の不用見込額でございます。 

 以上です。 

 

会計課長  ４目会計管理費２万円の減額補正を計上しています。 

 内容については、右側説明欄のとおり、会計管理費において普通旅費の不用

額が見込まれるため、同額を減額するものです。 

 以上です。 

 

総務課長  ５目財産管理費８６０万９，０００円の減額補正を計上していま

す。 

 内容につきましては、説明欄の事業で説明いたします。 

 需用費、修繕料２７万５，０００円は、子育て交流センターの漏水修繕費用

として増額するものです。 

 電話交換設備管理委託料４３万９，０００円は、組織機構改革に伴う内線電

話配線設定変更に要する増額で、自動扉保守点検委託料は、入札残として１６

万６，０００円の減額です。 

 非常用発電設備点検委託料は、当初８年ごとに実施が必要な点検７１５万円

を予定していましたが、庁舎設備機器類の更新と改修について、ランニングコ

ストの削減と環境に配慮した取組を踏まえ、庁舎と全部課事業に来年度から取

り組むこととし、通常点検へ切り替えたため、差額の６６６万円を減額するも



103 

のです。 

 使用料、機械借上料は、町有地維持管理のための機械借り上げが不要となっ

たため１２万６，０００円の減額と、公有物件敷地借地料は、借地料確定に伴

い不用額１１万１，０００円を減額するものです。 

 庁舎等施設整備工事費の２２６万円の減額は、当初、西別館南面防水塗装工

事を必要とし、予算計上しておりましたが、現場確認、精査の上、完全に防水

にできる見込みとしては低いと判明したため、着工を見送ることとしたことに

よるものでございます。 

 以上です。 

 

企画課長  ６目企画費１億３１２万円の減額補正を計上しております。 

 企画事務費において、報償費３万８，０００円及び旅費１万円の減額は、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略に係る検証委員会が新型コロナウイルス感染拡

大により開催できなかったことにより減額するものです。 

 地方バス路線維持補助金６万７，０００円の増額は、新型コロナウイルスの

影響で西鉄バス羽犬塚線の利用者数が前年同期の６割台になったことにより、

運行補助金の増額をお願いするものです。 

 次に、情報通信網整備維持管理事業において、情報発信業務委託料１２２万

１，０００円の減額は、くーみんテレビによる地域情報番組制作委託料として

予算化しておりましたが、新型コロナウイルスの影響でイベントの中止などに

より、制作に必要な素材が不足したことで番組を制作できなかったため、減額

するものです。 

 次に、広報広聴事業において、情報発信業務委託料１００万円の減額は、ま

ちの魅力を発信する動画作成の委託料として予算化しておりましたが、ＷＡＫ
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ＫＡの事業として制作したことにより減額するものです。 

 続いて、ふるさと納税事業において、昨年１０月末の前年同時期比での寄附

金の伸び率を踏まえて１２月補正予算で関連予算を増額しておりましたが、１

月末現在で入金ベースが５億４，０００万となり、今年度内の申込みの見通し

を含めて６億５，０００万の寄附額を見込み、関連する予算として報償費のふ

るさと納税返礼品料４，５００万円の減額をはじめ、役務費、通信運搬費の１，

５００万円、サイト利用料１，６５０万円、インターネット決済手数料１５６

万８，０００円、支援業務委託料８２５万円、それぞれを減額するものです。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業において、次のページをお願いします。 

 団体補助金１，４６０万円の減額は、このたび民設民営方式による光ファイ

バーを整備するに当たり、民間事業者に行う整備費用について、不採算額相当

分を町補助金として事業者に交付することにより事業を進めることとしており

ましたが、このたび国補助金の交付決定等に合わせて町補助金を減額するもの

です。 

 以上です。 

 

総務課長  ８目交通安全対策費１０万円の減額補正を計上しております。 

 内容につきましては、説明欄の負担金、高齢者免許返納対策タクシー助成金

の減額ですが、利用者の利用回数減少による不用見込額です。 

 以上です。 

 

会計課長  ９目財政調整基金費１億４，３５８万４，０００円の補正額を計

上しています。 

 内容については、右側説明欄のとおり、財政調整基金費において、財政調整
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基金への積立金１億２，５７０万４，０００円は、前年度剰余金に係る処理に

関する規定に基づくもの、大木町夢あふれるまちづくり基金への積立金１，４

６０万円は、ふるさと納税の一部を納税時に募った事業実現に向けた財源とす

るために積み立てるものです。 

 また、地域振興基金への積立金３２８万円は、久留米広域市町村圏事務組合

から分配された基金廃止分の一部を歳入し、そのまま積み立てるものです。 

 以上です。 

 

総務課長  １０目情報処理費１億４３７万９，０００円の補正額を計上して

います。 

 内容につきましては、説明欄で説明いたします。 

 総合行政システム保守委託料４２万３，０００円の減額は、システムの一部

に保守点検を行う必要がなくなったことによるもので、システム改修委託料２

７７万８，０００円の減額は、本年度予定していたデータ移行、システム改修

の一部を次年度に変更としたことによるものです。 

 ネットワークインフラ再構築事業業務委託料につきましては、新型コロナウ

イルス感染症に係る地方創生臨時交付金の対象事業とするため、昨年６月議会

で債務負担行為の議決承認いただきました電算基幹システム情報システムリプ

レース事業のうち、ネットワークインフラ再構築に要する事業費予算を一括前

倒しして今回の補正予算に事業費１億７５８万円を計上させていただくもので

す。 

 事業費の概要としましては、職員パソコン及びページプリンター入替えとし

てノートパソコン１６５台、デスクトップ５台、ページプリンター２１台を導

入、光回線を利用したＷｉ－Ｆｉ環境の整備、テレワーク等に対応したシステ
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ムの導入、議会や庁舎内会議におけるペーパーレス化を進めるため、議員及び

幹部用貸出タブレット３０台の導入、業務の効率化及び保存文書削減のため電

子決裁システムの導入ほか、既存ＬＡＮ配線の再整備に要する費用となってお

ります。 

 以上です。 

 

企画課長  １１目まちづくり活性化推進事業費９０万９，０００円の減額補

正を計上しております。 

 都市農村交流事業において、費用弁償３万４，０００円の減額をはじめ、消

耗品費４万円、通信運搬費１万円のそれぞれの減額は、新型コロナウイルスの

影響で農家民泊事業が実施できなかったことによるものです。 

 また、事業推進委託料８２万５，０００円の減額についても、新型コロナウ

イルスにより、さるこいフェスタが実施できなかったことによるものです。 

 以上です。 

 

総務課長  １３目防災諸費３９５万３，０００円の減額補正を計上しており

ます。 

 内容につきましては、説明欄の事業ごとに説明いたします。 

 次のページをお願いします。 

 防災体制推進事業費において、今年度開催を見送りました防災会議委員報酬

９万円の減額です。 

 一般備品購入費１０１万３，０００円の減額は、対象高齢者へ貸与する防災

行政無線戸別受信機が前年度までに購入した台数で対応可能となったため、今

年度は購入しなかったことによるものです。 
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 次に、新型コロナウイルス感染対策事業において消耗品の１９０万円の減額

は、全世帯に配布したマスクの購入残額です。 

 一般備品購入費４０万円の減額は、避難所等に設置する空気清浄機の入札残

による減額です。 

 次のブロック塀等撤去促進事業の撤去補助金５５万円の減額は、申請がなか

ったための減額です。 

 以上です。 

 

税務町民課長  ３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費１１９万

円の減額補正をお願いしております。 

 右側説明欄をお願いいたします。 

 マイナンバー関連事務事業負担金１００万円の減額をお願いしております。

これは、地方公共団体情報システム機構負担金が当初見込みを下回る見込みの

ための減額です。 

 以上です。 

 

企画課長  ５項統計調査費、次のページをお願いします。２目各種統計調査

費８万円の増額補正を計上しております。消耗品費、同額で国勢調査に係る県

交付金が追加交付されたことによるものです。 

 以上です。 

 

会計課長  ６項１目監査委員費２１万円の減額補正を計上しています。 

 内容については、右側説明欄のとおり、監査委員費において監査委員の費用

弁償１４万円及び一般職員の普通旅費７万円がそれぞれ不用額として見込まれ
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るため減額するものです。 

 以上です。 

 

税務町民課長  ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費１７９万

８，０００円の減額補正をお願いしております。 

 右側説明欄をお願いいたします。 

 人権同和問題啓発事業普通旅費３６万円の減額をお願いしております。これ

は、今年度の人権関係の研修会や中央行動が実施されなかったための不用額で

ございます。 

 以上です。 

 

福祉課長  説明欄、社会福祉総務費２４万８，０００円の減額補正を計上し

ています。要因としましては、感染防止のため事業を挙行しなかったためでご

ざいます。 

 需用費、追悼式菓子代１１万６，０００円の減額です。 

 次の３５ページ、３６ページをお願いします。 

 追悼式祭壇借上料１３万２，０００円の減額です。地域福祉体制の充実事業

においては、民生委員・児童委員協議会助成金４８万６，０００円の減額で、

コロナ感染対策防止のため視察、研修等を実施しなかったためでございます。 

 以上でございます。 

 

税務町民課長  ２目国民年金事業費１６万円の補正をお願いしております。 

 右側説明欄をお願いいたします。 

 国民年金事業費委託料１６万円をお願いしております。これは、税制改正に
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係る年金の法令改正によるシステム変更に伴う費用でございます。 

 以上です。 

 

福祉課長  ３目高齢者福祉費２３万７，０００円の補正を計上しております。 

 説明欄、高齢者福祉一般事務費において、報償費、記念品代で１０万３，０

００円の減額です。感染対策として敬老会を中止し、記念品を配付しなかった

ことによるものです。 

 敬老祝い金１９万円の減額で、敬老祝い金配付実績に基づく不用額です。 

 老人保護措置費３０万円の補正で、措置施設変更に伴い措置費が増額となっ

たためです。 

 高齢者の在宅生活支援事業において、介護用品、紙おむつ等給付サービス事

業２３万円の補正で、利用者増によるものです。 

 ５目障害者福祉費２，２３９万円の補正を計上しております。 

 説明欄、障害者生活支援事業において１３０万５，０００円の減額でござい

ます。 

 手話講座委託料５７万２，０００円の減額及び要約筆記講座業務委託料１１

万５，０００円の減額及び障害者スポーツ大会補助金１１万８，０００円の減

額につきましては、コロナウイルス感染防止のため事業を中止したことにより

不用額を減額するものです。 

 重度障害者等日常生活用具給付等事業５０万円の減額は、実績見込みにより

減額するものです。 

 障害者自立支援事業において、障害支援認定区分認定審査会委員報酬１７万

円の減額及び障害区分認定調査業務委託料１４万円の減額については、コロナ

感染防止のため審査会及び認定調査を中止したことにより不用額を減額するも
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のです。 

 自立支援給付費２，４００万円の補正です。障害児の給付対象者、利用件数

の増加に伴い、増額を計上しております。 

 償還金、障害児入所給付費等負担金返還金５，０００円は、障害児入所給付

費等負担金の実績が確定し、返還が生じたため補正するものです。 

 以上でございます。 

 

こども未来課長  ６目こども医療対策費１，２００万円の減額補正を計上し

ております。 

 右側説明欄でご説明いたします。 

 こども医療対策費において、扶助費、こども医療助成金１，２００万円の減

額は、当初の見込みよりも医療費の不用額が見込まれるためでございます。 

 次のページをお開きください。 

 ７目重度障害者医療対策費２５４万円の減額補正を計上しております。 

 右側説明欄でご説明いたします。 

 重度障害者医療対策費において、扶助費、障害者医療費助成金４００万円の

減額は、医療費の実績による不用額が見込まれるためでございます。 

 償還金利子及び割引料、前年度重度障害者医療費補助金返還金１４６万円は、

国県費補助金の確定による返還金でございます。 

 ８目ひとり親家庭等医療対策費１４０万５，０００円の補正を計上しており

ます。 

 右側説明欄でご説明いたします。 

 ひとり親家庭等医療対策費において、扶助費、ひとり親家庭等医療費助成金

１１０万円は、医療費の実績による不用額が見込まれるためでございます。 
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 償還金利子及び割引料、前年度ひとり親家庭等医療費補助金返還金３０万５，

０００円は、国県費補助金の確定による返還金でございます。 

 ９目養育医療対策費３２万３，０００円の補正を計上しております。 

 右側説明欄でご説明いたします。 

 養育医療対策費において、扶助費、未熟児養育医療費助成金２０万円は、医

療費の実績による不足額が見込まれるためでございます。 

 償還金利子及び割引料、前年度未熟児医療費負担金返還金１２万３，０００

円は、国県費負担金の確定による返還金でございます。 

 以上でございます。 

 

健康課長  １０目国民健康保険費３２１万７，０００円の減額補正を計上し

ています。繰出金の額が確定したことにより減額するものです。 

 説明欄、国民健康保険特別会計繰出金において、保険基盤安定繰出金９９万

７，０００円の減額です。 

 財政安定化支援事業繰出金２２２万円の減額です。 

 １１目健康福祉センター費１，９９５万２，０００円の減額補正を計上して

います。 

 説明欄、健康福祉センター事業において、委託料、指定管理委託料１２１万

４，０００円の減額につきましては、源泉ポンプ購入に伴う減価償却費用が４

４万５，０００円減額となり、また、アクアスポーツクラブがコロナ感染対策

のため休業したことなどによる健康福祉棟の電気代が４５万３，０００円減額

となったこと。また、健康福祉棟の空調機器更新工事により空調機器保守点検

３１万６，０００円が不要になったことによる減額、合計１２１万４，０００

円については変更契約を締結し、候補者から返還されることによる減額です。 
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 工事請負費、健康福祉センター工事１，７９２万１，０００円の減額及び委

託料、管理業務委託料４１万５，０００円の減額は、健康福祉棟空調機器更新

工事に伴う工事請負費及び管理業務委託料の不用額でございます。 

 備品購入費４０万２，０００円の減額は、健康棟にトレッドミル２台を購入

したその不用額でございます。 

 ３９ページ、４０ページをお願いします。 

 １２目介護保険費２９９万円の補正を計上しております。 

 説明欄、介護保険費において、介護保険広域連合負担金５８４万円、介護保

険料軽減負担金３万５，０００円の補正です。介護保険給付費等の実績見込み

により負担金が確定したことにより補正を行うものです。 

 介護予防・日常生活支援総合事業においては、いずれも新型コロナ感染防止

のため事業を中止したことなどにより不用額を減額するものです。 

 訪問型サービス委託料２９万６，０００円の減額で、通所サービス委託料１

６３万１，０００円の減額、一般介護予防事業委託料７２万円の減額でござい

ます。 

 包括的支援事業においては、認知症カフェ委託料２３万８，０００円の減額

で、実施回数減によるものです。 

 １６目後期高齢者医療費６７７万１，０００円の減額でございます。 

 説明欄、後期高齢者医療費において、後期高齢者特別会計事務費繰出金４２

万９，０００円の減額。同じく保険基盤安定繰出金６３４万２，０００円の減

額です。事務費及び保険基盤安定繰出金の確定によるものです。 

 以上でございます。 

 

こども未来課長  １８目妊婦応援臨時特別給付金４９万円の減額補正を計上
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しております。 

 右側説明欄でご説明いたします。 

 新型ウイルス感染症対策事業において、負担金補助及び交付金、妊婦応援臨

時特別給付金４９万円の減額は、実績による不用額が見込まれるためでござい

ます。３月末までに出産及び予定の母親８７名に対し既に支給を行っていると

ころでございます。 

 次をお開き下さい。 

 ２項児童福祉費、２目児童福祉費１５９万円の補正を計上しております。 

 内容につきましては、右側説明欄の事業ごとにご説明いたします。 

 保育所等運営費において、委託料、運営委託料２，０００万円の減額は、私

立保育園の運営費に当たり、実績による不用額が見込まれるためでございます。 

 扶助費、施設型給付費１，７５６万３，０００円は、認定こども園及び小規

模保育所の給付費に当たり、入所児童数の変動及び施設ごとの給付費の加算状

況の変化に伴い増額となるものでございます。 

 償還金利子及び割引料、前年度子どものための教育・保育給付費負担金返還

金２７６万８，０００円は、前年度の事業負担の過年度分確定による返還金で

ございます。 

 多様な保育事業において、負担金補助及び交付金、大木町障害児保育事業補

助金は３００万円の減額です。保育施設からの申請後の不用額として計上して

おります。 

 償還金及び割引料、前年度子ども・子育て支援交付金返還金は２０１万６，

０００円となり、前年度事業負担金の過年度分確定による返還金でございます。 

 保育士確保、質の強化事業において、負担金及び交付金、保育体制強化事業

補助金１０８万円、保育士雇上強化事業補助金７０万円、保育士就職促進事業
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費補助金５０万円のそれぞれの減額は、町内保育所施設からの申請後の不用額

として見込まれ、また、保育士雇上支援事業費補助金については、申請により

予算が不足することから６４万８，０００円をお願いするものでございます。 

 償還金利子及び割引料、前年度保育対策総合支援事業費補助金返還金３２万

２，０００円は、前年度事業費補助金の過年度分確定による返還金でございま

す。 

 学童保育所運営事業において、償還金利子及び割引料、前年度子ども・子育

て支援交付金返還金２９３万１，０００円は、前年度事業費補助金の過年度分

確定による返還金でございます。 

 子育て支援拠点事業において、償還金利子及び割引料、前年度子ども・子育

て支援交付金返還金５０万１，０００円は、前年度事業費補助金の過年度分確

定による返還金でございます。 

 児童虐待防止事業において、償還金利子及び割引料、前年度子ども・子育て

支援交付金返還金１２万１，０００円は、前年度事業費補助金の過年度分確定

による返還金でございます。 

 ３目児童福祉施設費２３７万５，０００円の減額補正を計上しております。 

 次のページをお願いいたします。 

 内容につきましては、右側説明欄の事業ごとにご説明いたします。 

 児童福祉施設費において、工事請負費、大溝保育園施設整備工事費８０万円

の減額は、園児用のトイレの改修工事の残となります。 

 大溝保育園運営委託事業において、役務費、通信運搬費１万２，０００円は、

電話料不足が生じることからお願いするものでございます。 

 使用料及び賃借料、ＩＣＴ保育業務支援システム使用料１７万７，０００円、

ＩＣＴ保育業務支援機器リース料７万６，０００円をそれぞれ減額するもので
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ございます。これは、既に町内の私立保育園などにおいて、国が行うＩＣＴ化

の推進事業を活用し、保育現場の事務軽減、効率化を図るため、ＩＣＴ保育業

務支援システムの導入を済ませているところでございます。今年度、大溝保育

園においても同システムを導入し、１２月から運行を開始しているところでご

ざいます。システム使用料の減額につきましては、入札した結果、使用料が確

定したこと、さらにトライアウトの無料期間のため不用額が生じたためでござ

います。また、支援機器リース料につきましては、支援システム用関連備品の

予算で機器の購入を行ったためでございます。 

 ４目児童措置費１，００８万円の減額補正を計上しております。 

 内容につきましては、右側説明欄においてご説明いたします。 

 児童手当事業において、扶助費１，００８万円の減額は、児童手当の支給対

象児童の見込数の減により不用額が見込まれるためでございます。 

 ５目子育て世帯臨時特別給付金３８万４，０００円の減額補正を計上してお

ります。 

 内容につきましては、右側説明欄においてご説明いたします。 

 子育て世帯臨時特別給付金事業において、負担金補助及び交付金、子育て世

帯臨時特別給付金１５万円の減額は、給付対象児童の見込数の減により不用額

が生じたためでございます。 

 以上でございます。 

 

健康課長  ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費５４万１，０

００円の減額補正を計上しております。 

 説明欄、保健衛生総務費においては、救急医療週間負担金６万円の減額で、

今年度、コロナ感染防止のため事業全体を中止したためでございます。 
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 ４５ページ、４６ページをお願いします。 

 ２目予防費３，４１３万７，０００円の補正を計上しております。 

 説明欄、予防接種事業においては２通りあります。１つが通常の予防接種事

業補正予算６２７万１，０００円の減額と２つ目が新型コロナワクチン接種を

行うための事業４，０４０万８，０００円があります。１つ目の通常の予防接

種事業補正予算として役務費、風疹予防接種国保連合会手数料１９万５，００

０円の減額は、成人男性の風疹予防接種に係る国保連合会に支払う手数料の不

用額です。 

 委託料、予防接種事業委託料６００万円の減額は、子供の出生数減少により

５００万円の減額です。風疹予防接種などコロナ感染症等に伴い接種控えが生

じたことによる４００万円の減。また、高齢者のインフルエンザ予防接種は、

自己負担額を福岡県が負担することにより接種者が例年高齢者の４割から７割

ということで、接種者増に伴う３００万円の増額。それで、相殺して６００万

円を減額するものです。 

 負担金、麻疹・風疹予防接種助成金７万７，０００円の減額です。妊婦とそ

の家族に行う風疹予防接種助成金の見込みによる減額です。 

 償還金、感染症予防事業過年度返還金１，０００円で、感染症予防事業の補

助金額が確定したことによる返還金です。 

 次に、新型コロナウイルスワクチン接種を行うための事業予算として、報酬、

健康被害調査委員報酬７万円は、健康被害が発生した場合の調査委員会を開催

する際の委員報酬でございます。報償費、健康被害調査謝金１２万円は、健康

被害が発生した場合の被害調査を行うための弁護士や専門家等の謝金でござい

ます。 

 需用費、消耗品費５５万円です。役務費、ワクチン町外接種国保連合会手数
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料１２０万円は、町外の医療機関で接種した場合、医療機関から国保連合会を

通して請求する際に町が国保連合会に支払う手数料でございます。 

 委託料、ワクチン接種体制確保事業委託料３，７８０万８，０００円は、ワ

クチン接種体制を整備するため、コールセンターや接種データの入力、ワクチ

ンの各医療機関への配送及び接種体制の構築などを委託するものです。４月以

降、高齢者を対象に町内１０医療機関で個別接種により実施する計画です。 

 備品購入費、新型コロナワクチン接種備品６６万円は、接種体制の整備を行

うための備品購入費です。 

 なお、コロナワクチン接種事業につきましては、全額国費で賄われるように

なっております。 

 ３目健康増進事業６１３万６，０００円の減額補正を計上しております。 

 説明欄、健康増進事業においては、需用費、消耗品１３万円の減額。健診事

業等の事務用品などの予算残額です。同じく、印刷製本費２５万２，０００円

の減額は、３月に配布していた健康ガイドブックを４月以降に配布するため予

算を減額するものです。 

 委託料、各種健診等委託料５５０万４，０００円の減額でございます。今年

度はコロナウイルス感染防止対策として春の集団健診を中止したことにより、

受信者が減ったことから実績により減額するものです。 

 使用料、測定機器借上料５万円の減額は、さるこいフェスタで簡易検査機器

を借り上げる計画でしたが、中止により減額するものです。 

 負担金２０万円の減額補正でございます。精密検査等の実施の実績見込みに

より不用額を減額するものです。 

 以上でございます。 
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こども未来課長  ４目母子保健事業１７０万３，０００円の補正を計上して

おります。 

 内容につきましては、右側説明欄においてご説明いたします。 

 母子保健事業において、償還金利子及び割引料、母子保健衛生費補助金１７

０万３，０００円は、過年度分確定による返還金でございます。 

 以上でございます。 

 

健康課長  ５目介護予防・日常生活支援総合事業８３万円の減額補正を計上

しております。 

 説明欄、介護予防・日常生活支援総合事業においては、需要額、消耗品費４

万円の減額は、感染対策として事業が縮小したことによる不用額でございます。 

 委託料、出前講座委託料２９万円の減額及びアクアス大喜楽サロン委託料５

０万円の減額は、コロナウイルス感染症感染防止のため中止した回数による不

用額です。 

 ４７ページ、４８ページをお願いします。 

 ６目やすらぎ苑管理費９２万１，０００円の減額補正を計上しております。 

 説明欄、やすらぎ苑管理費においては、需用費、修繕料４８万円の減額は、

今年度、火葬炉内台車・耐火物工事等を実施し、不用見込額を減額するもので

す。 

 委託料、電気保安管理委託料４万５，０００円の減額で、３年間の長期継続

契約入札により不用額を減額するものです。工事請負費、火葬炉修繕工事３９

万６，０００円の減額です。火葬炉１号炉の全面積替え工事の不用額です。 

 以上でございます。 
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環境課長  ７目環境衛生費５３万９，０００円の減額補正を計上しておりま

す。環境保全対策事業において、検査測定業務委託料５３万９，０００円の減

額は、堀や河川等の水質検査測定業務委託料の入札残です。 

 ８目地球温暖化対策事業費１６４万７，０００円の減額補正を計上しており

ます。地球温暖化対策事業において、アドバイザー謝金２万６，０００円及び

町民会議委員報償費４万８，０００円の減額は、このたび採択された脱炭素地

域づくりモデル事業において、委託事業者から支出することになったことによ

るものです。 

 地球温暖化防止対策支援事業支援補助金１５７万３，０００円の減額は、当

初計上していた電気自動車充給電システムＶ２Ｈ機器設置補助に対して応募が

なかったことなどによるものです。 

 次に、９目合併処理浄化槽推進事業費で１，１８９万６，０００円の減額補

正を計上しております。浄化槽設置推進事業において、合併処理浄化槽維持管

理協会補助金２５１万４，０００円の減額は、予定していた嘱託職員を雇用で

きなかったことなどによるものです。また、合併処理浄化槽設置補助金につい

ては、浄化槽の設置申請が当初見込みを下回ったため、９３８万２，０００円

を減額するものです。 

 次に、１０目気候非常事態宣言推進事業３００万円の減額補正を計上してお

ります。新型コロナウイルス感染症対策事業において、地球温暖化防止対策支

援補助金３００万円の減額は、再生エネルギー１００％の暮らしをパイロット

的かつモデル的に取り組んでもらう世帯に対し補助金を交付するための費用を

計上しておりましたが、申請がなかったことから減額するものです。 

 次に、２項清掃費、１目塵芥処理費１７４万９，０００円の減額補正を計上

しております。塵芥処理費において、需用費１６１万４，０００円の減額は、
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ごみ袋印刷代の入札残です。委託料５万６，０００円の減額は、大川清掃セン

ター焼却処理委託料の確定によるものです。負担金７万９，０００円の減額は、

八女西部広域事務負担金額の変更に伴うものです。 

 次のページをお願いいたします。 

 次に、もったいない宣言推進事業費５０５万円の減額補正を計上しておりま

す。もったいない宣言推進事業費において、リサイクル事業報償金３０万円の

減額は、コロナ禍により小学校の資源回収事業が実施できなかったことによる

ものです。 

 普通旅費２２万円の減額は、徳島県上勝町で計画されていた地球環境を考え

る自治体サミットがコロナ禍で開催されなかったことによるものです。 

 需用費、水切りバケツ等消耗品２７万円の減額は、入札残などによるもので、

環境学習ワークブック印刷製本費２７万５，０００円は、事業内容とより整合

を図るため今年度は作成せず、令和３年度にスライドして作成することになっ

たことにより減額するものです。 

 委託料、塵芥収集処理業務委託料３９万９，０００円の減額は、シルバー人

材センターに委託している高齢者ごみ出しサポート事業が当初見込みより少な

かったことなどによるものです。システム開発導入委託料５万５，０００円は、

当初専用のごみ分別アプリを導入することとしておりましたが、コロナ対策で

導入することになったＬＩＮＥ公式アカウントの中で同等の機能ができること

となったことから減額するものです。 

 使用料の自動車借上料３万６，０００円の減額は、先ほど説明いたしました

地球環境を考える自治体サミットが開催されなかったことによるものです。地

域資源ごみ回収ボックスリース料３万円の減額は、当初見込みより設置箇所数

が少なかったことによるものです。アプリ使用料１５万９，０００円は、先ほ
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どもご説明いたしましたＬＩＮＥ公式アカウントで取り組んだことにより減額

するものです。 

 地球環境を考える自治体サミット負担金１万円の減額は、これも先ほどご説

明しました同サミットが開催されなかったことによるものです。 

 次に、環境プラザ・バイオマスセンター運営事業において、指定管理料２２

９万４，０００円は、環境プラザ及び循環センターの管理料精算により、それ

ぞれ１１９万１，０００円、１１０万３，０００円を減額したことによるもの

です。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策事業において、車両購入費１００万２，

０００円の減額は、循環センターに備える生ごみたる収集運搬車両購入に係る

入札残によるものです。 

 以上です。 

 

会計課長  ３項上水道費、１目上水道施設費１，４５０万円の減額補正を計

上しています。 

 内容については、右側説明欄のとおり、上水道施設費において、町水道事業

への一般会計よりの出資金の額が確定したことにより同額を減額するものです。 

 以上です。 

 

議長  ここで、１款議会費より４款衛生費まで質疑を行います。 

 質疑ございませんか。１番、馬場高志議員。ページ数をお知らせください。 

 

馬場高志議員  ３つほど質問があるんですけれども、順番に追って質問して

いきたいと思います。 
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 １つ目、４７ページの気候非常事態宣言推進事業費というところで、これは

９月の議会の中で諮った分だと思うんですけれども、１，０００万ほどですね。

たしかそのとき町長の答弁で二酸化炭素の排出量を検査して町の計画に使って

いくということだったと思うんですけれども、これは現状どうなっているのか

を教えていただきたいです。 

 

議長  まず１点そこですか。 

 じゃ、答弁を許します。野田環境課長。 

 

環境課長  ご質問にお答えいたします。 

 ９月補正で１，０００万円の委託料として計上しておりました脱炭素社会に

向けたロードマップの作成業務の委託料ですけれども、一応、今月いっぱいに

取りあえず委託業者のほうから報告書を受け取っております。 

 それで、３月１０日までに補助金を交付して、交付先であります環境省の外

郭団体のほうに最終的には報告書を提出するというようなところまで、今、工

程が進んでおります。 

 以上です。 

 

議長  暫時休憩します。 

 

 

休憩      時  分 

再開      時  分 
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議長  答弁を許します。野田環境課長。 

 

環境課長  今回、減額補正しています３００万円については、先ほどもご説

明しましたとおり、再生可能エネルギー１００％の暮らしをモデル的に取り組

んでもらう世帯に対して、電気自動車と太陽光発電とＶ２Ｈ、３点セットをそ

ろえたところに補助金を交付するということに対しては、申込みはなかったと

いうことで全額減額補正をさせていただいております。 

 以上です。 

 

議長  じゃ、２点目、馬場高志議員。 

 

馬場高志議員  今の１，０００万の件については、粛々と進んでいるという

ことで理解しておきました。ありがとうございます。 

 ２つ目の質問ですけれども、２８ページの広報広聴事業の委託料の中で、ま

ちの魅力発信動画作成委託料ということで、これは１００万、ＷＡＫＫＡのほ

うが実際受け持っておったということで減額ということなんですけれども、私

が確認している範囲だとユーチューブのほうでＷＡＫＫＡさんのアカウントで

公開されていたかと思います。現在１，６００ぐらいやったかな、見ていらっ

しゃるということで、結構見ているなという感想です。 

 ただ、もともとこの提案があったときが、たしか筑後のソフトバンクの野球

場のほうに映像として出したいとか、そういう話があったんですが、実際そう

いうのは現状コロナ禍でできなかったのか、もしくは、今後、野球場もしくは

ほかの媒体を使って、この動画を使っていくのか、その辺をお伺いしたくお願
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いします。 

 

議長  こちらも答弁を許します。野田企画課長。 

 

企画課長  ご質問にお答えいたします。 

 馬場議員ご指摘のとおり、一応活用については、一つ想定していたものにつ

いては、いわゆるソフトバンクのところで、筑後７国が順番でＰＲする機会が

あるというところで、ほとんどの市町が５分程度のＰＲ動画をスクリーンのほ

うで流すということで、うちの町についてもぜひそういったものに活用してい

こうということで、当初そういう目的にしておりましたけれども、ご指摘のと

おり、コロナ禍でそういったイベントが開催できていなかったということで、

実際にそういった公の場でこのＰＲ動画を使ったのは、今のところ実績はござ

いません。 

 今後、あらゆる機会に、例えば、この前、地球温暖化のウェブ上でのシンポ

ジウムみたいなことをしたときには、空き時間とかにそれを使わせていただい

たりとか、そういったところで、いろんな場面で、５分程度ですので、活用で

きるようなこともしっかり今後考えていきたいというふうには思っています。 

 以上です。 

 

議長  １番、馬場高志議員。 

 

馬場高志議員  分かりました。 

 一応、費用もせっかくかけていただいたので、元を取るといったらおかしい

ですけれども、いろんな手段で使っていただければなというふうに思います。 
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 じゃ、３つ目、同じ２８ページなんですけれども、その１つ上の情報通信網

整備維持管理、くーみんの中で放送するやつをやらなかったということなんで

すけれども、私も一回、ちょっとくーみんを取ってないんであれですけれども、

イオンのコーナーのところで見ることができたんで、一回見たんですけれども、

これは本当に皆さん、これだけ費用をかけて見ていらっしゃる方がいるのかと

いう、費用対価も含めて、ちょっと疑問に思ったのと、提案としては、現状、

高齢者の方は結構広報紙のほうはよく見ていらっしゃいますし、若年層におい

ては、広報は見ていないけれども、テレビも見ないという方が多いので、なか

なか目に届きにくいんじゃないかなというふうに思っていて、せっかく先ほど

言った動画、ＷＡＫＫＡさんがユーチューブで上げていらっしゃるとかがあっ

たので、ＷＡＫＫＡさんでこういう動画を業者さん任せじゃなくて独自に作っ

てユーチューブに上げるだけでも、これだけ１，６００人とか見ていらっしゃ

る方がいるのであれば、そっちのほうが費用対効果はいいんじゃないかと思っ

た次第ですが、いかがでしょうか。 

 

議長  答弁を許します。野田企画課長。 

 

企画課長  ご質問にお答えいたします。 

 この地域情報番組の制作については、そもそも目的については、町のほうで

公設民営で高速情報通信網を整備した関係で、加入率を上げていくということ

が一つの目的でございました。なるべくこういった地域に密着した情報を番組

で提供することを通して加入してもらおうということで、この事業を進めてき

たところでございます。 

 今回は、この事業については、半分をスポンサー、いわゆる町内企業さんに
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持っていただいて、町内企業のＰＲも含めて、この番組を制作しておりました。

ご説明したとおり、コロナ禍で、いろんな動画にする番組を作る上での素材が

なかなかできないということで、今回は実施しておりませんが、一応、来年度

以降については光も整備されますので、今後については、またくーみんとしっ

かり協議をさせていただいて取り組むかどうかについては考えていきたいとい

うふうに思っています。 

 以上です。 

 

議長  よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。２番、野口裕子議員。 

 

野口裕子議員  ２６ページの真ん中辺りの戸建て住宅耐震改修補助金と、同

じようにブロック塀のがありましたよね。そちらのほうが、申請がなかったか

ら残っているということだったですかね。やっぱりちょっと、この間もまた地

震があったり、町の防災意識が低い可能性もあるんじゃないかなと思うんです

けれども、そのあたりの申請の方法なりＰＲを教えていただきたいと思います。 

 

 

議長  それでは、まず木造戸建て耐震化改修補助金について、答弁を許しま

す。池末総務課長。 

 

総務課長  野口議員のご質問にお答えいたします。 

 戸建ての耐震化の補助金、発生予算として計上しておりますが、なかなか申

請が近年あっておりません。その周知方法について、少しその点がどうなのか



127 

というようなご指摘かと思いますので、この点については、できるだけこうい

う補助金がありますというようなことについては周知をしていきたいというふ

うに思います。 

 ブロック塀等の補助金についても同様かと思いますので、できるだけ周知に

努めていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

議長  ２番、野口裕子議員。 

 

野口裕子議員  なかなか、おたくの家はとか、このブロック塀はということ

で、お伝えすることは難しいと思うんですけれども、声を拾うことは大事だと

思うんです。 

 実はブロック塀は大阪の地震で子供さんが亡くなってということから県の事

業として取り上げられたと思うんですけれども、町のほうの取組がちょっと私

は遅かったと思うんです。正直な話、うちの実家がちょっと傾いていたので、

すぐ壊したほうがいいよということで、助成の申請が始まる前に壊して、もう

建て直してしまっていて、そういうところもあると思うんです。 

 逆に、申請を知らずに待ってあるというか、できるときを待たれる人もいら

っしゃるでしょうけれども、実家の場合は、前もって事業が始まる前にしたも

のですから、助成できなかった。前の写真も出さなくちゃいけないとか、認定

されなくちゃいけないので、前もってということはできないんですけれども、

そういう自主的に取り組んだところとかもあったりすれば、その期間を前倒し

されても、いつからとかじゃなくて、ブロック塀の話ですけれども、そういう

何か町の姿勢もあってもいいかなと思うんです。 
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 自主的に事業が始まる前にも、自分のところで危ないかなと思ったとき、そ

ういう対処をされたところに対しては、方法もあってもいいかなという、そう

いう見方ですね。今後、そういう形も取られてはいかがかなと思います。よろ

しく検討をお願いいたします。 

 

議長  答弁を許します。荒巻建設水道課長。 

 

建設水道課長  野口議員の質問にお答えいたします。 

 このブロック塀撤去促進事業につきましては、先ほど言われたように、地震

によって、たしかお子様が通学中に亡くなって、それから出てきた事業でござ

いますけれども、その際に福岡県において本町についても一斉の緊急点検を実

施しております。現状のところでは、現在、このブロック塀撤去補助というの

が、これは国の補助金になるんですけれども、国の補助金の要綱でいきますと、

例えば通学路であることとか、高さについて何メーター以上ないといけないと

か、あと傾きについても、どれ以上傾いていないと対象にならないとか、一応

そういった基準の中でございますので、全てのブロック塀について、老朽化し

たものを例えば撤去したり改修したりするときに全て補助を出すというような

内容のものとは、ちょっと違っております。 

 現状としては、現在の大木町、本町の状況では、おおむね補助ができるとこ

ろについては、福岡県と本町でお声かけをして、一応解消している状況でござ

います。ただ、補助のメニューとしてはございますので、こういった形で毎年

予算については準備をさせていただいているところです。 

 以上でございます。 
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議長  野口議員。 

 

野口裕子議員  ということは、今現在、該当するようなお宅はないというこ

とでよろしいんですか。でも、取りあえず事業があるので計上している事業と

いうことですか。ありがとうございます。 

 

議長  ほかに質疑ございますか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。 

 引き続き、４９ページ、６款農林水産業費より最後１０款教育費まで、順次

説明を願います。広松産業振興課長。 

 

産業振興課長  ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費で７７万

８，０００円の減額補正の予算を計上しています。 

 右側説明欄、農業委員会費、農業委員報酬７万３，０００円は、委員１名に

欠員が生じたことから、その期間に支払う報酬分を減額したものでございます。 

 費用弁償４４万円の減額は、新型コロナ感染症の影響に伴い、委員会会長全

国大会及び各委員を対象としました研修会の中止などに伴い、費用弁償が不要

となったことから行うもの、また、普通旅費６万５，０００円の減額は、職員

研修及び会議出席に係る旅費として計上しておりましたが、新型コロナ感染症

の影響に伴い中止されたことによるものでございます。 

 使用料の駐車場使用料１万円、通行料２万円及び自動車借上料１７万円の減



130 

額は、委員の視察研修時の費用として予算計上しておりましたが、視察研修も

中止せざるを得ない状況になりました。 

 次のページをお開きください。 

 ３目農業振興費で１，２５５万３，０００円の減額補正の予算を計上してい

ます。 

 右側説明欄、土地利用型農業振興事業の報償費４万２，０００円の減額は、

人・農地プラン検討会３回を予定し、その報償費として計上していましたが、

コロナ禍の状況により２回の開催となることから減額しております。 

 スマート農業推進強化事業補助金２０８万５，０００円の減額は、事業費の

確定に伴うもの、また、担い手の農地集積対策事業補助金２８万２，０００円

は、福岡県より農地集積交付金の割当内示を受け、予算を計上するものでござ

います。 

 環境保全型農業直接支払対策交付金４７万６，０００円の減額は、計画変更

に伴うもの、また、多面的機能支払交付金５３１万２，０００円の減額は、福

岡県より交付される当初見込分を下回る額の交付金決定となったことからお願

いするものでございます。 

 水田農業担い手機械導入支援事業５４万円の減額は、事業費の確定に伴うも

のでございます。 

 農業担い手支援事業の需用費１１万円の減額は、新規就農希望者などの相談

用としてパンフレット作成を予定しておりましたが、在庫も残っており、未実

施としております。 

 利子補給補助金２７万円の減額は、借入金の減少により利子補給額が減少し

たものでございます。 

 新規就農者移住定住促進事業費補助金２８０万円の減額は、当初計画時の事
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業申請より少ない事業申請となったことによる減額、また、新規就農者機械共

同利用支援事業補助金１００万円の減額は、今年度の事業申請がなく不用額と

なったものでございます。 

 施設園芸労働環境改善支援事業２０万円の減額は、当初計画時の事業申請よ

り少ない事業申請となったことによる減額補正でございます。 

 以上でございます。 

 

建設水道課長  ５目農地費２８万円の減額補正を計上しています。説明欄の

とおり、同事業において工事請負費、舗装工事２８万円の減額は、農村環境整

備事業の舗装工事の入札差金等による不用見込額です。 

 以上です。 

 

産業振興課長  ７目土地改良費で８万４，０００円の補正予算を計上してい

ます。 

 右側説明欄、土地改良施設維持管理事業の事業負担金は、基幹水利施設管理

事業費の確定に伴い負担金の増額補正をお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

 

建設水道課長  ９目クリーク管理保全対策費２，５０８万５，０００円の減

額補正を計上しています。説明欄のとおり、同事業において役務費、保険料１

０万５，０００円の減額は、樋管・扉体管理人の傷害保険料の不用見込額です。 

 委託料、調査業務委託料１３２万円の減額は、水路工事に伴う建物事前調査

の業務委託料の入札差金等による不用見込額です。 

 塵芥収集処理業務委託料４０万円の減額は、伐採樹木等の処理委託料の不用
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見込額です。 

 水路施設維持管理委託料１５０万円の減額は、機械賃貸借等の不用見込額で

す。 

 工事請負費、水路整備工事１，５８０万円の減額は、優先順位基準について

再評価したことのほか、水路補修工事及び国営水路フェンス設置工事等の入札

差金等による不用見込額です。 

 原材料費、水路補修材料代２００万円の減額は、木柵等の支給材料代の不用

見込額です。 

 備品購入費、機械工具類購入費３９６万円の減額は、自走式木材粉砕機につ

いて、作業の安全性や粉砕機の故障及び長期的なメンテナンス等の経済性など

総合的に検証し、委託業務として見直したためです。リサイクル処理施設に持

ち込むケースも含め、現状を判断し、今後、対応していく予定です。 

 ５３、５４ページをお開きください。 

 １０目農地整備費８６０万円の減額補正を計上しています。説明欄のとおり、

同事業において負担金補助及び交付金８６０万円の減額は、次期水路整備の計

画であります県営農村振興整備事業の実施計画負担金の不用見込額です。 

 以上です。 

 

産業振興課長  １３目施設園芸型農業振興事業で５，１１８万円の減額補正

をお願いしています。 

 右側説明欄、施設園芸型農業振興事業の活力ある高収益型園芸産地育成事業

補助金４，８４７万８，０００円の減額は、福岡県補助事業として、その一部

が未採択とされたことなどによるものでございます。 

 園芸産地労働力代替緊急支援事業７３万５，０００円の減額は、事業費の確
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定によるもの、また、被災園芸産地改植等支援事業１１７万３，０００円は、

福岡県より事業採択を受けたことから予算を計上するものでございます。 

 大木町産地パワーアップ事業費補助金３１４万円の減額は、事業費の確定に

よるものでございます。 

 続きまして、７款商工費、１項商工費、２目商工振興費で１，５６１万９，

０００円の減額補正の予算を計上しています。 右側説明欄、商工振興事業の

魅力ある観光商品づくり事業２２万１，０００円の減額は、久留米広域圏で実

施されています久留米まち旅に係る負担金で、コロナ禍の中、本町においては、

イベント実施は中止をしてございます。 

 大会イベント補助金１５０万円の減額は、堀んぴっく及び農業まつりの中止

に伴うものでございます。 

 利子補給補助金４８２万２，０００円の減額は、中小企業融資預託金利子補

給として額の確定により減額補正をするものでございます。 

 信用保証料補給補助金７００万円の減額は、新型コロナ感染症拡大に伴う対

策として、町の預託金、融資制度を活用して融資を受けられました事業者の保

証料の全額を助成する補助金を創設いたしまして実施をしておりますが、これ

までの融資実績及び今後の見込額を勘案し減額するものでございます。 

 新型コロナ感染症拡大対策事業の補助金２０７万６，０００円は、町内飲食

店等の事業継続を応援するため実施しましたテイクアウト・デリバリー支援事

業の確定に伴う減額でございます。 

 ４目地方創生費で５４０万円の減額補正の予算を計上しています。この減額

補正は、地方創生費大木町地域創造交流センター事業推進委託料としてプロジ

ェクトマネジャーに係る人件費等でございますが、１名の欠員が生じたことか

ら補正をお願いするものでございます。 
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 以上でございます。 

 

建設水道課長  ５５、５６ページをお開きください。 

 ８款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費２０９万２，０００円の

減額補正を計上しております。人件費につきましては、説明を省略させていた

だきます。 

 説明欄、道路橋梁総務費において、負担金補助及び交付金、期成会負担金１

４万６，０００円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う負担金の

減額による不用見込額です。 

 ２目道路維持費２，７３６万円の減額補正を計上しています。説明欄のとお

り、同事業において、委託料、道路施設維持管理委託料５０万円の減額は、機

械賃貸借等の不用見込額です。 

 使用料及び賃借料、機械借上料３６万円の減額は、路面及び道路施設等の補

修に使用する機械借上料の不用見込額です。 

 工事請負費、舗装工事２，５００万円の減額は、国の交付金を活用し、次年

度以降の実施に見直したこと、舗装補修工法の変更並びに入札差金等による不

用見込額です。 

 原材料費、道路補修材料費１５０万円の減額は、路面及び道路施設等の補修

に使用する材料費の不用見込額です。 

 ３目道路新設改良費３，５５７万６，０００円の減額補正を計上しておりま

す。説明欄のとおり、道路新設改良費において役務費、手数料１５万円の減額

は、不動産鑑定料の不用見込額です。 

 自転車歩行者道整備事業において、交付金事業の採択率が約７割と低かった

ことから、交付金の枠内で事業内容を見直し、翌年度事業へ変更するなど調整
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を行い、委託料、補償算定業務委託料９３万円の減額、工事請負費、自転車歩

行者道整備工事１，４００万円の減額、公有財産購入費、道路用地購入費３０

２万円の減額、補償補塡及び賠償金、物件解体等補償費１，３７０万円の減額

は、各費目とも調整した結果の不用見込額です。 

 狭隘道路整備等促進事業において、工事請負費、狭隘道路整備工事２５７万

６，０００円の減額は、こちらも交付金事業の採択率が約７割と低かったこと

から、交付金の枠内で事業内容を見直したことによる不用見込額です。 

 未就学児等交通安全対策事業において、工事請負費、交通安全施設工事１２

０万円の減額は、入札差金等による不用見込額です。 

 ５７、５８ページをお願いします。 

 ４目橋梁長寿命化点検修繕事業費１５０万円の減額補正を計上しております。

説明欄のとおり、同事業費において、負担金補助及び交付金、工事負担金１５

０万円の減額は、橋梁架け替えに伴う水道管移設工事の負担金の不用見込額で

す。 

 ３項都市計画費、１目公園費３４０万円の減額補正を計上しております。説

明欄のとおり、同事業費において、役務費、看板作成費１０万円の減額は、施

設案内板の不用見込額です。 

 工事請負費、公園施設整備工事２８０万円の減額は、国の補助金を活用し、

次年度以降の実施に見直したことによる不用見込額です。 

 原材料費、公園保全工事費材料代５０万円の減額は、施設の補修材料代の不

用見込額です。 

 ４項住宅費、２目空き家対策費２０６万８，０００円の減額補正を計上して

おります。説明欄のとおり、同事業費において、報酬、空き家等対策協議会委

員報酬６万８，０００円の減額は、委員報酬の不用見込額です。 
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 負担金補助及び交付金、老朽空き家解体補助金２００万円の減額は、補助金

の不用見込額です。 

 以上です。 

 

総務課長  ９款消防費、１項消防費、１目常備消防費２９０万円の減額補正

を計上しております。 

 内容につきましては、説明欄の久留米広域消防本部負担金が額の確定により

減額を行うものです。 

 ２目非常備消防費２５１万２，０００円の減額補正を計上しています。 

 内容につきましては、説明欄の事業で説明いたします。 

 報償費、記念品代７万９，０００円の減額から、以降、次のページにかけて、

原材料、砂代１万８，０００円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響に

より町ポンプ操法大会並びに出初め式が開催できなかったことにより減額する

ものです。 

 車両購入費２９万３，０００円の減額は、小型動力ポンプ付積載車購入費の

入札残です。 

 ３目消防施設費１５万円の減額補正を計上しています。内容につきましては、

説明欄の修繕料の減額ですが、各施設等の修繕必要件数が少なかったことによ

る不用見込額です。 

 以上です。 

 

学校教育課長  １０款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費６，００

０円の減額補正を計上しております。負担金補助及び交付金の同額で、新型コ

ロナウイルス感染症対策により研修会中止によるものです。 
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 ２目事務局費１８６万７，０００円の減額補正を計上しております。 

 右側説明欄の事務局費において、報償費、講師謝金５万円の減額は、新型コ

ロナウイルス感染症対策により教職員研修会が予定どおり開催できなかった不

用見込額です。 

 旅費、普通旅費１０万円の減額は、普通旅費の不用見込額です。 

 委託料、健康診断委託料３０万円の減額は、教職員の健康診断において、別

の制度による人間ドックを受診するなどにより健康診断委託料に不用額が出た

ことによるものです。 

 工事請負費、電気設備工事費１２万円の減額は、総務課の電気自動車購入と

の調整により不用額が出たことによるものです。 

 負担金補助及び交付金、研修等負担金１０万３，０００円の減額は、新型コ

ロナウイルス感染症対策により研修会が中止になった不用額です。 

 ３目教育力向上支援事業費１５３万円の減額補正を計上しております。 

 報償費、学習サポーター謝金５０万円の減額は、中学校学習支援サポーター

に係る謝金に不用額が出たことによるものです。 

 次のページをお願いします。 

 旅費、費用弁償３万円の減額は、小学校費用弁償の不用見込額です。 

 委託料、支援指導員派遣業務委託料１００万円の減額は、ＧＩＧＡスクール

サポーター配置支援委託料の入札により委託料が確定し、不用額が出たことに

よるものです。 

 ４目特別支援教育事業費３万円の減額補正を計上しております。旅費、費用

弁償の同額で、小学校費用弁償の不用見込額です。 

 ５目学校問題相談事業費４０万円の減額補正を計上しております。報償費、

スクールライフサポーターへの謝金の同額で実績により不用見込額でございま
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す。 

 ２項小学校費、１目学校管理費９９万４，０００円の減額補正を計上してお

ります。 

 内容につきましては、右側説明欄の事業ごとに説明いたします。 

 学校管理費、教育総務係において委託料、設計業務委託料５０万円の減額は、

発生予算として小学校の営繕工事の設計監理委託料の不用見込額となっており

ます。 

 工事請負費、学校施設整備工事費２１５万６，０００円の増額は、木佐木小

学校太陽光発電設備に落雷による損傷が判明し、損傷箇所を改修するものです。 

 備品購入費、パソコン購入費３８４万円の減額は、内訳としまして、児童１

人１台のパソコン端末の契約による予算残による５５０万円の減額及び緊急時

における家庭でのオンライン学習環境の整備で１６６万円を増額するものとな

っております。 

 学校管理費、大溝小学校において役務費、通信運搬費１５万円の増額は、Ｇ

ＩＧＡスクール端末整備による回線使用料不足見込額でございます。 

 補償補塡及び賠償金、被害全補償１万円の減額は、不要となったことによる

減額です。 

 学校管理費、木佐木小学校において需用費、消耗品８万円の増額は、感染症

対策に係る消耗品の不足分でございます。 

 需用費、光熱水費３０万円の増額は、新型コロナウイルス感染症対策により

夏休みの授業実施等で当初見込みよりも増大したことによるものです。 

 学校管理費、大莞小学校において需用費、消耗品５万円の増額は、感染症対

策に係る消耗品の不足分でございます。 

 需用費、光熱水費５５万円の増は、新型コロナウイルス感染症対策により夏
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休みの授業実施等で当初見込みよりも増大したことによるものです。 

 役務費、通信運搬費７万円の増額は、ＧＩＧＡスクール端末整備による回線

使用料の不足見込額です。 

 ２目教育振興費８２万円の減額補正をお願いしています。 

 次のページをお願いします。 

 内容につきましては、右側説明欄の事業ごとに説明いたします。 

 教育振興費、教育総務係において負担金補助及び交付金、体験活動補助金２

０万円の減額は、新型コロナウイルス感染症対策で宿泊体験学習バスの不用見

込額でございます。 

 扶助費、就学援助費５０万円の減額は、就学援助に不用額が生じる見込みの

額でございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業において、１２万円の減額補正を計上し

ております。需用費、消耗品の同額で、新型コロナウイルス感染症対策事業で

就学援助の対象者世帯に大木町産米わのめぐみと菜種油わのかおりを配布した

事業の不用額でございます。 

 ３項中学校費、１目学校管理費１６２万８，０００円の減額補正を計上して

おります。 

 内容につきましては、右側説明欄の事業ごとに説明いたします。 

 学校管理費、教育総務係において、委託料につきましては設計監理業務委託

料４０万円の減額で、発生予算として学校の営繕工事の設計監理委託料の不用

見込額でございます。 

 備品購入費、パソコン購入費１７８万円の減額は、内訳としまして生徒１人

１台のパソコン端末の契約による予算残２５０万円の減額と緊急時における家

庭でのオンライン学習環境の整備で７２万円を増額するものでございます。 
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 学校管理費、大木中学校において需用費、光熱費５５万円の増額は、新型コ

ロナウイルス感染症対策により夏休みの授業実施等で当初の見込みよりも増大

したことによるものです。 

 ２目教育振興費６２万９，０００円の減額補正を計上しております。負担金

補助及び交付金で新型コロナウイルス感染症対策により部活動助成金２０万円

と体験活動助成金４２万９，０００円の不用額が生じる見込みであることから

減額するものです。 

 以上でございます。 

 

生涯学習課長  ４項社会教育費、１目社会教育総務費４１万円の減額補正を

計上しております。 

 次のページをお願いいたします。 

 内訳につきましては、右側説明欄の事業ごとにご説明いたします。 

 社会教育総務費において研修等負担金３万円の減額は、参加を予定しており

ました社会教育主事講習が中止されたことにより減額するものです。 

 次に、社会教育事業において研修等負担金８万円の減額は、ＰＴＡが主催す

る家庭教育学級の講師謝金として計上しておりましたが、今回活用がなかった

ため減額するものです。 

 ２目公民館費３２万円の減額補正を計上しております。 

 公民館費において報償費、講師謝金１６万円の減額は、地区お茶の間学級や、

おおぞらセミナー、また各講座の講師謝金として計上しておりましたが、新型

コロナウイルス感染症の影響により、それぞれ実施回数を縮小したため減額す

るものです。 

 次に、文化芸術活動支援事業において、使用料、入場料７万２，０００円の
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減額及び自動車借上料８万８，０００円の減額は、文化芸術鑑賞事業について、

感染症の影響により実施を見送ったことに伴い、施設入場料及びマイクロバス

借上料を減額するものです。 

 ３目青少年育成費１０万円の減額補正を計上しております。 

 青少年育成費において、体験事業委託料１０万円の減額は、通学合宿体験事

業について、感染症の影響により実施を見送ったことに伴い、事業委託料を減

額するものです。 

 ６目生涯学習まちづくり推進費１１９万１，０００円の減額補正を計上して

おります。 

 図書・情報センター運営費において、システム保守委託料１０万２，０００

円の減額は図書管理システム保守対象の減少に伴う減額、及び複写機賃借料１

２万円の減額は、令和２年度から５か年の長期契約による入札を行った結果、

入札残が生じたため減額するものです。 

 次に、子どもの読書推進事業において、報償金１１万６，０００円の減額は、

ブックスタート事業後のフォローアップ事業について、ボランティア謝金とし

て計上しておりましたが、感染症の影響により実施を見送ったことから減額す

るものです。 

 次に、町民協働文化活動推進事業において、費用弁償３万円の減額は、こっ

ぽーっと魅力アップ構想づくり委員会について、町外の委員においてはリモー

トにより参加いただいたことによる減額、普通旅費１万３，０００円の減額は、

感染症の影響により出張が伴う会議等を取りやめたことに伴う職員旅費の減額

です。ホームページサーバー使用料１１万円の減額は、であいの広場こっぽー

っとホームページを町のホームページへ移行したことによる減額、実行委員会

負担金の７０万円の減額は、こっぽーっとホールイベント実行委員会への負担
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金について、感染症の影響によりイベント実施回数を縮小したことに伴い、負

担金額を減額したことから減額するものです。 

 次のページをお願いいたします。 

 続きまして、５項保健体育費、１目保健体育総務費３７４万３，０００円の

減額補正を計上しております。 

 指導者育成事業において、費用弁償１３万円の減額は、九州地区スポーツ推

進委員研修会及び南筑後地区スポーツ推進委員研修会が中止されたことにより

委員費用弁償を減額するものです。 

 次に、青少年総合型体験事業において、体験事業委託料２７万４，０００円

の減額は、子供スポーツ教室及びわんぱく体験隊事業について、感染症対策と

して、それぞれ実施回数を縮小したことに伴い事業委託料を減額するもの、研

修事業委託料１１万３，０００円の減額は、子ども自然体験事業について、宿

泊から日帰りへ変更したことに伴い事業委託料を減額するものです。 

 次に、体育協会支援事業において、協会補助金２２０万８，０００円の減額

は、感染症の影響により体育協会主催事業数を縮小されたことにより、補助金

を減額したことから不用額を減額するものです。 

 次に、スポーツ大会運営事業において、報償費６万円の減額は、感染症の影

響により各種スポーツ事業や会議の開催数を縮小したことに伴い委員報償費を

減額するもの、及び役務費手数料８，０００円の減額は、小学生スポーツ交流

大会の未開催により大会用ゼッケンクリーニング料を減額するものです。 

 次に、パラリンピック競技大会記念事業において、イベント委託料２３万円

の減額は、パラリンピック大会が翌年度開催へ変更されたことに伴い減額する

ものでございます。 

 続きまして、２目保健体育施設費５，０１４万円の減額補正を計上しており
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ます。 

 保健体育施設一般経費において、運動施設整備工事５，０００万円の減額は、

総合体育館大規模改修工事において入札残が生じたため減額するものです。 

 次に、総合体育館施設管理費において、電気工作物保安管理委託料１４万円

の減額は、入札残が生じたため減額するものです。 

 以上でございます。 

 

学校教育課長  ６項学校給食共同調理場費、次のページをお願いします。 

 １目調理場管理費２４６万９，０００円の減額補正を計上しております。 

 右側説明欄の事務局費では、１４３万６，０００円の減額補正を計上してお

ります。 

 報償費、学校給食運営委員会報償費４万２，０００円の減額は、臨時による

開催がなかったことによる運営委員会不用額となるものです。 

 需用費、燃料費で、コロナ禍での稼働日数の減もあり、ボイラー燃料代の不

用見込額として８０万円を減額するものです。 

 工事請負費、学校給食共同調理場整備工事は蒸気配管取替工事の入札残１６

万１，０００円の減額、空調設備設置工事はスポットクーラー設備工事の入札

残５万１，０００円を減額するものです。 

 備品購入費、一般備品購入費は、牛乳用保冷庫購入費の契約残３８万２，０

００円を減額するものです。 

 以上でございます。 

 

議長  それでは、ここで６款農林水産業費から１０款教育費まで質疑を行い

ます。質疑ありませんか。２番、野口裕子議員。 
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野口裕子議員  ６２ページのスクールライフサポーターの４０万の減ですけ

れども、結構このスクールサポーターの方が積極的に自主的に研修に出たりし

て、保護者の声もよいほうに聞いていますけれども、実績によるということで

すけれども、詳しくお話を聞きたいです。お願いします。 

 

議長  答弁を許します。内藤学校教育課長。 

 

学校教育課長  スクールライフサポーターにつきましては、当初の予定では

４人ということで予算のほうは計上させてもらいましたけれども、なかなかな

っていただけるような方がいらっしゃらなくて、実際、今年度、稼働していた

だいたのは２人の方でなっていただいたということになりますので、その分に

ついては、また来年度に向けて人員の確保とかも図っていきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

議長  よろしいですか。 

 補足ということで、北原教育長、答弁を許します。 

 

教育長  補足いたします。 

 野口議員のご質問にお答えいたします。 

 今年度、中学校の不登校等支援を要する生徒に対して、４名のスクールライ

フサポーターを配置する予算を確保しておりました。実際、対象となる生徒は、

不安や、あるいは緊張感を持つ子供たちで、繊細な、細やかな指導、支援が必

要です。そして、保護者に対しても細やかな配慮が必要ですので、やっぱりど
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なたでも該当できるということが難しいので、現在２名の方に活動していただ

いております。 

 日誌を見ますと、ほぼ家庭訪問や、あるいは学校の中での別室での指導を中

心に支援記録を残してありますが、野口議員が今ご指摘ありましたように、昨

日のリモートの研修会への参加とか、あるいは保護者の会への参加等もなさっ

てあるんです。そういったことも含めて、活動費として該当するのかどうか、

その積極的な活動については報いるような対応を検討させていただきたいと思

います。 

 

議長  ほかに質疑ございませんか。１０番、古賀知文議員。 

 

古賀知文議員  これは全体的な話なんですけれども、多分、今回はコロナウ

イルスの影響が大だったんだと思うんですけれども、要するに、かなりの三角、

いわゆる減が出ています。これに関しては、一般財源が三角になっているのも

いっぱいあるんですけれども、今でなければ、要するに額が決定しないとか、

補助率が低かったとか、いろんな理由はあるんでしょうけれども、これは今後

の話として、１２月補正でできるようなものは１２月にしていただいて、なる

だけ有効利用というか、効率的に予算を執行できるようにした方がいいのかな

というふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 

議長  答弁を求めますか。 

 

古賀知文議員  いや、結構です。 
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議長  じゃ、ご意見として。 

 ほかに質疑ございませんか。１１番、小畠裕司議員。 

 

小畠裕司議員  ２点ほど、ちょっとお願いがあります。 

 まず、学校教育課長に、６４ページ、学校管理、中学校の管理のところで、

管理業務の委託料というのがマイナス４０万ほど出ております。これは、今年

度ずっとお願いしておりました中学校の運動場の井戸掘りの件ですね。夏場に

なると砂ぼこりが立って非常に困っているということで、井戸を掘ったらどう

かということで再三お願いしておりましたが、このようなコロナとは関係ない

管理業務の委託料で４０万ほどマイナスが出るんであれば、井戸を掘ることが

できたんじゃないのかなということで考えています。この予算がそのまま井戸

工事に使えるかどうかというのは定かではありませんが、その辺考えていただ

きたいなというところのお願いがあります。 

 それから、もう一つ、５６ページのほうで、道路維持管理になるのかどうな

のか分かりませんが、セットバックによる舗装工事がまだ行われていないとこ

ろがあるかと思うんです。減額を出される工事請負費で舗装工事のところで２

５０万ほど出ております。これはまた別な工事なんだろうなと思っております

が、セットバックに伴う舗装工事がまだ行われていないところがあるのかなと

思っておりますので、令和３年度については、それはしっかりと執行していた

だきたいなと思っております。これはお願いです。よろしくお願いします。 

 

議長  ２点ともお願いということでよろしいんですか。 

 

小畠裕司議員  はい。 
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議長  じゃ、よろしくお願いいたします。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  それでは、これをもって質疑を終結いたします。 

 続いて、歳入の説明を所管課長に求めます。端的に説明をお願いをできれば

と思っておりますので、川村会計課長、よろしくお願いいたします。 

 

会計課長  それでは、端的に説明をいたします。 

 １５ページ、１６ページになります。 

 ほとんどコロナに関して、事業費が縮小することによって、補助事業であれ

ば補助金の歳入も減少するというふうに連動しておりますので、そういうこと

で説明は終わってしまうんですけれども、一応、主なものを説明させていただ

きます。 

 ９款地方特例交付金、１０項地方交付税、１１款交通安全対策特別交付金は、

いずれも国からの交付金になるんですけれども、全て金額が確定したものにな

ります。右側の説明欄にありますように、各項目において金額が確定したこと

によって積み上げて増額及び減額の補正をいたしております。 

 １３節使用料及び手数料は、いわゆる本町内で使用料、手数料を徴収してお

りますので、右側の説明欄にありますとおり、各使用料等が最終的な収入の見

込みというものを原課のほうで計上いたしまして、その差額について今回は全

て見込みが下回るということで減額の補正をしているということです。 
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 １４款国庫支出金、それから次のページの１５款県支出金は、先ほど申し上

げましたとおり、補助事業の今年度の実績に応じて補助金のほうの額がそれぞ

れ確定をいたしておりますので、その増減の補正が行われているものです。 

 特に申し上げますと、１６ページの説明欄の一番下、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金というのは、るるコロナウイルスの感染症対策の

事業をこれまで予算化してきておりますが、国のほうの交付金の額が決定した

ために、今回の１０号補正の歳出及びこれまでの既存の予算化したもの等にそ

れぞれ充当をしているところです。 

 続きまして、１６ページ、お願いいたします。 

 財産収入です。右側の説明欄にありますとおり、情報通信ケーブル貸付収入

については、金額が減となっております。また、各基金における利子につきま

しては、預金…… 

 

議長  失礼。先ほどのは１６款の財産収入ということで、１９ページのほう

をお願いいたします。 

 

会計課長  失礼いたしました。１９ページ、２０ページの１６款になります。 

 財産収入については、情報通信ケーブルの貸付収入の減と各基金における預

金運用収益の利子の収入の予算増を計上いたしております。 

 続きまして、２１、２２ページをお願いいたします。 

 寄附金収入については、１項２目の総務費寄附金で、ふるさと納税の最終的

な寄附額の見込額に基づいた増額補正を行っております。また、教育費寄附金

においても、１２月に寄附を受納した関係で増額の補正を行っております。 

 繰入金につきましては、予算収支の調整のために当初、それから補正におい
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て基金からの繰入金を入れておりましたところ、今回の１０号補正までの段階

で繰入金の額が少なくて済みました関係で、財政調整基金繰入金は４億１００

万円、大木町公共施設整備基金からの繰入金はマイナスの３，４００万円をそ

れぞれ減をしています。夢あふれるまちづくり基金繰入金についての繰入金の

減につきましては、夢あふれるまちづくり事業として歳出のほうで予算化をし

ていた新規就農支援事業についての対象者が少なかったということで、事業額

が減少したことに対して繰入金の額を減少しているものです。 

 ２０款の諸収入につきましては、右側説明欄のように歳入を見込んで予算化

をしているところです。主なものとしては、ふるさと振興基金の分配金で３２

７万４，０００円、市町村宝くじ配分金で３８９万３，０００円の収入等を計

上いたしております。 

 次の２３ページ、２４ページをお願いいたします。 

 ２１款の町債につきましては、先ほど来申し上げていますとおり、各事業に

ついて、本来事業の予定額に応じた起債額をしているところなんですが、臨時

財政対策債以外のそれ以下の記載につきましては、それぞれの事業の額が確定

したことで、連動して記載の額が確定したことによって、全ての額が減額とな

っております。 

 また、最後の減収補塡債については、今回のコロナ禍において、国からの主

に譲与税等の減収が見込まれるものについて、特別に今回、税収の対象科目が

追加されたことによって、特別分及び通常分の減収補塡債を借り入れた方が有

利になるという判断で、新たに増額の補正をいたしているものです。 

 以上で終わります。 

 

議長  所管課長の簡明な説明を終わります。 
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 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

    質疑なし 

 

議長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第８号については、会議規則第３８条第３項の規定

によって委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、議案第８号については委員会の

付託の負託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

    討論なし 

 

議長  討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。採決を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。 

 この採決は起立によって行います。日程第１０、議案第８号令和２年度大木

町一般会計補正予算（第１０号）については、原案のとおり決定することに賛
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成の方は起立願います。 

 

    起立多数 

 

議長  起立多数です。したがって、議案第８号本案については、原案のとお

り可決されました。 

 お諮りいたします。本日の会議はこれにて延会したいと思います。ご異議あ

りませんか。 

 

    異議なし 

 

議長  ご異議なしと認めます。したがって、本日はこれにて延会することに

決定しました。 

 本日はこれにて延会します。次回は、明日３月４日午前９時３０分にお願い

いたします。お疲れさまでした。 

 

 

延会    １６時３７分 


